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ははじじめめにに  

 

文化庁では，平成 19 年 10 月の文化審議会文化財分科会企画調査会報告書にお

いて提唱された「歴史文化基本構想」の普及促進を図るため，これまでに「文化

財総合的把握モデル事業」（以下，「モデル事業」）を実施し，地方公共団体が「歴

史文化基本構想」を策定する際の参考となるよう，平成 24 年 2 月に「「歴史文化

基本構想」策定技術指針」（以下，「技術指針」）を取りまとめるとともに，地方公

共団体の職員を対象とした研修会等を実施してきました。 

今般，モデル事業で実際に策定された「歴史文化基本構想」の事例等を取り上

げながら，「技術指針」を分かりやすく解説し，策定に必要な事項を整理したハン

ドブックを刊行することで，「歴史文化基本構想」のさらなる普及促進を図りたい

と考えております。 

本書は，「歴史文化基本構想」への理解を深める助けとなるよう策定したもの

ですが，地方公共団体の実務担当者のみならず関係者に幅広く手に取っていただ

くことを通じ，文化庁における「歴史文化基本構想」の普及促進に向けた取組の

一層の充実に資するものにしたいと考えております。 

本書がそのような趣旨で活用され，全国の地域で文化財の保存・活用の推進や

文化遺産を活かした魅力ある地域づくりが進展することを期待します。 
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第第１１章章  「「歴歴史史文文化化基基本本構構想想」」のの概概要要  

  
            ははじじめめにに，，「「歴歴史史文文化化基基本本構構想想」」ととはは  

何何かかをを紹紹介介ししまますす。。  
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１．歴史文化基本構想の基本的な考え方 
 

文化庁では，「歴史文化基本構想」の策定を検討している地方公共団体に対して，策定の

助けとなるよう「歴史文化基本構想」策定技術指針（以下，「技術指針」という。）を策定

しました。地方公共団体においては，歴史文化基本構想に基づき地域固有の歴史文化（多

種多様な文化財等）を守り，これらを生かした個性ある取組が行われるものと期待してい

ます。 

 

文化財保護施策の展開                期待される効果 

○多様な文化財の価値の顕在化による適切な保存・活用 》》》社会的気運の高まり 

○文化の薫り高い空間の形成             》》》地域の魅力の増進 

○人々の交流の発生                 》》》地域の活性化 

○住民の地域への理解，地域に対する誇りの向上    》》》地域との連携協力の推進

○他の行政分野と連携の促進             》》》連携のきっかけづくり 

歴史文化基本構想の策定 

【定 義】 

地域に存在する文化財を，指定・未指定にかかわらず幅広く捉えて，的確に把

握し，文化財をその周辺環境まで含めて，総合的に保存・活用するための構想 

【策定方針】 

①文化財保護施策を，一貫性を持っ

て推進する。 

②未指定文化財を視野に含め，文化

財保護施策の充実を図る。 

③文化財とそれをとりまく環境の一

体的な保全を図る。 

④個々の文化財の価値や性質を十分

踏まえる。 

⑤文化財保護に関する情報を，多く

の関係者と共有する。 

実 行 

地域主体の文化財の保存・活用 

【対象範囲】 

「歴史文化」とは，文化財とそれ

に関わる様々な要素とが一体とな

ったものを指す。 

文化財に関わる様々な要素とは，

文化財が置かれている自然環境や

周囲の景観，文化財を支える人々の

活動に加え，文化財を維持・継承す

るための技術，文化財に関する歴史

資料や伝承等であり，文化財の周辺

環境と言い換えることができる。 

2
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技術指針策定までの経緯は「はじめに」に解説しているため（国の重点施策としての位置づけ

等），ここでは技術指針に示された歴史文化基本構想の基本的な考え方に基づき，歴史文化

基本構想の「定義及び策定方針」「対象範囲」「期待される効果」について解説します。各

地方公共団体は，技術指針にこめた文化庁が期待する主旨等を十分理解し，歴史文化基本

構想の策定に取り組んでいただきたいと考えます。 

 

１-１ 歴史文化基本構想の定義及び策定方針 

技術指針では，「歴史文化基本構想」の定義を，「地域に存在する文化財を，指定・未指

定にかかわらず幅広く捉えて，的確に把握し，文化財をその周辺環境まで含めて，総合的

に保存・活用するための構想であり，地方公共団体が文化財保護行政を進めるための基本

的な構想となるもの」と示しています。 

各地方公共団体におかれては，これまで文化財保護法及び文化財保護条例のもと類型ご

とにきめ細やかな文化財保護の措置を講じ，一定の効果を上げてきているものと思われま

す。しかし，指定等されると評価された部分のみが強調され，周囲の環境と切り離されて

しまうという課題も指摘されてきました。適切に文化財を保護するためには，文化財本来

の在り方から着目し，指定文化財の周辺にある未指定文化財や文化財の置かれている自然

環境や景観，さらにはそれらを保護するための技術なども含め，総合的な観点から保護し

ていくことが重要です。 

また，近年全国各地の観光施策や地域づくりにおいて，文化財に着目し積極的に活用し

ようとする動きがみられます。文化財の活用自体は大切な取組ですが，文化財がもつ本質

的な価値やその性質を理解しないまま保存に影響を与えるような行為は避けなければなり

ません。貴重な文化財を後世に確実に継承するために，文化財の保存と活用のどちらかに

偏ることのなく，一体的な取組であることに留意する必要があります。このため，多くの

関係者が文化財保護に関する情報を共有しながら取り組むことができるよう文化財保護の

指針を定め，広く周知していくことが必要となります。 

以上のことから，「歴史文化基本構想」の策定方針をまとめると，次の５項目に整理でき

ます。これらに留意しながら，長期的な視点に立って文化財保護のマスタープランとして

策定することが期待されます。 

 

【１】文化財保護施策を，一貫性を持って進めるための構想とする。 

【２】未指定文化財を視野に含めるなど，文化財保護施策の充実を図るための構想とする。 

【３】文化財とそれをとりまく環境の一体的な保護を図るための構想とする。 

【４】個々の文化財の価値や性質を十分踏まえた構想とする。 

【５】文化財保護に関する情報を，多くの関係者と共有するための構想とする。 
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１-２ 歴史文化基本構想の対象範囲 

歴史文化基本構想にある「歴史文化」とは，文化財と文化財に関わる様々な要素とが一

体となったものを指しています。この文化財に関わる様々な要素とは，文化財が置かれて

いる自然環境や周囲の景観，文化財を支える人々の活動に加え，文化財を維持・継承する

ための技術，文化財に関する歴史資料や伝承等であり，文化財の周辺環境と言い換えるこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
歴史文化基本構想の対象範囲の概念図（文化財とそれをとりまく環境である） 

 

 

文化財とは，人々の生活，暮らしの中で創出，継承されてきた有形・無形の文化的所産

を広く含み，一定の地域における歴史文化を語る証左となるものです。そのため，一定の

地域の多様な文化財を総合的に把握することは，地域の歴史文化を総合的に理解すること

に通じます。 

一定の地域において，複数の文化財は相互に関連性をもって存在します。単体の文化財

のみをみても，その価値を保護するためには，地域の生活文化や自然環境との結びつきと

ともに，密接なものは必ず存在します。さらに，文化財が継承されてきた背景には，地域

の人々のたゆまない努力によって支えられてきている場合，あるいは先人たちの残したい

とする意志が記録や伝承という形で存在している場合などがみられます。【事例①～③】 

したがって，文化財をとりまく環境を，歴史文化に関わる複数の主題や物語が重層的に

展開する「場」として見ることにより，文化財保護に係る課題解決のための糸口を見出し，

新たな文化財保護施策を展開・発展させていく可能性があります。 

  

文化財とそれをとりまく環境 

歴史文化基本構想において検討すべき文化財の保護 

文 化 財
周 囲 の 景 観

文 化 財

文化財を支え
る人々の活動

文 化 財

維持継承する
ための技術

自 然 環 境 
歴史資料や 

伝承等 
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 事例① 「檜枝岐の舞台」で上演される「檜枝岐歌舞伎」 

 
舞台という建造物と伝統芸能としての歌舞伎が一体となっ

て存在し，そこに娯楽として歌舞伎を楽しむ人々がおり，さ

らに舞台を維持するための茅葺の技術等によって，歴史文化
が継承されてきました。 

地域の人々にとって，この歴史文化は個々に存在するもの

ではなく，時間的にも空間的にも一体不可分のものです。そ
のため，これらを一体的に捉える必要があります。 

  

 
 

 
 事例② 重要無形民俗文化財「越中福岡の菅笠製作技術」 

 

農作業時や外出時等に利用されてきた菅笠は，高岡市福
岡町が一大生産地であり，現在全国シェアの９割以上を占

めています。 

文化財の指定は，伝統的な菅笠製作技術を対象としてお
り，菅草の栽培から笠骨作り，笠縫いから仕上げを経て出

荷するまでの全工程が当地で集約的に行われ，400 年以上

の年月を経た民俗技術が，当初の生産・製作形態を保ちな
がら今日に継承されていることに価値があると評価されて

います。しかしこのような技術的な価値だけではなく、菅

を栽培する畑や農家，笠問屋の集まる福岡町の伝統的な町
並みなど周辺の環境が文化財の価値を支えています。 

 

 
 事例③ 太宰府市市民遺産会議 

 
太宰府市では，「太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例」

を制定するともに，制度化において市民遺産を守り育てる団

体を景観・市民遺産育成団体と位置付け，彼らが太宰府市市
民遺産候補を提案する仕組みを作り上げている。 

太宰府市は，太宰府市民遺産を認定するため太宰府市景

観・市民遺産会議を，適宜，開催しています。この景観・市
民遺産会議では，太宰府市市民遺産を育成するために，行政

機関による助成金情報の公開や商工会によるＰＲ活動など関

係する諸団体のできる支援策等についての報告が行われてお
り，市民同士の情報交換の場になっています。 

※写真①に差し替えて下さい。 

 

歴史文化基本構想に含むべき範囲については，一定の空間的広がりの中に，文化財本来

の成り立ちを理解し，保護するための密接不可分な要素が含まれること，かつ, 地域の歴

史文化の総合的理解につながるように設定することが重要です。これらを一体的に保護し

ていくため，また歴史文化基本構想とは文化財保護のマスタープランという性格から，基

本的には市町村単位で策定することが望ましいといえます。しかし関連する文化財が広域

的に所在する場合には，市町村を超えた広域的な範囲を対象とする場合も想定されます。

その際には，関連する市町村からなる協議会等を設定して，協議会等が策定することも考

えられます。一方，より詳細な基本構想を策定しようとする場合は，市町村単位ではなく，

行政区単位で分割して策定するなど，地域の実状に応じて策定することが可能です。 
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１-３ 期待される効果 

歴史文化基本構想に基づき文化財保護施策を展開することによる効果については，これ

まで様々報告されています。 

技術指針には，期待される効果について以下のように掲げています。 

 

「歴史文化基本構想」を策定することにより，その策定過程から策定後も含め， 

以下のような様々な効果が期待される。これらは結果として，文化財保護の充実 

にも資するものといえる。 

 

・文化財を総合的に把握することは，類型ごとの文化財保護の枠組みでは考慮 

しづらい視点からも捉えることになり，文化財が有する多様な価値を顕在化 

することができる。その結果，他の文化財や周辺環境と一体的に保存・活用 

することの必要性が周知され，社会全体として文化財を保護するという気運 

にもつながる。 

・文化財をその周辺環境と一体的に捉えることによって，文化財を核とした地 

域の魅力の増進につながり，地域の活性化にも資する。 

・文化財を人々の営みの中で，自然や風土，社会や生活を反映しながら今日ま 

で伝承され，発展してきたものという視点から捉えることにより，文化財は 

地域にとってのかけがえのないものとして捉えられる。その結果，地域との 

連携協力の推進が図られる。 

・「歴史文化基本構想」の策定に当たり，関係機関との連携が不可欠であること 

から，他の行政分野との連携を図るための契機にもなる。 

 

 

（１）策定過程における取組効果 
総合的な文化財調査の実施には地域住民等の協力が不可欠です。また，構想に基づいた

文化財保護施策を実現するためにも，地域住民等の理解や協力が不可欠です。そのためそ

の構想策定過程から，地域住民が参加できる体制を構築することが重要です。歴史文化基

本構想の策定過程そのものを，総合的な文化財保護施策の最初のステップとして位置づけ，

情報共有，情報発信に努め，社会的機運を高めていきましょう。【事例：高砂市】 

 
 

 事例 ：高砂市の取組（広報誌による情報発信） 

高砂市歴史文化基本構想においては，歴史文化の保存・活用に

向けた基本的な方策について，第１に「歴史文化資源の把握と保
存・活用，市民の誇りの醸成を，相乗効果を生むように進めるこ

と」を掲げています。 

このことは，構想策定段階から実践されており，７分野にわた
る文化財調査の成果は，専門家の協力のもと，市広報に計 21 回

掲載された。多様な文化財の価値の顕在化に取組み，文化財の保

存・活用の社会的気運を盛り上げる，効果的な活動となっていま
す。 

「広報たかさご平成 21 年 8月号」
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図面①を入れて下さい。

写真②を入れて下さい。

写真③を入れて下さい。

 

（２）策定後の効果 
地方公共団体においては、それぞれ特徴のある歴史文化基本構想を策定し，この構想に

定めた事項に従い，より充実した文化財の保存・活用が進められるものと考えられます。

新たな文化財の保存・活用の具体的な例として，様々な取組が見られます。 

新しい文化財保護の制度として文化財保護対象の裾野を広げるための独自の制度の創設

【事例：宇検村・伊仙町・奄美市】や地域の歴史文化に対する関心や興味を高めるための

取組【事例：小浜市・若狭町】などがあげられています。また文化財とその周辺環境を対

象とした整備事業の実施により文化財保護の充実を図ろうとする事例などがあげられてい

ます。【事例：高山市】他の行政分野と連携を図りながら事業や取組を展開することにより、

文化財保護行政とその他の行政部局との連携が図られるようになったとの報告が多く聞か

れます。 

（本来，「基本構想」とは長期的な展望に立った基本的な指針を定める性格を有するもの。策定過程に

おける取組効果として挙げた事例は分かりやすいが，構想に基づき実行に移す「計画」などを伴わない

かぎりその効果は実感しがたい？） 

 

 
 事例 ：奄美群島の事例（宇検村、伊仙町、奄美市） 
奄美群島全体を視野にした「奄美遺産」の認定制度の運用をめざして 

奄美群島文化財保護対策連絡協議会を中心に，関係市町村が一体となった 

取り組みが進められています。 
宇検村、伊仙町、奄美市は、構想策定に先立ち奄美諸島全体の歴史文化

の価値や位置づけを明確にして、各島々，各集落相互の関連性や相違点を

明らかにしようとしています。奄美遺産を「敬い，守り，伝え，残したい」
ものとして捉えるようにし、人々は奄美遺産に興味と誇りを持つようにな

っていくものと考えられています。 

 

 

 
 事例 ：「食と民俗」の体験をテーマにしたツーリズムの展開 

（小浜市・若狭町） 
小浜市は，「小浜市元気食育推進計画」に基づき，食について学ぶ学生を市

内で受け入れる食育ツーリズム（食育体験旅行）を始めた。調理実習をは

じめ，農業，漁業体験，講座などのプログラムを用意しており、すでに大
学生および大学院生を受け入れが行われている。人々の交流を生み出し，

地域活性化を図ろうとする取組が始まっている。 

 

 

 

 
 事例 ： 都市計画部局と連携して整備事業を推進する事例 

（高山市） 

旧矢嶋邸跡地等整備事業（周遊，歴史・文化継承の拠点として飛騨高
山まちの博物館を整備【写真】），周遊ルート整備，指定文化財の周辺環

境整備等を高山市歴史的風致維持向上計画に位置付け，文化財部局と都

市計画部局が連携しながら整備を行い，文化財保護の充実を図っている。 
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２．「歴史文化基本構想」策定前の準備 

２-１ 策定に取り組む背景の確認 

歴史文化基本構想の策定に先立ち，各地方公共団体が，現在どのような文化財の保存・

活用の取り組みを進めているか，またそこにどういった問題点があるのかなど，策定に取

り組む背景を把握しておくことが必要です。 

下表を参考にしながら，どの項目ができていて，どの項目の検討が不足しているかなど，

現状把握を行うことで，歴史文化基本構想を策定する理由を確認しておくとよいでしょう。 

 

  表 ：文化財保護の現状確認のためのチェックリスト 
 

分 類 チェック項目 

文化財保護行政の 

現状 

□ 文化財保護行政の指針となる計画を策定していますか。 

□ 
市町村が議会の承認を経て定める総合計画等に文化財の保存・活用に関

する事項が記載されていますか。 

□ 
文化財保護条例に基づく文化財保護審議会が定期的に開催されていま

すか。審議会の委員構成に，分野の偏りがありませんか。 

文化財の把握 

□ これまでどのような文化財調査をしてきたか把握していますか。 

□ 
これまで実施してきた調査結果について，定期的に見直しを行って

いますか。 

指定等文化財の 

現状 

□ どのような文化財が指定等され保護されているか，把握していますか。

□ 
文化財指定等基準を定めていますか。それは，地域の歴史文化を踏まえ

た基準となっていますか。 

管理の適正化 

□ 文化財の管理者あるいは組織等を把握していますか。 

□ 文化財について定期的な見廻りを行っていますか。 

価値の共有化 □ 
ホームページや教本等を活用して，文化財をわかりやく市民等に伝える

ための取り組みをしていますか。 

周辺環境と一体と 

なった保存・活用 

□ 
（不動産である）文化財を核として，その周辺環境を一体的に保全する

施策を講じていますか。 

□ 
関連する行政機関と連携した文化財保護施策には，どのようなものがあ

りますか。 

□ 
文化財の周辺の都市計画や景観計画等は文化財と調和したものとなっ

ていますか。 
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２-２ 策定に向けて整理すべき項目 

歴史文化基本構想の策定を円滑に進めるために，あらかじめ地域の歴史文化の特性や課

題の把握に努めるとともに，関連資料を収集したり，以前収集した資料等の内容を確認し

たりするなど，最新の情報を集めておきましょう。 

 

（１）地域の歴史的背景・自然的環境・社会的状況の整理 
対象地域の特性を理解するために，集落や都市の起源や歴史的事象などを時系列にまと

めた歴史的背景，地形・地質・気象・植生などの自然的環境，人口構成・産業・土地利用・

主要交通機関などの社会的状況についての基本情報を整理しておきましょう。 

これらは市町村史や郷土史料，国勢調査，市町村の統計資料等を活用しながらまとめま

す。【事例：佐渡市】特に，歴史的背景の記載にあたっては，中心となってきた都市や集落

の成り立ちとその変遷に加えて，主要産業の歴史やその特徴，主要な寺社の成立，偉業を

成した人物紹介など，地域の歴史文化が後段に続く文化財と密接に結びついていることを

示すために，欠かせない情報を盛り込むことが重要です。 

 

 事例 ：参考資料となる市町村史や郷土史料（佐渡市） 
 

 佐渡市では，文化財調査報告書が数多く刊行されており，そ

の目録は逐次ホームページに紹介されています。 

 合併前の旧市町村が発行した郷土史の目録，また集落単位

の民俗調査や地域史など郷土史料も数多く，それらの膨大な資

料を一括して，郷土を知るための基礎的情報として管理してい

ます。地域の歴史的背景を理解するうえで，こうした市町村史

や郷土史は重要な手がかりとなるでしょう。 

※写真④に差し替えて下さい。 

 

（２）文化財施策の現状把握 
文化財保護施策の基本的な情報として，国指定等文化財，地方公共団体指定文化財の件

数やこれらの所在地の確認，文化財の保存・活用や管理体制の現状把握，条例等による文

化財指定等にかかる独自基準の有無などの把握を行います。この作業は，文化財保護施策

において，現在分野に偏りがあるか，充実を図るべき分野は何か，今後の文化財保護施策

を充実するために必要です。 

併せて今後の体制整備の見直しの参考となるように文化財保護行政にかかる当該地方公

共団体の職員の数，専門職員の配置の有無などについても整理しておくとよいでしょう。 

このほか，直接市民の声を施策に反映するという観点において，市民から期待される文

化財の保存・活用の将来像も把握しておくことが望まれます。具体的な方法としては，市

民向けのアンケート調査の実施などが考えられます。【事例：日の出町】 
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 事例 ：歴史文化に対する住民意向把握のためのアンケート調査（日の出町） 
 

 日の出町では，歴史文化基本構想の検討に先立ち，地域住民の歴史文化への関心度や指向性，住民

が考える調査に取り入れるべき視点などを把握するために，「歴史文化に関する住民意向調査」（町内

各戸に郵送配布）を実施しました。 

 アンケート調査の結果，町の代表的な景観イメージとしては，全般的に自然環境を指向しているが，

地域別（平井地区・大久野地区）に違いがみられることが分かりました。 

 このほかにも，歴史を感じる場所や風景，後世に伝えたい風習や習慣・伝承，後世に残したい建物

や自然・風景などに関して，町民意識を把握した結果は，歴史文化の地域特性や構想の考え方などに

反映しています。 
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（３）文化財調査の現状と課題の整理 
これまで実施した調査やその調査範囲，具体的に抽出された文化財の数や特徴などにつ

いて整理しておきましょう。 

具体的には刊行された各種文化財報告書の中から， 調査対象となった文化財の種別や数，

所在地などについて抽出し，把握しておきましょう。その際，当該地方公共団体が事業主

体となった調査報告書に限るものではなく，大学等の研究機関や都道府県が実施した調査

など，幅広く把握することが重要です。【事例：足利市】 

なお，文化財調査の実施から時間が経過している場合，すでに滅失している場合や場所

が特定できない場合も考えられます。 

こうした結果について地図データベース等を活用して横断的かつ総合的に見られるよう

に整理しておくと良いでしょう。横断的にこれまでの調査の結果を整理することによって，

文化財がよく残されている地域を再確認する場合もあるでしょう。 

 

 事例 ：文化財調査報告書の成果一覧（足利市） 
 

 足利市教育委員会では，昭和 53 年度から昭和 59 年度まで，足利市文化財総合調査団（団長：前澤

輝政氏）を組織し，市内に所在する各種文化財（美術工芸品，建造物，古文書，考古，民俗文化財，

天然記念物等）の総合的な調査を実施し，市全域の文化財の概要把握を行っています。総合調査完了

後も，教育委員会では民家調査，石造物調査，近代化遺産調査等を継続的実施しています。加えて，

足利市文化財愛護協会や足利絵馬の会，御厨郷土文化研究会，大月手紙の会等，民間団体による調査・

研究，市内高等学校における歴史研究等，様々な組織における調査・研究を実施してきました。 
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（４）文化財の周辺環境の現状把握 
不動産や土地等にかかる文化財に関しては、現行法規制や独自条例等による周辺環境保

全の取り組み，具体的な開発動向の有無などを確認しておきましょう。例えば，都市計画

法に基づく風致地区や高度地区の設定，自然公園法に基づく特別地域や普通地域等の設定，

景観法に基づく景観計画区域の設定など，文化財の周辺環境を保全する上で有効と考えら

れる土地利用規制等の施策が講じられているかを把握し，今後，文化財の周辺の環境でど

のような計画が起こるかを事前に想定しておくことが重要です。 

また文化財を維持・継承する人々の活動内容として，文化財保護に関連する活動団体や

企業等を把握すると同時に，それらの活動や組織と当該市町村が連携するための現行事業

や支援制度についても確認しておきましょう。【事例：小浜市・若狭町】 

このほか，文化財を管理・公開する博物館施設等については，その多くは歴史文化基本

構想において文化財の普及活用の拠点として活動していることから，必要に応じて現状の

活動内容や施設運営上の課題等も把握しておくとよいでしょう。 

 

 事例 ：文化財保護等に係る住民活動団体，公民館活動，産学連携（小浜市・若狭町） 
 

 官民協働による住民活動が活発な小浜市・若狭町では，文化財及び周辺環境保全との関連性がある

住民活動団体，地域公民館活動，学校関係事業，企業関係事業を一覧表にまとめ，個々の活動内容を

詳細に把握している。 
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（５）関連する行政計画の把握 
歴史文化基本構想の行政上の位置づけを確認するための基礎的資料として，関連する行

政計画を確認しておきましょう。 

各市町村で定められた総合計画は，長期的な展望に立った政策の基本的な方向性を示す

ものです。総合計画において，将来の都市像，まちづくりの目標や方向性に示された地域

の歴史文化の重要性や文化財の保存・活用に関連する事項の記載内容について確認してお

きます。このほか，当該市町村において策定されている，教育振興基本計画，文化振興基

本計画，都市計画マスタープラン，景観計画などといった数々の行政計画の中で，歴史文

化基本構想の主旨と共通する目標像や方針，施策の方向性等を把握し，連携・整合を図る

べき要点を確認することが重要です。【事例：篠山市】 

今後の改訂・見直しの時期なども，把握しておくとよいでしょう。 

 

 事例 ：関連する行政計画等（篠山市） 
 篠山市では，歴史文化基本構想策定に係る計画として，「篠山市総合計画（基本構想）」，「篠山市総

合計画（後期基本計画）」，「篠山再生計画」，「篠山市教育振興基本計画」，「篠山市生涯学習推進基本構

想」，「篠山市農村振興基本計画」，「篠山市観光まちづくりビジョン」，「篠山市環境基本計画」，「篠山

市景観計画」の合計９つの各種構想・計画を具体的に掲げています。篠山市歴史文化基本構想では，

これらの構想・計画における考え方を踏襲するとともに，文化財と周辺地域の一体的な施策の展開に

むけて，「部局間の連携強化」，「文化財の保存・活用施策の充実」「地区単位での文化財の保存・活用

の推進」を勘案しながら検討を進めています。 
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３．「歴史文化基本構想」の策定体制と策定後の見直し・改訂 
 

（１）技術指針 

 
４．１．「歴史文化基本構想」等の策定･見直しについての考え方 

「歴史文化基本構想」に基づく施策を具体化するためにも，定めるべき内容や 

策定・見直しの手続きにおいて，住民の積極的な参画を得ながら，住民や関係機 

関等との連携や理解を深めていくことが必要である。 

また，保存活用（管理）計画の内容や策定・見直しの手続きについても，「歴 

史文化基本構想」同様に，住民や関係機関等の参画を得ながら進めていくことが 

重要である。 

 

４．２．適時適切な改訂 

「歴史文化基本構想」については，地域における文化財に関する意識の醸成や 

社会情勢の変化，学術的調査の結果等を踏まえ，適時見直しを検討し，改訂する 

必要がある。そのため，策定後も見直しや充実を図ることを想定し，弾力性を持 

たせることが重要である。また，それに併せて文化財保護施策についても，適時 

見直し，充実を図ることが重要である。 

 

 

（２）策定にかかる主体者 ～策定の主体は地方公共団体です～ 
歴史文化基本構想を策定する主体者となる地方公共団体とは，基本的には基礎自治体で

ある市町村を想定していますが，複数の市町村が連携して行う場合や都道府県による策定

も可能です。 

これまで文化財指定の件数が少ない市町村や、歴史文化に対する関心が薄いと捉えてい

る地方公共団体であっても，必ず地域固有の歴史・自然とそれに基づき独自の文化を有す

るものです。その意味において，全国すべての地方公共団体において歴史文化基本構想の

策定は可能といえます。 

 

（３）委員会等による体制づくり 
歴史文化基本構想策定の検討過程において，有識者や学術経験者等の意見を聴取するこ

とは重要です。策定するための体制としては，これまでの文化財保護施策の継続性を勘案

して当該地方公共団体が設置している既存の文化財保護審議会等の意見も重要です。また

歴史文化基本構想策定のために新たな組織を立ち上げ、新しい視点から意見してもらうこ

とも大切です。 

新たに組織を設置する場合は，地域の実情・課題に応じた，委員会組織の構成員（庁内・

専門家・市民等）を選出しましょう。行政上の位置づけや施策連携を重視する観点から景

14
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観・観光・企画などの各部門の対等者，地域の歴史文化に対する専門的知見からの指導助

言を得るための有識者，文化財保護行政に詳しい専門家，基本構想を推進するうえで重要

な関わりを有すると考えられる市民組織の代表者などが想定されます。【事例―その１：津

和野町】 【事例―その２：日南市】 

地域の総合的把握の調査を並行して行う場合は，別途，調査委員を組織化しておきまし

ょう。 

 

 事例 ：歴史文化基本構想策定に向けた検討体制－その１（津和野町） 
 

津和野町では「津和野町歴史文化基本構想策定委員会」と「津和野町歴史文化基本構想運営委員

会」の２つの組織を設置しました。前者は構想策定そのものを検討する組織であり，委員は文化財類

型ごとの学識経験者や，県の関係部局，町民代表で構成されています。後者は構想策定に必要となる

文化財調査対象の検討や住民意見の集約などを目的に設置しており，委員は歴史研究団体，観光関係

団体，地域づくり団体，建築士会，議会関係者，町の関係部局で構成されています。 
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 事例  歴史文化基本構想策定に向けた検討体制－その２（日南市） 

 

日南市は，「日南市歴史文化基本構想等策定委員会」と「ワー

キンググループ委員会」を立ち上げ，検討しました。委員会は，

日南市行政（担当主管課：文化生涯学習課，関係部署：総務部，

建設部，産業経済部，），宮崎県行政（文化財課，日南土木事務所，

南那珂農林振興局），学術専門家（建築，歴史，文化財，考古），

市民（文化財審議会委員，地域おこし活動関係者）から構成した。 

ワーキンググループ委員会は，日南市行政（担当主管課：文化

生涯学習課，関係部署：建設課，まちづくり推進室），宮崎県行政

（文化財課），市民（文化財審議会委員，地域おこし活動関係者）

で構成した。 

 

２つ委員会を設置という点で，津和野と同じなので削除か差替？ 

 

  

16



第１章 「歴史文化基本構想」の概要 

17 

（４）市民意見の反映，周知のための検討体制 
歴史文化基本構想の検討過程そのものを，地域づくりの契機ととらえ，住民説明会，ワ

ークショップ，パブリックコメント，シンポジウムの開催等をしていきましょう。歴史文

化基本構想の検討に関連する取組を，当該市町村のホームページや行政広報を通じた市民

に周知する以外にも，さまざまな形式で情報提供の機会や意見交換の場を設定してみまし

ょう。市民の積極的な関わりを促し，地域の歴史文化の保存・活用に対する地域意見の集

約を行うなど，構想実現に向けた取組が必要です。【事例：足利市】【事例：津和野町】 

 

 事例  策定の過程における，市民意見の反映，市民への周知として， 

いくつかの手法を取り入れて実施（足利市） 
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 事例  策定の過程における市民参加の例（ワークショップやシンポジウム） 

（津和野町） 
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（５）策定後の見直し・改訂 
策定後も適宜，状況の変化に応じて改訂していくのが望ましいと考えます。【事例：小浜

市・若狭町】【事例：加賀市】 

例えば，優先的に一定の文化圏を範囲に限定して歴史文化基本構想を策定したのちに，

市域全体の策定は事後に定めるといった，地域の実情に応じて，段階的に取組みを行い，

適宜適切な時期に見直しを行い，改訂することも可能と考えます。【事例：韮崎市】 

 

 事例 ：歴史文化基本構想の見直しの考え方を定めた例（小浜市・若狭町） 
 

 現在の変化の続く社会情勢は，今後もさらなる変化が予測される。また，それにともなって住民の

ニーズも変化することが予測される。こういった本計画を取り巻く今後の環境の変化によって，柔軟

に見直すべき計画と言える。 

 したがって，本計画を今後活用し，必要に応じた見直しを行っていく中で，住民の意見をより積極

的に取り入れていく必要がある。本歴史文化基本構想をベースとし，また契機として住民協働の文化

財の保存と活用を進め，それによって文化財の保存と活用に対する住民の理解を深めながら，より良

い文化財の保存と活用を進めていくこととする。 

 

 

 事例 ：関連文化財群の保存活用計画，歴史文化保存活用計画の見直し，変更の 

考え方を定めた例（加賀市） 
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 事例 ：具体的な期間は明示しない例（韮崎市） ※一部エリアを重点的に検討した事例。 
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第第２２章章  「「歴歴史史文文化化基基本本構構想想」」にに定定めめるる事事項項  

  
            「「歴歴史史文文化化基基本本構構想想」」のの全全体体構構成成とと  

項項目目別別のの解解説説をを行行いいまますす。。  
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１．「歴史文化基本構想」の全体構成 
 
（１）技術指針 

 

「歴史文化基本構想」には，策定の目的や行政上の位置付け，当該地方公共団体 

の歴史文化の特徴，文化財把握の方針，文化財の保存・活用の基本的な方針，文化 

財の保存・活用を推進するための体制整備の方針等を基本的な事項として定めるこ 

ととする。また，必要に応じて，相互に関連性のある文化財を一定のまとまりとし 

て捉えた「関連文化財群」の考え方，文化財（群）を核とし文化的空間を創出する 

ための計画区域である「歴史文化保存活用区域」についての考え方，文化財（群） 

を適切に保存・活用（管理）するための「保存活用（管理）計画」の作成について 

の考え方等を明確にすることが望ましい。 

 

 

（２）解 説 
 

①基本的事項と選択的事項 

歴史文化基本構想の策定にあたり，含める内容については柔軟な対応が可能です。技術

指針には，「歴史文化基本構想」において定める事項として８項目を挙げています。これら

は，基本的事項と選択的事項に分けられ，選択的事項及びその他の事項については，各地

方公共団体の実情に合わせて策定しましょう。 

 

 

基本的事項 選択的事項 

１．「歴史文化基本構想」策定の目的・行

政上の位置づけ 
２．地域の歴史文化の特徴 
３．文化財把握の方針 
４．文化財の保存・活用の基本的方針 
８．文化財の保存・活用を推進するため

の体制整備の方針 

５．関連文化財群に関する事項 
６．歴史文化保存活用区域に関する事項 
７．保存活用（管理）計画作成の考え方 
（番外：その他，地域の実情に応じた 

項目） 

 

②策定の流れ 

歴史文化基本構想の策定にあたり，まずは域内の文化財に関する情報と文化財保護施策

について，現状把握を行います。そのうえで，「歴史文化基本構想」において定めるべき事

項を順次検討し，とりまとめるものです。 

22
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表２：歴史文化基本構想の策定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域の歴史文化の特徴

策定前に準備すべき事項 

歴史文化基本構想の策定 

１．「歴史文化基本構想」策定の目的・行政上の位置づけ 

７．保存活用（管理）計画作成の考え方 
 

１）計画を定める文化財等※の対象を設定 
※類型別の文化財，関連文化財群，歴史文化保存活用区域 

２）各保存活用（管理）計画の目的と策定者 

３）関連文化財群歴史文化保存活用区域の計画に定める事項 
４）その他保存活用（管理）計画に定めることが望ましい項目など 

５．関連文化財群に関する事項 
  

１）関連文化財群設定の方針及び 

考え方 

２）対象とする文化財の基準又は 
具体的例示 など 

６．歴史文化保存活用区域 
に関する事項 

 
１）区域設定の方針及び考え方 
２）対象区域の歴史文化の特徴 

と文化財の具体的例示 など 

８．文化財の保存・活用を推進するための体制整備の方針 
  

１）文化財の保存に必要な原材料や用具の確保 

２）保存・活用に関わる人材の育成 
３）地域住民やＮＰＯ法人，企業等民間団体との連携       など 

文化財調査の 
現状と課題の整理 

地域の歴史的背景・ 
自然環境・社会状況の把握

文化財施策の現状把握

文化財の周辺環境の 
現状把握 

関連する 
行政計画等の把握 

特徴と課題を把握 

３．文化財把握の方針 
 

１）類型ごとの文化財調査の現状と今後の方針 
２）総合的把握調査の対象となる文化財や評価基準 

３）総合的把握調査の手法 

４）文化財調査結果についての記録の管理方法 

４．文化財の保存・活用の基本的方針 
 

１）文化財の保存・活用の総括的方針 （指定と未指定の関係，テーマ別の保存・
活用，周辺環境との一体的保全，体制づくりに向けてなど） 

２）個別事項の方針 

分析

↑赤字は選択的事項 
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２．項目別解説 

２-１ 「歴史文化基本構想」策定の目的，行政上の位置付け 

（１）技術指針 
 

社会全体で文化財を適切に保存・活用するためには，住民に身近な行政を担う地 

方公共団体が，地域の歴史文化を踏まえて文化財を総合的に把握し，それらの保存 

・活用の方針として「歴史文化基本構想」を示す必要がある。こうした明確な方針 

を地域に示すことによって，歴史文化を生かした地域づくりの基本方針としても活 

用することができる。 

なお，ここでいう地域づくりとは，都市計画や景観計画等に基づいたまちづくり 

に関する施策だけではなく，文化財を支える技術や文化財に関わる人々の活動等も 

含め，幅広く捉えたものとする。 

また，地方公共団体が総合的に一貫性を持って，文化財の保存・活用，さらには 

歴史文化を生かしたまちづくりに取り組むためには，「歴史文化基本構想」を策定す 

る際に，地方公共団体が定める基本的な構想や他の行政計画等と整合性を図る必要 

がある。 

 

 

 

（２）解 説 
 

「歴史文化基本構想」は，地域に所在する文化財を総合的に保存・活用するための方針

を定めるものです。「歴史文化基本構想」に，各地方公共団体が指定等によって保護してき

た文化財にとどまらず，文化財が成立した環境や支える技術・人々の活動などまで幅広く

含めつつ，一体的に保存・活用の方針を定めることを意図しています。また，個々の文化

財の評価だけに限らず，地域の歴史文化の特徴を示すテーマやストーリーに基づき，文化

財を群として捉えて保存・活用の方針を定めることも，その一つといえます。【事例：佐渡

市】 

文化財を総合的に保存・活用するための方針を定めるためには，策定前の準備として，

文化財を支える背景や環境も含めた総合的な把握調査等が必要となります。事前に調査の

方針定め，計画的に調査を実施しないと調査だけに多大な時間と作業を費やすことになり

かねません。したがって，従来保護の対象としてきた文化財の保存・活用の取り組みを優

先的に検討し，総合的な文化財の保存・活用の方針としてまとめたものも，「歴史文化基本

構想」策定の第一歩といえます。まずは，文化財の類型別に保存・活用の方針を定めた「歴

史文化基本構想」を策定し，未調査分野の文化財調査や文化財を取り巻く周辺環境の把握

24
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について継続的に取り組むこともできます。【事例：大野城市】 

また，将来を見据えた保護の方針を示すためには，他の行政計画と整合性を図る必要が

あります。各地方公共団体においては，「歴史文化基本構想」の内容等に応じ，行政計画の

位置づけ等を明確にしておきましょう。「歴史文化基本構想」は，地方公共団体が地域の状

況に応じて定めるものですが，文化財政策として指針を示すためには，行政運営の総合的

な指針となる基本的な構想等に基づき定めることが望ましいといえます。【事例：高山市】

【事例：金沢市】 

また，文化財の保存・活用の方針は，歴史的風致維持向上計画で定めるべき，文化財の

保存・活用の方針の一部として活かすなど，他の行政計画の充実にもつながります。 

このように総合的に文化財の保護の方針を示すことは，文化財保護が地域づくりの施策

の一部を担っているということを示すことにもなります。 

 

 

 

 

 

 事例 ：策定の目的の設定例－１ 

平成 16 年（2004）に，10 の市町村が合併して誕生した佐渡市の場合，歴史文化基本構

想の策定の目的を以下のとおり定めて，モデル事業に取り組みました。 

 

「島内全域に分布する多種多様な歴史文化資源に関して，各々の関係性や周辺環境も含め

て総合的に把握し，それらを適切に保存・活用し，佐渡の歴史や風土の特性を踏まえた方

針のもと，長期的かつ計画的に保存・活用していくための基本構想を策定する。」 
 

「佐渡市歴史文化基本構想」（平成 23 年 3 月・佐渡市教育委員会） 

 

策定の目的をこのように記した背景には，①佐渡の文化の独自性や多様性とは，「豊かな

自然・生態系」「島外との交流・交易の歴史」「佐渡金銀山がもたらした繁栄」が相互に影

響し生み出された結果と考えられ，それを体現する歴史文化資源の実態把握が必要であっ

たこと，②世界遺産登録運動の推進で市民の関心が高まる中で，歴史文化資源の保存・活

用に関連する情報発信，市民団体の活動支援など，地域活性化に資する施策の充実を図る

必要性があったこと，③新たな「佐渡市」として，広域な市域全体を包括するような地域

特性を踏まえた文化財保護行政の総合的な指針づくりの必要性があったこと，の３つがあ

りました。 

 

 

 事例 ：策定の目的の設定例－２ 

大野城市及び大野城市教育委員会は，大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画策

定の目的について，以下のとおり記しています。 
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「１-１ 計画策定の目的 

大野城市には，「水城跡」や「大野城跡」をはじめとして数多くの文化財が残っています。

かけがえのない先人の遺産を，市民に知ってもらい，保存整備活用していくために，本計

画を策定します。 

これまで文化財は，行政が主体となり保存整備し，維持管理してきましたが，未発掘・

未調査のものもあり，市民に公開されているものは限られています。中には，伝承や工芸

など時間と共に消え去っていく可能性があるもの，また保存のために費用が確保できない

ことで十分な保存環境を整えることができないものも多くあります。 

そこで，市内にある未調査の文化財の把握，既存資料の情報整理をしていきます。そし

て，将来に向けて望ましい保存整備活用の方針を示し，まちづくりに活かしていきます。」 
 

「大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画」（平成 21 年６月・大野城市・大野城市教育委員会） 

 

この基本計画は，既に保護の対象としている文化財の情報整理と，文化財に対する市民

意向に基づき構成されたもので，文化財の保存整備活用の方針も文化財の類型に沿った内

容が中心です。しかし，未調査の文化財や拠点となる文化財施設に対する今後の方向性も

示しており，文化財の保存・活用の方針を定める「歴史文化基本構想」の策定事例の一つ

といえます。 

 

 

 事例 ：行政上の位置づけの設定例－１（総合計画への位置づけ） 

高山市では，高山市第七次総合計画におい

て，基本構想に掲げる都市像「やさしさと活

力にあふれるまち『飛騨高山』」を実現するた

め，「やさしさ」「すみよさ」「にぎわい」「ゆ

たかさ」など分野別に施策の基本方針と方向

性を示しています。現在は，高山市第七次総

合計画後期計画（計画期間：平成 22 年度から

26 年度まで）のもと，着実に施策を推進する

ために各種計画が作成されていますが，平成

21 年度に策定した「高山市歴史文化基本構想 

文化財保存活用計画」もその計画の一つとさ

れています。 

「高山市歴史文化基本構想 保存活用計

画」が関連計画として位置づけられた施策は，

文化に関する分野にとどまらず，景観に関す

る分野にも位置づけがなされていることが特

徴です。 

高山市第七次総合計画後期計画の体系図 

「高山市歴史文化基本構想 保存活用計画」は，

赤字で示した「景観」「文化」の施策に関連計画と

して位置づけられている。 
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 事例 ： 行政上の位置づけの設定例－２（関連する他計画との連携） 

金沢市は，歴史文化基本構想の趣旨を踏まえて，金沢市歴史遺産保存活用マスタープラ

ンを作成しています。 

金沢市は，策定の目的について，「歴史遺産保存活用マスタープランは，金沢市の個性を

示す都市の基本構造と歴史遺産の現状を把握し，それらの歴史的変遷と独自性・関連性に

基づき価値を明らかにし，その保存・活用のための方針と方策を示すことを目的とする。」

と記しています。そのうえで，金沢市歴史遺産保存活用マスタープランは，「金沢世界都市

構想」を実現するための各種計画の一つとして位置づけられ，「都市計画マスタープラン」，

「景観形成基本計画」及び「歴史的風致維持向上計画」など他分野の計画との整合を図っ

て関連性を保ち，金沢市の歴史遺産の保存・活用に関する総合的な指針としての役割を担

うもの，と定めています。 

 

 

 
「金沢市歴史遺産保存活用マスタープラン」（平成 21 年３月・金沢市）

図 1-2 歴史遺産保存活用マスタープランの位置付け 
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２-２ 地域の歴史文化の特徴 

（１）技術指針 
 

「歴史文化基本構想」の策定に当たっては，地域の文化財をその周辺環境も含 

めて総合的に把握した上で，地域の歴史文化の特徴を適切に捉え，「歴史文化基本 

構想」にその特徴を明確にする必要がある。 

ここでいう歴史文化とは，文化財とそれに関わる様々な要素とが一体となった 

ものである。文化財に関わる様々な要素とは，文化財が置かれている自然環境や 

周囲の景観，文化財を支える人々の活動に加え，文化財を維持・継承するための 

技術，文化財に関する歴史資料や伝承等であり，本技術指針でいう文化財の周辺 

環境のことである。 

地域の特徴を示す歴史文化に基づき，多様な文化財を群として一体的に捉える 

ことにより，文化財の持つ新たな価値を明らかにできるようになる。さらに，自 

らの住む地域の歴史文化との関わりとともに，文化財を捉えることによって，人 

々が文化財をより身近に感じられるようになる。その結果，社会全体で文化財を 

支える気運が高まることにつながる。 

 

 

（２）解 説 
 

一般的に，「文化財」というと専門家や有識者によって評価されて，国や地方公共団体に

より保護されたものと，限定して捉えられがちですが，本来は指定，未指定に限らず文化

的所産の全てを対象としたものです。このような視点から，「歴史文化基本構想」を策定す

る際には，あらかじめ地域の文化財が，「何が」「どのように」存在しているのか把握する

ための，総合的な調査を実施することが望まれます。 

ここでいう総合的な調査とは，地域の人々が大切に思うもの，地域の文化にとって重要

な意味を持つものなど，文化財の類型毎の基準にとらわれることなく，あらかじめ地域の

歴史や文化の特徴を踏まえて，地域の文化財の把握に取り組むことが重要です。さらに，

文化財が所在する自然環境や周囲の環境，文化財を支える人々の活動に加え，文化財を継

承していくために必要な維持・継承するための技術，文化財に関する歴史資料や伝承等，

文化財の周辺環境を含めて広く把握することが必要となります。 

総合的な調査を通じて，地域の歴史や文化を特徴づけるテーマやストーリーを明確にす

ることにより，地域の人々の理解を広く得ることができ，文化財が地域にとってかけがえ

のないものであるという認識が深まり，社会全体で保護する機運につながるでしょう。【事

例：加賀市】 

また，地域の歴史文化を特徴づけるテーマやストーリーから，独自の文化財の抽出基準

や分類方法を定めることも可能です。【事例：奄美市】 
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 事例 ：総合的な調査の結果に基づき歴史文化のテーマを設定した例（加賀市） 

加賀市では，歴史文化の特徴を適切に捉えるための総合的な調査として，市域における

多様な歴史的事象や交通・産業の移り変わり，現在に継承される伝統文化の起源等を把握

し，相互関係を確認しながら体系的に整理を行いました。その際に，幕末期の江沼郡の神

社，仏閣，史跡，産物，山川など詳細に記録した地誌『加賀江沼志稿』は，重要な手がか

りとして大いに活用されました。総合的調査の一環としてまとめられた「歴史文化資産の

台帳リスト」は，「平成版 加賀江沼志稿」と呼びうる成果です。 

この総合的な調査によって導き出された加賀市の歴史文化の特性は，８項目にまとめる

ことができました。 

 

①古代における「江渟国
え ぬ の く に

」の成立 

②白山信仰と浄土真宗により特徴付けられる信仰の固有性 

③在地勢力・民衆勢力の躍動する中世 

④流通往来における日本海の役割の大きさ 

⑤大聖寺藩制により形成された地域の骨格と伝統文化の継承 

⑥温泉の恵みにより育まれた歴史と文化 

⑦「ものづくり」の多様性と技術の高さ 

⑧流域の自然に育まれた生活文化の多様性 

「加賀市歴史文化基本構想」（平成 23 年 3 月・加賀市） 

 

また，歴史文化資産の総合的な保存・活用の考え方として，「加賀市らしさ」を物語る歴

史文化のテーマ設定にも反映されました。 
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 事例 ：地域固有の文化財の分類を定めた例（宇検村・伊仙町・奄美市） 

宇検村・伊仙町・奄美市によるモデル事業においては，既存の文化財の類型にとらわれ

ることなく奄美群島固有の文化的特徴を反映した，歴史文化資源の分類整理が行われまし

た。歴史文化基本構想においては，奄美群島固有の歴史文化資源は，広義の文化財である

として「市町村遺産」と表現し，その抽出基準と分類方法を独自に定めています。なお，

この分類方法は，奄美固有の歴史文化資源が抜け落ちないよう配慮されていますが，今後

の調査状況に応じた見直しも考えられています。 

 

 

 

 

「宇検村・伊仙町・奄美市による歴史文化基本構想」（平成 23 年３月・宇検村・伊仙町・奄美市） 
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２-３ 文化財把握の方針 

（１）技術指針 
 

「歴史文化基本構想」の策定に先立ち，既に実施してきた文化財調査の現状とそ 

の課題を整理し，充実を図るべき文化財の類型や分野，補足すべき項目等を整理す 

る必要がある。さらに，地域の文化財の特性に応じて，既往の文化財の類型に捉わ 

れず多角的な視点から見直すことや，有形・無形，指定・未指定にかかわらず，総 

合的に把握することが必要である。 

そのため，あらかじめ類型ごとの文化財調査の現状と今後の方針を明らかにした 

上で，こうした総合的な把握調査の対象となる文化財や評価の基準，調査手法，記 

録の管理方法等の方針について定めることが必要である。 

 

 

（２）解 説  
 

「歴史文化基本構想」には，文化財調査として重点的に取り組む対象やテーマの設定，

調査方法等を定めた，文化財把握の方針を定めることが必要です。 

文化財把握の方針を定めるために，まずは，文化財調査の現状を理解しておく必要があ

りますが，大きく分けて，従来取り組んできた各種文化財調査と，従来の文化財の類型に

とらわれない地域独自の歴史文化に即した調査の，２つの進め方が考えられます。 

従来取り組んできた類型別の文化財調査では，多様な事例を取り挙げることが考えられ

ますが，それらが地域の文化財を網羅的に把握しているとは限りません。したがって，こ

れまでの文化財調査がどのような文化財の分野を対象としてきたか，どのような視点から

調査を実施したか等，調査履歴を整理しておくことが重要です。さらには，文化財の現状

（毀損や滅失の可能性など等）を把握し，今後文化財に影響を及ぼす課題の有無等も確認

しておきましょう。【イメージ：文化財調査履歴の把握】 

もうひとつの地域独自の歴史文化に即した調査とは，地域の歴史文化の特徴を示すテー

マやストーリーを定め，そのテーマやストーリーに基づき既存の文化財の類型にかかわら

ず横断的に捉える方法です。例えば，市史編さんの取組や郷土史家による研究など，地域

における歴史研究・地域史研究の蓄積を把握しておくことで，具体的な取組方法を検討す

る手がかりとなる場合があります。（学術的調査ではありませんが，地域の人々による調査

も考えられます。【事例：津和野町】 

文化財把握の現状を整理することで，調査未実施の分野（文化財保護の偏りの是正）や，

消滅が進んで由来がわからなくなりつつある文化財など，緊急性や優先度が分かり，文化

財保護が直面する課題が明らかになります。さらに，地域の歴史文化のテーマやストーリ

ーの実態を把握するための，文化財調査の対象範囲（総合的把握の方向性）も見えてきま

す【事例：南城市】【事例：小浜市・若狭町】。 
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 イメージ ：既往の文化財調査履歴の把握 
 

１）○○県近代化遺産（建造物等）総合調査 

実施年度 ：平成○年～平成○年 

対 象 ：○○県内の近代化遺産 

現状課題 ：調査経過後○年経過しており，現状がかなり変容している 

 （取り壊されている）可能性あり。 

           ：市内調査が十分に行われていない。 

２）天然記念物緊急調査 

実施年度 ：平成○年～平成○年 

対 象 ：○○市内における△△の分布調査 

現状課題 ：△△の生態調査が実施されていない。 

           旧○○町については実施されていない。 
 ・ 

 ・ 

 ・ 
 

 事例 ：歴史文化基本構想の策定とあわせて実施した文化財基礎調査（津和野町） 

津和野町では，歴史文化基本構想の策定に伴い，住民や専門家等の協力と参加を得なが

ら，以下の７つの手法によって文化財の総合的な調査を実施しました。 

【手法１】 町の担当者による基礎情報のデータ化…全類型 

【手法２】 文化財（文化的な“資源・宝”）に関するアンケート調査…全類型 

【手法３】 地元調査員による所在確認と調査カード作成…全類型 

【手法４】 全公民館でのワークショップと補足聞き取り…全類型 

【手法５】 町担当者による確認調査・実測調査…史跡，記念物，埋蔵，文化的景観 

【手法６】 専門家による確認調査・実測調査…建造物，伝建地区，記念物，民俗関係 

【手法７】 専門家・業者による悉皆調査・測量調査…建築（社寺悉皆，登録有形など） 

このうち，住民自らが調査に関わることによって，地域の特性を見出すために行われた

のが，地元調査員を中心とした手法３と手法４の調査です。手法３では，旧村単位に配置

した地元調査員による所在調査結果をもとに調査カードを作成，その後の手法４である全

公民館でのワークショップに引き継がれました。 

 

 
 

津和野町歴史文化基本構想・保存・活用計画書（平成 23 年３月・津和野町教育委員会） 
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 事例 ：歴史文化基本構想の策定とあわせて実施した文化財基礎調査（南城市） 

南城市はモデル事業の実施期間中，文化財の基礎調査を行いました。基礎調査は，市内

の様々な文化遺産を拾い上げることを目的として，市内全体を対象とする調査と，地区を

限定した悉皆的調査に分けて行われました。また基礎調査によって，①リストおよびマッ

プの作成，②悉皆調査実施地区の情報のカルテ化，③南城市文化遺産データベースの一元

的整理が行われました。 

基礎調査に取り組むことによって，南城市独自の文化遺産の分類が行われ，未指定文化

財の件数を指定文化財と併せて把握することができました。さらに，南城市は合併前の旧

町村が調査した台帳の統一化という課題にも対処できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 文化財の基礎調査の概要 

 
「南城市歴史文化基本構想・保存・活用計画」（平成 23 年３月・南城市教育委員会） 

 

基礎調査の対象 
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 事例 ：計画対象となる文化財の設定例（小浜市・若狭町） 

「小浜市・若狭町歴史文化基本構想」では，広義の文化財としての地域資源の状況を戦

略的・永続的に調査する必要性が高いこと，また，文化財そのものとして取り扱う事例と

文化財の背景（周辺環境）として捉えて他の計画（景観計画等）で検討すべき事例とを峻

別する必要があることから，膨大な地域資源を「自然景観」「人文景観」「食文化」「人物」

「伝統産業」に分けて該当する地域資源のリスト化を進め，その中から文化財として取り

扱う対象を抽出していく方針を定めています。 

さらには，文化財の保存・活用に必要な団体や施設等の把握も，総合的調査に含まれて

おり，文化財を支えるものと位置づけています。 

 

  

「小浜市・若狭町歴史文化基本構想」（平成 23 年３月・小浜市・若狭町） 
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２-４ 文化財の保存・活用の基本的方針 

（１）技術指針 
 

これまで指定等により保護してきた文化財の保存・活用の基本的な方針を整理し 

て，「歴史文化基本構想」に定めた上で，その周辺環境を含めた一体的な保存・活 

用の方針を定めることが必要である。また，総合的に保存・活用することが望まし 

いとされる関連文化財群を設定する際には，その保存・活用の基本的方針を定める 

ことが必要である。 

文化財の保存・活用の方針の策定に当たっては，文化財の価値を維持・継承する 

こと，すなわち保存の方針を明確にした上で，この方針を踏まえた活用の在り方を 

定めることを基本的な考え方とする。 

 

 

 

（２）解 説  
 

文化財保護を総合的に推進するために，文化財の保存・活用に関する今後の方針を定め

ます。 

なお，文化財の「保存」とは，現状を変えることなく維持することと捉えられますが，

使い続けることにより文化財の価値の維持や継承につながる場合もあり，こうした取組も

文化財の「保存」といえます。一方，「活用」とは，文化財の価値やその魅力を多くの人々

に伝え，広く社会に理解をしてもらうことです。例えば，劇場を劇場として使い続けるこ

となど，本来の機能や用途を維持すること自体は，保存のみならず活用していることにな

ります。また，文化財の公開は，文化財を身近に感じるために有効な活用方法といえます

が，文化財の特性から公開できない場合は，写真や模写，模型，解説文等様々な媒体を利

用して，文化財の持つ価値を伝える取り組みが考えられます。様々な活用方策を考えるこ

とは重要ですが，活用だけを考えて，文化財の持つ価値を損なうようなことは避けねばな

りません。 

文化財の「保存」と「活用」は，明確に分かちがたいものです。どちらか一方に偏った

取り組みにならないよう，保存と活用を一体的に捉えた方針づくりが重要です。【事例：高

岡市】 
 

※個別方針への言及を重視？ or 施策上体系的・一貫性をもった方針を導き出す（総括的方針）方が重視？ 

関連文化財群を設定する場合は，まずどのような基準で関連文化財群を捉えるのかとい

う考え方も含めて，保存・活用の基本的な方針として定めておきましょう。 

関連文化財群とは，テーマやストーリーの設定などによって様々な捉え方があります。

今後の関連文化財群の充実を図るためにも，現時点での考え方，対象となる文化財の基準

等を定め，将来充実することを前提として定めておきましょう。 
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関連文化財群の保存・活用の基本的な方針とは，個々の文化財に限定されることなく一

体的に捉えることが重要です。例えば，関連文化財群全体として捉えた場合，既に失われ

ている一つの文化財を復元することも保存・活用に寄与するといえます。この場合は，誤

解が生じないように，厳密な学術的な調査研究に基づいて行うよう十分留意しましょう。 

さらに，関連文化財群の活用とは，個々の文化財だけではなく群としての価値や魅力を

社会に示すこととして捉えれば，全体としての繋がりを明確に示すための復元・整備，ル

ートマップの作成，案内表示等を整備することなどが考えられます。 

 

※関連文化財群の方針は，２－５の項目との書き分け方を確認の 

 事例 ：総括的方針と個別方針の設定（高岡市） 

「高岡市歴史文化基本構想」では，文化財の「保存」と「活用」が相互に関係を保ちつ

つ推進する仕組みづくりにある，という基本的な考え方のもと，文化財の総括的方針と個

別方針を定めています。 

総括的方針には，文化財の多くが，現在の高岡市の基幹産業・ものづくり文化に通じる

地域性を伝える「宝」であるとして，「郷土教育の推進」，「ものづくり文化の洗練」，「市民

意識の向上」の３項目を設定しています。 

また，個別方針は，従来どおり個々に取り扱う文化財と関連文化財群の２つに分けたう

えで，それぞれの保存・活用の方針を示しています。なお，個々の文化財を対象とする保

存・活用の方針は，「高岡市歴史的風致維持向上計画」の記載と調整を図り，項目・内容は

共通のものとなっています。 

 

○総括的な方針の設定例 
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○個別事項の方針例（項目のみ記載）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「高岡市歴史文化基本構想」平成 23 年３月 

２．文化財の保存・活用方針 

２-１ 調査・研究の充実 

○調査・研究の推進 

○調査・研究成果のアーカイブ機能の充実 

２-２ 文化財の適切な保存管理 

○文化財指定の推進 

○保存管理計画の策定の推進 

○関連文化財群の運用 

○文化財の防災・防犯対策の徹底 

○伝統技術の継承と記録 

２-３ 文化財の本質的価値に基づく保存手

法・修復技術の適用 

  ○修復事例の検証と修復技術の向上 

  ○文化財の記録と材料の確保 

２-４ 整備・活用事業の実施 

○文化財の公開 

○整備事業の推進 

○歴史・文化施設の機能整備 

○文化観光への活用 

２-５ 文化財と周辺環境の一体的な保全 

  ○良好な景観形成を目指した関連施策との

連携 

  ○文化財を活かした周辺整備 

  ○デザインの質の向上 

２-６ 郷土教育と人材育成の継続 

  ○伝統技能者の育成 

○学習機会の提供と充実 

○顕彰制度の導入 

２-７ 活動支援と連携体制の整備 

  ○市民参加の拡大と活動支援の充実 

○関連文化財運営協議会の設置 

２-８ 情報の発信 

  ○データベースの構築 

  ○情報発信と拠点づくり 
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２-５ 関連文化財群の考え方 

（１）技術指針  
 

関連する複数の文化財を，関連文化財群として捉え，一体的に保存・活用してい 

くことは，文化財の魅力を高めるとともに，魅力的な形でかつ分かりやすく価値を 

伝えていくための効果的な方策の一つである。 

関連文化財群とは，有形・無形，指定・未指定にかかわらず様々な文化財を歴史 

的・地域的関連性に基づき一定のまとまりとして捉えたものであるが，どのような 

観点からまとめるのか，あるいはどのような文化財を対象にするかにより，多様な 

捉え方が考えられる。 

そのため，関連文化財群を設定する場合には，各地方公共団体の実情に応じて， 

その捉え方，対象となる文化財の基準等についての考え方を明確にすることが必要 

である。 

なお，これまでにも伝統的建造物群や史跡における古墳群や名勝における庭園群 

等，同じ類型の文化財を群として保護してきたものもあるが，関連文化財群につい 

ては，類型を越えた群の設定も想定している。 

 

 

（２）解 説  
 

文化財保護法では，「文化財」は６つの種別に分けて定義されています。これは，文化財

の価値を評価するという観点から，又はそれらを適切に保護するために分類されているも

のです。しかし，本来文化財とは，文化財単体で成立し，価値を形成しているものではな

く，他の要素と密接な関係を持ちながら形成し，継承されてきたものです。 

これまで文化財は種別ごとに保護されてきたために，次第に文化財に関係のある様々な

要素が見落とされてしまいがちです。文化財本来の価値を適切に保存するためには，文化

財を単体として捉えるだけではなく，歴史的・地域的関連性（ストーリー）に関連する文

化財を群として捉えることが重要であり，この結果が文化財の理解を深めることにもつな

がります。さらに，文化財を一つの種別として捉えるだけではなく，地域の歴史的，地域

的関連性を示すストーリーに欠かせないモノとして捉えることは，国民に分かりやすく伝

えることにもなります【事例：奄美市】。さらに，様々なストーリーから文化財を捉えるこ

とによって，文化財の持つ多様な価値を明らかにすることにもなります。 

さらに，文化財をストーリーに基づき捉えることは，有形・無形に関わらず文化財を捉

えることにもなります。 

歴史的・地域的関連性（ストーリー）は，様々な側面から捉えることが可能であり，今

後増えていくことも考えられます。また，ストーリーを設定する際は，地域の歴史的な関
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連性に基づくものだけではなく【事例：日南市】，活用の観点からストーリーを設定するこ

となども考えられます【事例：尾道市】。このようにストーリーの捉え方，考え方は多様に

あります。 

また，関連文化財群とは，ストーリーに基づく文化財だけではなく，文化財を保存・活

用していくために欠かせない要素を含んだものも考えることができるでしょう。例えば，

庭園やそれらを維持する職人の技術なども，関連文化財群として捉えることができます。

さらに，地域の祭礼やそれらを支えるコミュニティなども，文化財とそれを支える地域コ

ミュニティとして一体で捉えるということも必要です。 

このため，関連文化財群は，地域ごとに捉え方が異なることが想定されることから，歴

史文化基本構想には，どのような歴史的・地域的関連性を持つものを関連文化財群として

捉えるのか，関連文化財群を構成する文化財の基準等を定めましょう。 

歴史文化基本構想に，関連文化財群の捉え方を示すことによって，国民等からの自発的

な取り組みを促すことにつながります。さらに，適宜，見直しをする際の参考にもなりま

す。 

なお，これまで名勝庭園や古墳を群として一括に指定して，保護してきましたが，これ

らも狭義には関連文化財群として捉えることができます。しかし，文化財の種別を横断的

に捉え，多様な種別の文化財を包括的に捉えてみましょう。 

 

※関連文化財群の定義（概念）と効果   →新たに提唱された「概念」 

※関連文化財群設定の方針及び考え方   →多様性がある 

※対象とする文化財の基準又は具体的例示 →多様なパターンがあることを見せる 

 

 

 事例 ：奄美遺産（関連文化財群）の抽出とストーリー（宇検村・伊仙町・奄美市） 

「宇検村・伊仙町・奄美市による歴史文化基本構想」では，関連文化財群を「奄美遺産」

とし，奄美遺産の基準を 

１）島民にとって「大切なもの」「親しまれてきたもの」「敬われてきたもの」「将来に引

き続いていきたいもの」「守り伝え残したいもの」 

２）一定の時間にわたって「受け継がれてきたもの」（例えば「２世代以上受け継がれて

きたもの」「50 年以上経過するもの」等） 

として定めています。 

モデル事業においては，奄美遺産を一般市民等に分かりやすく伝えるため，奄美の固有

性・普遍性等を特徴づける「歴史遺産」「生活遺産」「集落遺産」という観点から，それぞ

れストーリーを設定しました。これらのストーリーを構成する重要な遺産が，奄美遺産（関

連文化財群）を構成することになっています。 
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「宇検村・伊仙町・奄美市による歴史文化基本構想」（平成 23 年３月・宇検村・伊仙町・奄美市） 
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 事例 ：関連文化財群のストーリー（日南市） 

「日南市歴史文化基本構想」では，日南市の歴史的・地域的特性を，海と山の対比で表

現すると明確になることから，歴史文化保存活用に関する統一テーマを『「山の道と海の道」

海幸・山幸物語～つながり伝える文化財まちづくり』と設定しています。 

関連文化財群については，ストーリー性があること，歴史的な共通項があること，地域

の歴史や文化，伝統をよく表していること，地区住民が誇りに思うこと，という条件に適

合する文化遺産のまとまりを検討し，８つのストーリーが抽出されました。関連文化財群

の説明は，ストーリーと主な文化遺産を紹介するとともに，文化遺産相互の関係性を示す

概念図で示しています。その事例の一つが，以下の「鵜戸山信仰と日向神話～地域の信仰

と伝承関連文化財～」です。 
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■「鵜戸山信仰と日向神話」関連文化財群一覧（主な文化遺産） 
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■「鵜戸山信仰と日向神話」の概念図 

 
「日南市歴史文化基本構想」平成 23 年３月
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 事例 ：関連文化財群（大テーマと小テーマ）の設定（尾道市） 

「尾道市歴史文化基本構想」では，尾道市の文化財の特性を６項目（「港町」「海（海道）」

「街道」「近代化遺産」「民俗芸能」「生活文化」）挙げており，その６つの特性を関連文化

財群として定めています。ただし，このテーマ設定は尾道市の特性をまとめるものとして

有効である一方，文化財総合的把握調査で得られた詳細なデータを反映させつつ具体的な

保存・活用を考える上では，大きすぎることから，テーマの細分化を行っています。した

がって，「関連文化財群」は大テーマとし，その中に設定した小テーマを「小関連文化財群」

としています。 

 

「尾道市歴史文化基本構想」平成 23 年３月 
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２-６ 歴史文化保存活用区域の考え方 

（１）技術指針 
 

歴史文化保存活用区域とは，不動産である文化財や有形の文化財だけではなく， 

無形の文化財も含めて文化財が特定地域に集中している場合に，文化財と一体となっ 

て価値を形成する周辺環境も含め，当該文化財（群）を核として文化的な空間を創 

出するための計画区域として定めることが望ましい区域である。 

しかし，対象とする文化財や周辺環境の捉え方などにより，様々な区域を設定す 

ることができる。 

そのため，歴史文化保存活用区域を設定する場合には，その目的，区域を設定す 

るための要件等，地方公共団体の実態や文化財の特性に応じて，これらの考え方を 

明確にすることが必要である。 

 

 

（２）解 説 
 

歴史文化保存活用区域とは，文化財保護のために規制する区域ではなく，文化的な空間

を創出している，或いは創出するための区域として捉えることが重要です。 

そのため，文化財が集中する地域【事例：盛岡市】，核となる文化財とその周辺の一体的

に保存整備することが望まれる地域，文化的な空間を創出するために一体的に捉えること

が望まれる地域などが考えられます。【事例：高岡市】 

歴史的・地域的関連性に基づき一体的に捉えるべき区域を，あらかじめ定めることによ

って，都市計画や景観計画といった土地利用規制を見直す際の，基本的な情報となり，歴

史文化を活かしたまちづくりを進めることが可能になります。 

 

 

 

※歴史文化保存・活用区域の定義（概念）と効果 

※区域設定の方針及び考え方 

※対象区域の歴史・文化の特徴と文化財の具体的例示 
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 事例 ：歴史文化保存活用区域の設定方針（盛岡市）

盛岡市歴史文化基本構想では，歴史文化保存活用区域を現在の中心市街地を対象に設定

しています。盛岡市の中心市街地は３つの関連文化財群（「盛岡城と城下町」・「県都盛岡の

発展」・「商家と街道筋のくらし」）が重なる文化財の集積度が高い地域であるとともに，盛

岡城を中心とした求心的な構造をもち，舟運の歴史を伝える北上川や中津川では送り盆の

行事の舟っこ流しが行われています。 

中心市街地には，歴史的な景観形成を計画している区域が含まれ，今後盛岡城跡を中心

に魅力ある街づくりの計画の策定を進める地域でもあることから，先行する市の諸計画と

連携しながら，文化財を今後の街づくりに生かし，守り育てるために歴史文化保存活用区

域を設定するものです。 

 

盛岡市歴史文化基本構想・平成 23 年３月 
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 事例 ：歴史文化保存活用区域の設定方針（高岡市）

高岡市歴史文化基本構想では，高岡市特有のストーリーを持つ関連文化財群や指定文化

財が集積している区域を「歴史文化保存活用区域」として設定し，市特有の歴史や文化・

多様な文化財を一体的

に包含する空間として，

様々な政策や事業を通

じて戦略的に守り育て

ていく区域に位置付け

ています。 

この区域設定の考え

方に基づき，４つの歴

史文化保存活用区域が

設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

高岡市歴史文化基本構想 平成 23 年３月 
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２-７ 保存活用（管理）計画の考え方 

（１）技術指針  
 

保存活用（管理）計画とは，実際に文化財を総合的に保存・活用するために必要 

とされる詳細な計画であり，「歴史文化基本構想」とは別に作成するものである。 

そのため，保存活用（管理）計画を作成する際には，地方公共団体の文化財保護 

施策の基本となる「歴史文化基本構想」において，対象となる文化財（群），保存 

活用（管理）計画を作成する者，文化財（群）とその周辺環境の整備の方針，その 

他の保存活用（管理）計画に定めることが望ましい項目等について考え方を明確に 

することが必要である。この考え方に基づき，保存活用（管理）計画を策定するこ 

ととする。 

 

 
（２）解 説  

 

保存活用（管理）計画とは，具体的に文化財を総合的に保存・活用するために，「３．４．

文化財の保存・活用の基本的方針」に基づき，文化財（群）毎または歴史文化保存活用区

域毎に定める計画を想定しています。 

特に，関連文化財群を設定する場合には，個々の文化財の関連性を明確に示し，それら

を一体として保存・活用するための計画の策定が望まれます。また，歴史文化保存活用区

域を定める場合も，地域を一体的に保存・活用するための計画を策定することが望まれま

す。さらに個別の文化財とそれに関わる文化財とを一体として保存・活用する場合も狭義

の関連文化財群として捉え，保存・活用のための計画の策定が望まれます。【事例：南城市】 

しかし，それぞれ文化財の所有者，実際に管理する人や組織，さらには活用する人や組

織など保存活用する文化財ごとに異なります。そのため，どのような文化財（群）に対し

て保存活用（管理）計画を策定するか，その計画策定者とは誰か，或いはどのような体制

において策定するのか，又はそれぞれの計画策定の趣旨等の考え方は様々です。 

そこで，歴史文化基本構想には，対象となる文化財，策定する者や組織等，策定主体が

誰か，文化財の保存・管理の方針や整備・活用の方針，体制整備の方針，具体的な事業計

画など，定めるべき項目を明らかにしておきましょう。 

なお，保存活用（管理）計画に，具体的な事業計画を定める場合は，都市計画や景観計

画等，関連する他の計画と整合性を図っておくことが重要であることから，策定の体制に

ついても，できる限り歴史文化基本構想に方針を定めておきましょう。 

各市町村は，歴史文化基本構想に定める方針に基づき，それぞれの文化財（群）の保存

活用（管理）計画をそれぞれ策定していくことになります。 

保存活用（管理）計画の名称は，その内容に応じて保存活用計画或いは保存管理計画，

或いは独自に定めることも可能です。 
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なお，これまで，文化財である建造物については，所有者による主体的な活用の推進を

目的とした保存活用計画の策定が進められています。また，史跡名勝天然記念物について

も保存管理計画を策定し，現状変更の規制の考え方等，保存管理の考え方がまとめられて

います。これらの計画も保存活用（管理）計画とみなし，文化財を総合的に保存・活用す

るために積極的に策定することが望ましいといえます。 

 

 

 

 

 

 事例 ：歴史文化保存活用区域プランの提示（南城市） 

南城市歴史文化基本構想では，歴史文化保存活用区域を，南城市が文化財行政を改善し

ていくためのモデルとして事業を進めていく区域と位置づけ，関連文化財群の分布が集中

する区域を対象に，13 件の歴史文化保存活用区域を設定しました。 

また，区域ごとに基本的な方向性（歴史文化保存活用区域プラン）をそれぞれ示してい

ます。歴史文化保存活用区域プランには，区域内の現状を整理しています。ア）区域内の

歴史文化資源の特徴，イ）都市計画等の指定状況，ウ）文化遺産に関連する計画等，エ）

拠点施設・主なイベント・関連団体等，オ）文化遺産保存・活用の課題，の５項目です。

そして，保存・活用の方針は，区域の基本的な方向性とともに，文化財や周辺環境，人材

育成等に関連する個別の方針を示しています。その事例の一つが，以下の「佐敷上グスク・

場天御嶽周辺保存・活用区域プラン」です。 

なお，南城市は，歴史文化基本構想と併せて保存活用計画も定めており，そこでは歴史

文化保存活用区域ごとの方針を踏まえ，主要な文化遺産の具体的な保存活用計画や関係者

の役割分担，開発規制の手法なども示しています。 
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■佐敷上グスク・場天御嶽周辺保存活用区域プラン 
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■区域構想図（佐敷上グスク・場天御嶽周辺保存活用区域プラン） 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
南城市歴史文化基本構想・保存活用計画 平成 23 年 3 月 
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２-８ 文化財の保存・活用を推進するための体制整備の方針 

（１）技術指針  
 

「歴史文化基本構想」は，地方公共団体が策定することを基本とするが，地域の 

人々がその大切さに気付き，地域社会の中で保存・活用されていくことが本来の姿 

であることから，地域社会の連携・協力体制が不可欠である。さらに，文化財を継 

承していくためには，その保存のために欠くことのできない技術や技能の継承も併 

せて検討することが必要であり，保存のために必要な材料の確保や伝承者等の育成 

等も考慮した体制整備が必要である。 

そのため，文化財の保存に必要な原材料や用具の確保，人材の育成，地域住民や 

ＮＰＯ法人，企業等民間団体との連携の仕組み等を検討し，それぞれの組織の役割 

や連携の在り方等を明らかにし，これら方針を定めることが必要である。 

 

 

（２）解 説  
 文化財の保存・活用を推進するための体制整備について, 文化財担当課として，果た

すべき役割について記述している事例を紹介します。 

 

 事例 ：文化財の保存・活用に関わる人材（地域学芸員）の育成（三島町） 

三島町歴史文化基本構想では，文化財の保存・継承・活用の担い手として，①主たる担

い手となる地域住民，②専門家，③交流者（三島の暮らしや文化などに興味関心を持ち，

この地域の人々とともに自分の生き方や暮らし方を考える人や団体），④地域学芸員，⑤担

い手の仕組みを支える行政，によって成り立つものと定めています。 

奥会津地方の三島町が誇るべき文化財や暮らしの文化を支えてきたのは，小さな集落を

単位とした住民の日々の営みです。今後も地域住民が文化財の保存・活用の担い手である

こと自体は変わりませんが，人口減

少と高齢化が進んでおり，地域住民

の主体性とその精神性を守りつつも

交流者の参加を積極的に受け入れる

取り組みが必要です。そのため，地

域の歴史文化に関する知識を学びな

がら地域住民や専門家，交流者の役

割を有機的に結びつけ活動を継続さ

せていく「地域学芸員」の育成が必

要であるとし，具体的な育成事業が

計画されています。 

 
文化財保存・継承・活用の担い手「三島町歴史文化基本構想」
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 事例 ：文化財の保存・活用の体制づくりと担い手の育成（尾道市） その１ 

尾道市歴史文化基本構想では，尾道市における文化財の保存・活用に関する取組方向と

して，下図の通り（1）～（6）の項目を掲げています。このうち，体制整備に関する項目

（（2）文化財の保存・活用の体制づくりと担い手の育成）には，従来の文化財保護行政の

枠組みを超える体制づくりの必要性と取組の方向性が示されています。具体的には，普及

啓発や学習機会の提供，尾道市文化財保護委員会の活用，民俗芸能の継承者や文化財愛護

少年団など担い手の育成に取り組むとともに，本構想に提示された（仮称）尾道市歴史文

化資源市民登録制度を通じて市民参加による体制づくりを確立しようとするものです。 

 

 

「尾道市歴史文化基本構想」平成 23 年３月 
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 事例 ：推進協議会を核とした市民参加による事業推進体制（尾道市） その２ 

尾道市歴史文化基本構想では，従来の文化財保護行政の枠を超える文化財の保存・活用

の体制整備のために，（仮称）尾道市歴史文化資源市民登録制度を創設し，市民の視点で歴

史文化資源を再発見し，情報の提供と発信を行うことにより，市民参加で守り生かしてい

くことを目指しています。その制度に関わる推進組織として，（仮称）尾道市歴史文化資源

保存・活用推進協議会（以下「推進協議会」という。）の設立を目指しています。推進協議

会は，登録制度の審査や運営に関わるとともに，文化財に関する様々な事業の企画や助言，

情報交換等を行い，市民参加による文化財保存・活用を推進する役割を担うものとしてい

ます。 

 

 
 

尾道市歴史文化基本構想 平成 23 年３月 
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 参考 ：「ふるさと文化財の森システム推進事業」（文化庁） 

 国宝や重要文化財などの文化財建造物を修理し，後世に伝えていくためには，木材や檜

皮，茅，漆などの資材の確保と，これらの資材に関する技能者を育成することが必要です。

このため，文化庁では，文化財建造物の保存に必要な資材の供給林及び研修林となる「ふ

るさと文化財の森」の設定，資材採取等の研修，普及啓発事業を行う「ふるさと文化財の

森システム推進事業」を実施しています。 
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第第３３章章  「「歴歴史史文文化化基基本本構構想想」」のの策策定定・・運運用用  

ににああたたっっててのの留留意意点点  
 

            文文化化財財のの保保存存・・活活用用とと関関連連のの深深いい制制度度やや  

施施策策、、体体制制づづくくりりをを説説明明ししまますす。。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章では、歴史文化基本構想の策定時、あるいは策定後の運用に際し、文化財の保存・

活用と関連の深い制度や施策との連携に関する留意事項を述べる。 
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１．文化財に関わる他の制度・施策を所管する部局との連携 
（１）技術指針 

 

歴史文化を生かした地域づくりを推進するためには、文化財の保護に関する制 

度・施策と文化財に関わる他の制度・施策とを一貫性をもって実施することが重 

要である。そのため、適宜、文化財保護に関わる他の制度・施策を所管する部局 

と、情報共有を図る必要がある。例えば、不動産である文化財の周辺環境に大き 

く影響する都市計画や景観行政、博物館等を所管する社会教育行政、文化財に対 

する理解増進に資する学校教育や生涯学習行政、文化財に関する産業振興行政、 

文化財を生かした観光振興行政等との連携が想定される。 

 

 

（２）解 説 
 

歴史文化基本構想において長期的な視野で示す指針のもと,具体的な計画へと移行して

いくためには,文化財保護行政を担当する部署だけで実現できるものではなく,個々の文化

財保護施策への理解や,文化財保護に関連する施策や周辺環境の保全施策を担当する部署

との連携・協力を得ることが重要です。したがって,歴史文化基本構想は,地域の歴史文化

に裏付けされた,文化財保護に関する目標や施策の方向性を明確に伝える指針として,多く

の関係者と情報共有していくことが必要です。【表：他の施策との連携の考え方等一覧】 
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表：他の施策との連携の考え方等一覧 

関連する施策の分野 制度主旨／文化財保護との関係／事例紹介等 

社会教育分野 ・博物館等は,有形文化財の保存管理や文化財の情報発信などを

担う組織として,文化財の保存・活用を推進するための重要な

役割を担います。 

学校教育・生涯学習分

野 
・地域の歴史文化の理解を促すための教育の推進や,文化財の保

存管理を支える人材の育成などにおいて重要な役割を担いま

す。 

都市計画分野 ・都市計画は,文化財並びに文化財の周辺の環境を保全する制度

として重要な役割を担います。（歴史的風土特別保存地区、風

致地区,伝建地区設定等） 
・事例紹介（金沢市の都市計画マスタープラン） 

金沢市の歴史文化基本構想では,旧城下町区域を重点区域に

位置づけ,文化的景観と連携し保護を図る。 
「城下町らしさ」を保ちつつ,適切な土地利用を誘導し,既存

の歴史文化と新たな活動が調和した魅力あるまちづくりを実

現させていくために,「にぎわい」,「ほんもの」,「みりょく」,

「もてなし」を創造することをテーマとしている。 

景観分野 ・特に文化的景観の保護においては,景観法との連携は不可欠で

す。 
・また,不動産である文化財の周辺の景観を保全する制度として

一体的に取組を図るため,景観分野は重要な役割を担います。（密

接な連携を図ることが重要） 

環境分野 ・多くの地方公共団体では,環境に関する基本計画の策定が進ん

でいます。記念物や文化的景観等,自然環境を対象としている

場合には,こうした環境分野との連携は重要です。 

産業振興・観光振興分

野 
・伝統的な工芸技術等の保護の取組を強化するためには,技術等

の保護だけではなく,これらを振興することが重要です。この

ため,産業振興分野との連携し,技術等の保存・活用を図ってい

きましょう。 
・地域ごとの歴史文化を生かした観光振興を進めることは,地域

の人々のみならず多くの外来者を惹きつけ,その結果,地域間

交流が見られるようになるでしょう。 
・産業振興や観光振興と連携し,適切な文化財の公開活用,普及啓

発を推進していきましょう。 
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２．文化財に関わる他の制度・施策との連携 
（１）技術指針 

 

平成２０年５月に、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活 

動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体 

となって形成してきた良好な市街地の環境（以下「歴史的風致」という。）の維 

持及び向上を図るため、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 

（平成２０年法律第４０号）（通称「歴史まちづくり法」）が制定された。 

この法律に基づき策定される歴史的風致維持向上計画は、計画期間の間に歴史 

的風致を維持するだけではなく、歴史的な建造物の復原や修理等の手法により、 

積極的にその良好な市街地の環境を向上させることを目的としたものであり、こ 

うした施策を文化財保護行政とまちづくり行政の緊密な連携の下、総合的かつ一 

体的に推進するための計画である。歴史的風致を構成する固有の歴史及び伝統を 

反映した人々の活動や、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物等は、文化 

財であることが多いことから、歴史的風致維持向上計画の策定に当たっては、あ 

らかじめ文化財の保存・活用の方針等を含む「歴史文化基本構想」を策定し、そ 

れを踏まえたものとするよう努めることが望ましいとされている。 

また、歴史的風土特別保存地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区、特別緑 

地保全地区、景観地区、高度地区等の地域地区の指定や公園・緑地の都市計画決 

定などの都市計画制度との連携も想定される。都市計画運用指針においては、歴 

史的建造物、遺跡等と一体となった重要な緑地や伝統的又は文化的に重要な意義 

を有する緑地を特別緑地保全地区又は風致地区に指定することにより保全すると 

ともに、歴史的文化的資産と一体となった緑地を公園等の公共空地として決定し、 

地域の歴史、文化に触れ合う場としての整備を図るなど、歴史的環境の保全に向 

けた都市計画制度の運用に関する考え方が示されている。 

 

こうした関連する制度・施策と積極的に連携していくためには、文化財の周辺 

環境も含めた保存・活用の方針等を明確に示すことが必要である。その結果、都 

市計画等に適切に反映され、文化財を核とした魅力的な地域づくりが推進される 

ことが期待できる。 
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（２）解 説 
歴史文化基本構想とは,長期的な視点に立って,地方公共団体の文化財保護施策の方針と

して策定された「文化財保護のマスタープラン」です。 

歴史文化基本構想の策定そのものによって,新たな規制が生じるものではありません。し

かし,文化財とその周辺環境を含め具体的に保存・活用に取組を進めるためには,様々な制

度を検討していくことになります。 

支援策については,構想に定める内容に関する直接的な支援制度はありませんが,策定の

主旨や施策の方向性に応じて,あるいは計画に移行する段階で,「歴史まちづくり法」など

具体的な計画の検討が必要になります。【事例：高岡市】 

 事例 ：歴史文化基本構想と歴史的風致維持向上計画の連携（高岡市） 

  高岡市歴史的風致維持向上計画は,歴史文化基本構想で定めた「歴史文化保存活用区域」

を含んだ重点区域を設定するなど,構想の内容に即したものとなっている。 
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３．地域づくりにおける住民等との協働体制の強化 
 

（１）技術指針  
 

「歴史文化基本構想」に基づいた地域づくりの一層の推進を図るためには、地 

域の人々が自発的かつ主体的に文化財の保存・活用及びそれらを生かした地域づ 

くりに参画することが重要である。 

そのため、文化財に関する知識の普及及び情報の提供に努めるとともに、住民 

による地域づくりへの支援、住民からの意見の聴取、住民との意見交換といった 

きめ細かい対応を積み重ね、住民等との協働体制の強化を図っていくことが重要 

である。 

「歴史文化基本構想」の策定に当たり、実施した文化財の総合的把握調査等に 

よって把握された文化財の情報をデータベース化するなどして適切に管理し、適 

宜、公表することは、住民等への意識の醸成にもつながるものと考えられる。 

また、地方公共団体においては、文化財に関する幅広い知識、経験を有する人 

材の育成を図り、推進体制の充実を図ることが望ましい。 

 

 

（２）解 説  
地域づくりにおける住民等との協働体制の強化について,独自の取組を行っている事例

を紹介します。 

 

 事例 ：文化財情報の発信事例（篠山市） 

篠山市歴史文化基本構想では,住民との協働体制の

強化に役立てるため,歴史文化まちづくり資産の情報

発信を,すでに公開されている篠山電脳歴史博物館な

どの取組に加えることで,双方向に情報交流ができる

仕組みの構築を目指している。 
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 事例 ：「歴史まちづくりアドバイザー制度」創設による支援・顕彰（篠山市） 

篠山市歴史文化基本構想では,「歴史文化アドバイザー制度」を創設し,市民団体等を支

援し顕彰することで,住民との協働体制の強化を図ることを目指している。 
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値
を
形
成
し

て
い
る
環
境
を
保
存
す
る
た
め
の

制
度
の
創
設
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諮
問

調

　
査

文
部
科
学
大
臣

文
部
科
学
大
臣

指
定
等

指
定
書
等
の
交
付

答
申

官
報
告
示

所
有
者
へ
の
通
知

調査依頼調査報告

文化財の指定・選定・登録を受けるまで

文化審議会
（文化財分科会）

専門調査会特別天然記念物　コウノトリ
（写真提供：兵庫県立コウノトリの郷公園）

国宝　土偶　山形県西ノ前遺跡出土
（写真提供・山形県）

活用

保存

指定等
文化財の指定・選定・登録は、文部科学大臣が
文化審議会に諮問し、その答申を受けて行われ
ます。

● 所有者、市町村への管理・修理の指導、補助
● 文化財である土地・建物の公有化に対する

市町村への補助
● 現状変更等の規制、輸出制限
● 課税上の特例措置の設定
● 必要な記録作成とその周知
● 環境保全

● 所有者、市町村への文化財公開の指示・
命令・勧告、補助

● 博物館・劇場等の公開施設、文化財研
究所の設置と運営

文化財保護法の変遷

文
化
庁
の
発
足

文
化
財
保
護
審
議
会
の
設
置

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
制
度
の
創
設

文
化
財
の
保
存
技
術
の
保
護
制
度
の
創
設

都
道
府
県
・
指
定
都
市
等

へ
の
権
限
委
譲
等

文
化
審
議
会
へ
の
改
革

埋
蔵
文
化
財
に
関
す
る
制
度
の
整
備

国
の
機
関
等
に
よ
る
遺
跡
発
見
の

場
合
の
特
例
制
度
の
創
設
や
工
事

中
の
遺
跡
発
見
の
場
合
の
保
護
制

度
の
整
備
等

民
俗
文
化
財
の
保
護
制
度
の
充
実

民
俗
資
料
を
民
俗
文
化
財
に
改

め
、重
要
民
俗
資
料
を
重
要
有
形

民
俗
文
化
財
と
す
る
と
と
も
に
重

要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
制
度

を
創
設

選
定
保
存
技
術
の
選
定
制
度
の

創
設

文
化
財
登
録
制
度
の
創
設

建
造
物
の
う
ち
、国
・
地
方
公
共
団

体
の
指
定
以
外
の
文
化
財
の
保
存

等
の
た
め
の
登
録
制
度
の
創
設

文
化
的
景
観
の
保
護
制
度
の
創
設

重
要
文
化
的
景
観
の
選
定
制
度
の

創
設

民
俗
文
化
財
の
保
護
範
囲
の
拡
大

民
俗
技
術
を
保
護
対
象
化

文
化
財
登
録
制
度
の
拡
充

建
造
物
以
外
の
有
形
文
化
財
、有

形
の
民
俗
文
化
財
及
び
記
念
物
に

も
登
録
制
度
を
拡
充

国の文化財の保護の
しくみと取組

制
度
の
拡
充
が
随
時

行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

  

文
化
財  

は
こ
の
よ
う
に
し
て

保
存
・
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

文
化
財
保
護
法
は
、
昭
和
24
年
の
法
隆
寺
金
堂
壁

画
の
焼
損
を
契
機
に
、
日
本
最
初
の
文
化
財
保
護
の

た
め
の
統
括
的
法
律
と
し
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
従

来
の
「
国
宝
保
存
法
」、「
重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ
関

ス
ル
法
律
」、「
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
」
等
を

統
合
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
制
度
の
拡
充
が
図
ら
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
社
会
の
変
化
に
伴
っ
て
随
時

改
正
が
行
わ
れ
て
お
り
、
文
化
財
保
護
法
は
、
昨
今

の
社
会
情
勢
か
ら
、
年
々
そ
の
重
要
性
が
増
し
て
き

て
い
ま
す
。

文
化
財
保
護
法
に
基
づ
い
て
分
類
さ
れ
た
文
化
財
は
、

そ
の
分
野
に
最
も
適
し
た
方
法
で
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

国宝　東大寺二月堂（奈良県奈良市）
（写真提供：東大寺）

明
治
4
年

　
太
政
官
布
告
・
古
器
旧
物
保
存
方

　
明
治
30
年

　
古
社
寺
保
存
法

　
　
大
正
8
年

　
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法

　
　
　
昭
和
4
年

　
国
宝
保
存
法

　
　
　
　
昭
和
8
年

　
重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ
関
ス
ル
法
律

昭
和
25
年

昭
和
29
年
改
正

昭
和
43
年
改
正

平
成
11
年
改
正

平
成
16
年
改
正

昭
和
50
年
改
正

平
成
8
年
改
正

文
化
財
保
護
法
の
制
定
文
化
財
保
護
委
員
会
の
設
置

国
の
指
定
制
度
の
改
正

（
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
2
段
階
区
分
）等

無
形
文
化
財
及
び

埋
蔵
文
化
財
の
保
護
制
度
の
創
設

無
形
文
化
財
に
関
す
る
保
護
制
度
の
充
実

埋
蔵
文
化
財
に
関
す
る
保
護
制
度
の
充
実

民
俗
資
料
に
関
す
る
保
護
制
度
の
充
実

重
要
文
化
財
及
び
史
跡
名
勝
天
然

記
念
物
の
う
ち
特
に
重
要
な
も
の

を
国
宝
及
び
特
別
史
跡
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別
名

勝
、特
別
天
然
記
念
物
に
指
定

無
形
の
文
化
的
所
産
及
び
埋
蔵
文

化
財
が
保
護
対
象
に
な
る

重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
制
度
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創
設
及
び
無
形
文
化
財
の
選
択
制

度
の
創
設

有
形
文
化
財
の
類
型
か
ら
独
立
さ

せ
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蔵
文
化
財
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蔵
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の
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出
制
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施
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形
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化
財
の
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ら
独
立
さ

せ
、重
要
民
俗
資
料
の
指
定
制
度

及
び
無
形
の
民
俗
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料
の
選
択
制

度
の
創
設
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的
建
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物
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こ
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と
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を
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し
て
そ
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を
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成
し

て
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を
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の
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 
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（２）文化財の体系図及び事例写真 
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国宝建造物 

歓喜院聖天堂 

近世以前の神

社 

重文建造物 

萬翠荘（旧久

松家別邸） 

近代住居 

重文建造物 
近代土木遺産 
大江橋及び淀
屋橋（大江橋
の方） 

国宝・美工（古

文書）越中国

射水郡鳴戸村

墾田図（麻布） 

有形（民俗芸

能、娯楽、遊

戯に用いられ

るもの） 

風俗慣習・ 

人生儀礼 

民俗知識に関

して用いられ

るもの 

風俗慣習 
（年中行事） 
甑島のトシド
ン 

生産、生業に

用いられるも

の 

民俗芸能 

田楽 

衣食住に用い

られるもの 

民俗技術・ 

衣食住 

有形（信仰）・

無形（風俗慣

習・祭礼（信

仰）の指定が

あるもの 

特別史跡 

原の辻遺跡 

萩城跡（修復

後） 

名勝・ 

殿ヶ谷戸庭

園 

史跡龍角寺古墳

群 101 号墳 

名勝・ 

海浜 

名勝 

男神岩・女神

岩（鳥越山は

見えてない） 

史跡奥州街道

（ヨノ坂） 

名勝・ 

その他 

天然記念物カモ

シカ 

写真提供＝滋賀

県教育委員会 

天然記念物 

・植物 

天然記念物 

・地質鉱物？

植物？ 

天然記念物 

・秋芳洞（百

枚皿１） 

有形文化財（建造物・美術工芸品） 

 

無形文化財 

民俗文化財 

記念物 

名勝・庭園 

文化的景観   伝統的建造物群 

文化財の保存技術  

※の付いているものは、指定時の名称そのままではなく、 

識別のために語句を加えています。

芸能（組踊） 

工芸技術・染

織 

（久留米絣） 

工芸技術・染織

（小千谷縮・越

後上布 
工芸技術・金

工（彫金） 

工芸技術・陶

芸 

色鍋島 

四万十川 佐渡西三河 名称不明 
名称不明 

伊根？ 
大内宿 

桧皮葺 建造物彩色

風俗慣習
（年中行事）
甑島のトシド
ン

特別史跡

原の辻遺跡

歓喜院聖天堂 萬翠荘（旧久松家別邸） 大江橋及び淀屋橋 母子〈上村松園筆/絹本著色〉【絵画】 

灰被天目茶碗（虹）【工芸品】 越中国射水郡鳴戸村墾田図（麻布）【古文書】 土偶（山形県西ノ前遺跡出土）※【考古資料】 反射望遠鏡〈国友一貫斎作/天保五年〉【歴史資料】  

右：「組踊」総合認定保持者 

左：「組踊立方」各個認定保持者※ 久留米絣 小千谷縮・越後上布 「彫金」各個認定保持者※ 色鍋島 

中山の舞台 山香の石風呂 沼津内浦・静浦及び周辺地域の漁撈用具 津軽・南部のさしこ着物 

祇園祭山鉾 

越中福岡の菅笠製作技術 秋保の田植踊 甑島のトシドン 岩槻の古式土俵入り 

龍角寺古墳群・岩谷古墳 尾張国分寺跡 奥州街道 萩城跡 原の辻遺跡 

本間氏別邸庭園（鶴舞園） 殿ヶ谷戸庭園（随宜園） 浄土ヶ浜 富士五湖（精進湖）※ 

上高地 須賀利大池及び小池 薩摩黒島の森林植物群落 カモシカ（出典＝滋賀県教育委員会） 

四万十川流域の文化的景観  中流域の農山村と流通・往来 佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観 高山市三町 伊根町伊根浦 

檜皮葺・柿葺 建造物彩色 

下郷町大内宿 

木造天王立像【彫刻】 

秋芳洞 

男神岩及女神岩 

注：母子〈上村松園筆 /絹本著色〉

は、東京国立近代美術館所蔵の

作品です。
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２．「歴史文化基本構想」策定 
技術指針 

  

 １．経緯 

我が国においては、昭和２５年に制定された

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基

づき、文化財類型ごとの特性に応じ、文化財の

保存・活用のための措置が講じられている。 

文化財保護法は、時代の趨勢や社会の変化に

応じて幾度かの改正が行われ、保護すべき文化

財の対象や手法を拡大してきた。 

最初の改正は昭和２９年で、無形文化財の指

定やその保持者の認定の制度を設けた。また民

俗資料を新たな文化財類型として有形文化財

から独立させ、重要民俗資料の指定制度を創設

するとともに、無形の民俗資料について記録選

択の制度を設けた。同時に埋蔵文化財も有形文

化財から独立させた。 

昭和５０年の改正では、伝統的建造物群保存

地区制度の創設と文化財保存技術の保護対象

化を図った。また、民俗資料を民俗文化財と改

称し、無形の民俗文化財についても、新たに指

定制度を創設した。 

平成８年の改正では、文化財登録制度を創設

し、直近の平成１６年の改正では、文化的景観

の保護制度の創設、民俗技術の保護対象化、文

化財登録制度の拡充を図っている。 

以上のような改正を経て、文化財保護法にお

ける保護対象は、有形文化財、無形文化財、民

俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物

群という６類型の文化財に拡大され、埋蔵文化

財と文化財保存技術を加えた現行制度が整備

されている。 

 

昭和２５年の文化財保護法の制定以降、文化

財保護制度は適宜充実されてきたが、文化財を

取り巻く環境は、大きく変化してきている。例

えば、社会環境の変化や価値観の多様化、特に

過疎化や少子高齢化に伴う人口減少等を受け

て、長い歴史の中で伝えられてきた文化財を、

次世代に継承していくことが困難になってき

ているとの指摘がある。特に、地域や人々の暮

らしの中に埋もれている指定等がなされてい

ない文化財については、その価値が見いだされ

ないまま失われつつあるとの指摘もある。しか 

 

 

し一方で、国民の間では、文化財や伝統的な文

化の価値が見直されつつあり、歴史文化を生か

した地域づくりの気運も高まりつつある。 

 

 こうした状況の中、地域の文化財をその周

辺環境も含めて、社会全体で総合的に保存・活

用していくためには、地方公共団体が「歴史文

化基本構想」を策定していくことの重要性が、

平成１９年１０月に文化審議会文化財分科会

企画調査会（平成１８年７月２１日設置、調査

会長：石森秀三北海道大学教授）により提言さ

れた。 

 この提言を受け、文化庁では、各地方公共

団体における「歴史文化基本構想」の策定に際

しての課題を抽出し、策定に資する指針づくり

の参考とするため、平成２０年度から平成２２

年度までの３カ年にわたり、全国２０地域（２

３市町村）において実際に「歴史文化基本構想」

を策定する「文化財総合的把握モデル事業」を

実施した。 

 並行して、平成２２年６月から、「歴史文

化基本構想（仮称）」策定技術指針に関する検

討会（座長：西村幸夫東京大学大学院教授）を

設置し、地方公共団体における「歴史文化基本

構想（仮称）」策定のための技術指針について、

有識者による検討を行った。 

 

さらに、文化芸術振興基本法（平成１３年法

律第１４８号）第７条第１項の規定に基づき定

められた「文化芸術の振興に関する基本的な方

針（第３次基本方針）」（平成２３年２月８日閣

議決定）において、「歴史文化基本構想による

周辺環境を含めた地域の文化財の総合的な保

存・活用の推進」は、重点的に取り組むべき施

策として位置付けられている。 

  

  

２．「歴史文化基本構想」の基本的考え方 

 

「歴史文化基本構想」とは、地域に存在する

文化財を、指定・未指定にかかわらず幅広く捉

えて、的確に把握し、文化財をその周辺環境ま

で含めて、総合的に保存・活用するための構想

であり、地方公共団体が文化財保護行政を進め

70
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るための基本的な構想となるものである。 

このため、「歴史文化基本構想」には、策定

の目的や行政上の位置付け、当該地方公共団体

の歴史文化の特徴、文化財把握の方針、文化財

の保存・活用の基本的な方針、文化財の保存・

活用を推進するための体制整備の方針等を基

本的な事項として定めることとする。また、必

要に応じて、相互に関連性のある文化財を一定

のまとまりとして捉えた「関連文化財群」の考

え方、文化財（群）を核とし文化的空間を創出

するための計画区域である「歴史文化保存活用

区域」についての考え方、文化財（群）を適切

に保存活用（管理）するための「保存活用（管

理）計画」の作成についての考え方等を明確に

することが望ましい。 

 

各地方公共団体が「歴史文化基本構想」にお

いて、文化財保護の基本的方針を定めること、

さらに、文化財をその周辺環境も含めて総合的

に保存・活用するための方針等を定めることに

より、「歴史文化基本構想」が文化財保護に関

するマスタープランとしての役割を果たすこ

とが期待される。加えて、文化財を生かした地

域づくりに資するものとして活用されること

も期待される。 

 

文化財とは、長い時間をかけて人々の継続的

な営為によって創出され、今日まで継承されて

きたものである。こうした貴重な文化財を後世

に継承していくためには、長期的な視点に立っ

た総合的な文化財の保護の方針となるよう留

意する必要がある。 

 

また、「歴史文化基本構想」を策定すること

により、その策定過程から策定後も含め、以下

のような様々な効果が期待される。これらは結

果として、文化財保護の充実にも資するものと

いえる。 

 

・文化財を総合的に把握することは、類型ごと

の文化財保護の枠組みでは考慮しづらい視

点からも捉えることになり、文化財が有する

多様な価値を顕在化することができる。その

結果、他の文化財や周辺環境と一体的に保

存・活用することの必要性が周知され、社会

全体として文化財を保護するという気運に

もつながる。 

・文化財をその周辺環境と一体的に捉えること

によって、文化財を核とした地域の魅力の増

進につながり、地域の活性化にも資する。 

・文化財を人々の営みの中で、自然や風土、社

会や生活を反映しながら今日まで伝承され、

発展してきたものという視点から捉えるこ

とにより、文化財は地域にとってのかけがえ

のないものとして捉えられる。その結果、地

域との連携協力の推進が図られる。 

・「歴史文化基本構想」の策定に当たり、関係

機関との連携が不可欠であることから、他の

行政分野との連携を図るための契機にもな

る。 

 

以上のような効果を踏まえ、地方公共団体に

おいては、地域主体の文化財の保存・活用が展

開されるように、地域の実情に応じ、創意工夫

により「歴史文化基本構想」を策定することが

望まれる。 

 

  

３．「歴史文化基本構想」に定める事項につい

て 

３．１．「歴史文化基本構想」策定の目的、行

政上の位置付け 

社会全体で文化財を適切に保存・活用するた

めには、住民に身近な行政を担う地方公共団体

が、地域の歴史文化を踏まえて文化財を総合的

に把握し、それらの保存・活用の方針として「歴

史文化基本構想」を示す必要がある。こうした

明確な方針を地域に示すことによって、歴史文

化を生かした地域づくりの基本方針としても

活用することができる。  

なお、ここでいう地域づくりとは、都市計画

や景観計画等に基づいたまちづくりに関する

施策だけではなく、文化財を支える技術や文化

財に関わる人々の活動等も含め、幅広く捉えた

ものとする。 

また、地方公共団体が総合的に一貫性を持っ

て、文化財の保存・活用、さらには歴史文化を

生かしたまちづくりに取り組むためには、「歴

史文化基本構想」を策定する際に、地方公共団

体が定める基本的な構想や他の行政計画等と

整合性を図る必要がある。 
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文化芸術振興基本法（平成１３年法律第１４

８号）第７号第１項の規定に基づき定められた

「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第３

次基本方針）」（平成２３年２月８日閣議決定）

において、「重点戦略４：文化芸術の次世代へ

の確実な継承」の重点的に取り組むべき施策の

一つとして「歴史文化基本構想による周辺環境

を含めた地域の文化財の総合的な保存・活用の

推進」が定められている。 

これを踏まえ、地方公共団体においては、総

合的かつ計画的な行政の運営を図るための基

本構想や他の行政分野における基本的な方針

や計画等と整合性を図り、文化財保護における

基本的な構想として「歴史文化基本構想」を定

めることが望ましい。 

  

３．２．地域の歴史文化の特徴 

「歴史文化基本構想」の策定に当たっては、

地域の文化財をその周辺環境も含めて総合的

に把握した上で、地域の歴史文化の特徴を適切

に捉え、「歴史文化基本構想」にその特徴を明

確にする必要がある。 

 ここでいう歴史文化とは、文化財とそれに関

わる様々な要素とが一体となったものである。

文化財に関わる様々な要素とは、文化財が置か

れている自然環境や周囲の景観、文化財を支え

る人々の活動に加え、文化財を維持･継承する

ための技術、文化財に関する歴史資料や伝承等

であり、本技術指針でいう文化財の周辺環境の

ことである。 

 地域の特徴を示す歴史文化に基づき、多様な

文化財を群として一体的に捉えることにより、

文化財の持つ新たな価値を明らかにできるよ

うになる。さらに、自らの住む地域の歴史文化

との関わりとともに、文化財を捉えることによ

って、人々が文化財をより身近に感じられるよ

うになる。その結果、社会全体で文化財を支え

る気運が高まることにつながる。 

 

３．３．文化財把握の方針 

 「歴史文化基本構想」の策定に先立ち、既に

実施してきた文化財調査の現状とその課題を

整理し、充実を図るべき文化財の類型や分野、

補足すべき項目等を整理する必要がある。さら

に、地域の文化財の特性に応じて、既往の文化

財の類型に捉われず多角的な視点から見直す

ことや、有形・無形、指定・未指定にかかわら

ず、総合的に把握することが必要である。 

そのため、あらかじめ類型ごとの文化財調査の

現状と今後の方針を明らかにした上で、こうし

た総合的な把握調査の対象となる文化財や評

価の基準、調査手法、記録の管理方法等の方針

について定めることが必要である。 

なお、文化財の総合的な把握調査を実施する

場合は、従来の文化財の類型ごとの調査を充実

するだけではなく、一定のテーマに基づき、類

型を横断的に捉える調査方法が考えられる。そ

の結果、これまで単体として評価が難しかった

文化財であっても、テーマに関わる文化財の一

つとして評価することも可能になる。 

また、学術的評価にとらわれず、地域の人々

の視点から文化財を調査する手法も文化財の

総合的把握調査の一つと考えられる。 

こうした文化財の総合的な把握調査に当た

っては、文化財を維持・継承するための利用方

法や製作方法等の技術等も併せて調査を行う

ことが重要である。 

 

３．４．文化財の保存・活用の基本的方針 

文化財の総合的な保存・活用を推進するため

には、文化財保護制度による保護施策と、それ

以外の制度による文化財保護に関する施策や

周辺環境の保護に関する施策とが体系的に位

置付けられ、一貫性をもって実施されることが

重要である。 

そのため、これまで指定等により保護してき

た文化財の保存・活用の基本的な方針を整理し

て、「歴史文化基本構想」に定めた上で、その

周辺環境を含めた一体的な保存・活用の方針を

定めることが必要である。また、総合的に保

存・活用することが望ましいとされる関連文化

財群を設定する際には、その保存・活用の基本

的方針を定めることが必要である。 

 

文化財の保存・活用の方針の策定に当たって

は、文化財の価値を維持・継承すること、すな

わち保存の方針を明確にした上で、この方針を

踏まえた活用の在り方を定めることを基本的

な考え方とする。 

ここでいう保存とは、必ずしも現状を維持す

ることだけではなく、使い続けることによって

文化財の価値の維持・継承につながる場合もあ
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ることから、文化財の特性に応じ、保存の在り

方をきめ細やかに捉えるよう留意する必要が

ある。また、活用とは文化財の価値やその魅力

を広く社会に示すことである。そのため、例え

ば、文化財の特性から公開できないものについ

ては、写真や模写、模型、解説文等様々な媒体

を用い、文化財の価値を示す等、活用の在り方

を幅広く捉えるよう留意する必要がある。さら

に、本来の機能や用途を維持することも、文化

財の理解を深めることから活用方策の一つと

して捉えることも可能である。 

また、関連文化財群の保存・活用の基本的な

方針については、個々の文化財に限定されるこ

となく一体的に捉えることが重要である。その

ため、例えば、関連文化財群全体として捉えた

場合、既に失われているものを復元することも

保存・活用に資するといえる。この場合、誤解

が生じないように、厳密な学術的な調査研究に

基づいて復元するように、十分留意する必要が

ある。また、関連文化財群の活用とは、個々の

文化財だけではなく群としての価値や魅力を

社会に示すことが基本であることから、全体と

しての繋がりを明確に示すための復元・整備、

ルートマップの作成、案内表示等を整備するこ

とが想定される。 

 

３．５．関連文化財群の考え方 

関連する複数の文化財を、関連文化財群とし

て捉え、一体的に保存・活用していくことは、

文化財の魅力を高めるとともに、魅力的な形で

かつ分かりやすく価値を伝えていくための効

果的な方策の一つである。 

関連文化財群とは、有形・無形、指定・未指

定にかかわらず様々な文化財を歴史的・地域的

関連性に基づき一定のまとまりとして捉えた

ものであるが、どのような観点からまとめるの

か、あるいはどのような文化財を対象にするか

により、多様な捉え方が考えられる。 

そのため、関連文化財群を設定する場合には、

各地方公共団体の実情に応じて、その捉え方、

対象となる文化財の基準等についての考え方

を明確にすることが必要である。 

 

なお、これまでにも伝統的建造物群や史跡に

おける古墳群や名勝における庭園群等、同じ類

型の文化財を群として保護してきたものもあ

るが、関連文化財群については、類型を越えた

群の設定も想定している。 

 

３．６．歴史文化保存活用区域の考え方 

歴史文化保存活用区域とは、不動産である文

化財や有形の文化財だけではなく、無形の文化

財も含めて文化財が特定地域に集中している

場合に、文化財と一体となって価値を形成する

周辺環境も含め、当該文化財（群）を核として

文化的な空間を創出するための計画区域とし

て定めることが望ましい区域である。しかし、

対象とする文化財や周辺環境の捉え方などに

より、様々な区域を設定することができる。 

そのため、歴史文化保存活用区域を設定する

場合には、その目的、区域を設定するための要

件等、地方公共団体の実態や文化財の特性に応

じて、これらの考え方を明確にすることが必要

である。 

 

歴史文化保存活用区域の設定に当たっては、

都市計画担当部局や景観担当部局等、他の部局

との連携を図りながら区域を設定し、文化財を

核とした歴史文化の薫る地域づくりが総合的

に推進されることが期待される。 

 

本区域における文化財とその周辺環境とは、

例えば、城郭跡を中心とした旧城下町区域、庭

園と借景となる区域、歴史的な建造物とその保

存のための資材を供給する区域、祭りや民俗芸

能とそれらが行われる集落等が想定される。 

 

３．７．保存活用（管理）計画の考え方 

保存活用（管理）計画とは、実際に文化財を

総合的に保存・活用するために必要とされる詳

細な計画であり、「歴史文化基本構想」とは別

に作成するものである。 

そのため、保存活用（管理）計画を作成する

際には、地方公共団体の文化財保護施策の基本

となる「歴史文化基本構想」において、対象と

なる文化財（群）、保存活用（管理）計画を作

成する者、文化財（群）とその周辺環境の整備

の方針、その他の保存活用（管理）計画に定め

ることが望ましい項目等について考え方を明

確にすることが必要である。この考え方に基づ

き、保存活用（管理）計画を策定することとす

る。 
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これまで、文化財である建造物については、

所有者による主体的な活用の推進を目的とし

た保存活用計画の策定が進められてきている。

また、史跡名勝天然記念物についても、保存管

理計画を策定し、適切な保存管理が進められて

きている。これらの計画も保存活用（管理）計

画とみなし、文化財を総合的に保存・活用する

ために積極的に策定することが望まれる。 

さらに、史跡と重要文化財（建造物）や伝統

的建造物群保存地区と名勝など異なる文化財

類型が重複して指定等されている場合、保存活

用（管理）計画を策定し、調整を図るとともに、

総合的に保存・活用を図ることができるように

しておくことが望ましい。 

これらに加え、歴史文化保存活用区域を設定

した場合には、周辺環境も含めて一体的に保

存・活用を推進するために保存活用（管理）計

画を策定することが望ましい。 

 

保存活用（管理）計画を作成する者としては、

基本的に地方公共団体が想定されるが、文化財

によっては地方公共団体以外の所有者等が策

定することも想定される。 

 

定めるべき事項については、文化財の保存・

管理の方針や整備・活用の方針、体制整備の方

針、具体的な事業計画等が考えられる。なお、

具体的な事業計画を定める場合は、都市計画や

景観計画等、関連する他の計画と整合性を図る

ように十分留意する必要がある。 

 

３．８．文化財の保存・活用を推進するための

体制整備の方針 

「歴史文化基本構想」は、地方公共団体が策

定することを基本とするが、地域の人々がその

大切さに気付き、地域社会の中で保存・活用さ

れていくことが本来の姿であることから、地域

社会の連携・協力体制が不可欠である。さらに、

文化財を継承していくためには、その保存のた

めに欠くことのできない技術や技能の継承も

併せて検討することが必要であり、保存のため

に必要な材料の確保や伝承者等の育成等も考

慮した体制整備が必要である。 

そのため、文化財の保存に必要な原材料や用

具の確保、人材の育成、地域住民やＮＰＯ法人、

企業等民間団体との連携の仕組み等を検討し、

それぞれの組織の役割や連携の在り方等を明

らかにし、これら方針を定めることが必要であ

る。 

  

 

４．「歴史文化基本構想」の策定・見直しにつ

いて 

４．１．「歴史文化基本構想」等の策定･見直し

についての考え方 

「歴史文化基本構想」に基づく施策を具体化

するためにも、定めるべき内容や策定・見直し

の手続きにおいて、住民の積極的な参画を得な

がら、住民や関係機関等との連携や理解を深め

ていくことが必要である。 

また、保存活用（管理）計画の内容や策定・

見直しの手続きについても、「歴史文化基本構

想」同様に、住民や関係機関等の参画を得なが

ら進めていくことが重要である。 

 

４．２．適時適切な改訂 

「歴史文化基本構想」については、地域にお

ける文化財に関する意識の醸成や社会情勢の

変化、学術的調査の結果等を踏まえ、適時見直

しを検討し、改訂する必要がある。そのため、

策定後も見直しや充実を図ることを想定し、弾

力性を持たせることが重要である。また、それ

に併せて文化財保護施策についても、適時見直

し、充実を図ることが重要である。 

  

 

５．「歴史文化基本構想」策定・運用に当たっ

ての留意点 

５．１．文化財に関わる他の制度・施策を所管

する部局との連携 

歴史文化を生かした地域づくりを推進する

ためには、文化財の保護に関する制度・施策と

文化財に関わる他の制度・施策とを一貫性をも

って実施することが重要である。そのため、適

宜、文化財保護に関わる他の制度・施策を所管

する部局と、情報共有を図る必要がある。例え

ば、不動産である文化財の周辺環境に大きく影

響する都市計画や景観行政、博物館等を所管す

る社会教育行政、文化財に対する理解増進に資

する学校教育や生涯学習行政、文化財に関する

産業振興行政、文化財を生かした観光振興行政
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等との連携が想定される。 

 

５．２．文化財に関わる他の制度・施策との連

携 

平成２０年５月に、地域におけるその固有の

歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活

動が行われる歴史上価値の高い建造物及びそ

の周辺の市街地とが一体となって形成してき

た良好な市街地の環境（以下「歴史的風致」と

いう。）の維持及び向上を図るため、地域にお

ける歴史的風致の維持及び向上に関する法律

（平成２０年法律第４０号）（通称「歴史まち

づくり法」）が制定された。この法律に基づき

策定される歴史的風致維持向上計画は、計画期

間の間に歴史的風致を維持するだけではなく、

歴史的な建造物の復原や修理等の手法により、

積極的にその良好な市街地の環境を向上させ

ることを目的としたものであり、こうした施策

を文化財保護行政とまちづくり行政の緊密な

連携の下、総合的かつ一体的に推進するための

計画である。歴史的風致を構成する固有の歴史

及び伝統を反映した人々の活動や、その活動が

行われる歴史上価値の高い建造物等は、文化財

であることが多いことから、歴史的風致維持向

上計画の策定に当たっては、あらかじめ文化財

の保存・活用の方針等を含む「歴史文化基本構

想」を策定し、それを踏まえたものとするよう

努めることが望ましいとされている1。 

また、歴史的風土特別保存地区、風致地区、

伝統的建造物群保存地区、特別緑地保全地区、

景観地区、高度地区等の地域地区の指定や公

園・緑地の都市計画決定などの都市計画制度と

の連携も想定される。都市計画運用指針におい

ては、歴史的建造物、遺跡等と一体となった重

要な緑地や伝統的又は文化的に重要な意義を

有する緑地を特別緑地保全地区又は風致地区

に指定することにより保全するとともに、歴史

的文化的資産と一体となった緑地を公園等の

公共空地として決定し、地域の歴史、文化に触

れ合う場としての整備を図るなど、歴史的環境

の保全に向けた都市計画制度の運用に関する

考え方が示されている。 

 

                             

ⅰ「地域における歴史的風致の維持及び向上に関す

る基本的な方針」、「地域における歴史的風致の維

持及び向上に関する法律運用指針」を参照。 

こうした関連する制度・施策と積極的に連携

していくためには、文化財の周辺環境も含めた

保存・活用の方針等を明確に示すことが必要で

ある。その結果、都市計画等に適切に反映され、

文化財を核とした魅力的な地域づくりが推進

されることが期待できる。 

 

５．３．地域づくりにおける住民等との協働体

制の強化 

「歴史文化基本構想」に基づいた地域づくり

の一層の推進を図るためには、地域の人々が自

発的かつ主体的に文化財の保存・活用及びそれ

らを生かした地域づくりに参画することが重

要である。 

そのため、文化財に関する知識の普及及び情

報の提供に努めるとともに、住民による地域づ

くりへの支援、住民からの意見の聴取、住民と

の意見交換といったきめ細かい対応を積み重

ね、住民等との協働体制の強化を図っていくこ

とが重要である。 

「歴史文化基本構想」の策定に当たり、実施

した文化財の総合的把握調査等によって把握

された文化財の情報をデータベース化するな

どして適切に管理し、適宜、公表することは、

住民等への意識の醸成にもつながるものと考

えられる。 

また、地方公共団体においては、文化財に関

する幅広い知識、経験を有する人材の育成を図

り、推進体制の充実を図ることが望ましい。 
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 

 



巻末資料 
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３．文化財総合的把握モデル事業の概要 
※本モデル事業で策定された歴史文化基本構想については、文化庁ホームページに掲載して

います。 

 

※２ｐ×20 事例について、お渡しするデータを活用（一部内容編集）して作成ください。 
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考 古 資 料

歴 史 資 料

盛
岡
市
は
，
岩
手
県
の
内
陸
部
，
北
上
盆
地
北
部
に
位

置
し
、
市
域
の
西
側
、
北
側
、
東
側
に
は
、
南
昌
山
、

岩
手
山
、
姫
神
山
、
早
池
峰
山
な
ど
の
山
々
が
連
な

り
、
南
側
に
は
北
上
川
の
両
岸
に
盆
地
が
広
が
る
地
形

で
す
。
中
心
市
街
地
は
北
上
川
と
中
津
川
、
雫
石
川
の

合
流
点
に
形
成
さ
れ
、
藩
政
時
代
の
城
下
町
が
基
盤
と

な
っ
て
い
ま
す
。
盛
岡
の
気
候
は
内
陸
性
の
気
候
で
、

夏
と
冬
、
昼
と
夜
の
寒
暖
差
が
大
き
い
の
が
特
徴
で

す
。
盛
夏
に
は
真
夏
日
が
連
続
す
る
一
方
、
年
に
よ
っ

て
は
冷
夏
の
日
照
不
足
に
よ
り
、
農
作
物
に
深
刻
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
冬
は
市
街
地
で
も
、

気
温
氷
点
下
1
0
℃
以
下
に
な
る
こ
と
が
珍
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
桜
の
開
花
は
4
月
下
旬
、
水
稲
の
田
植
え
は

5
月
中
旬
か
ら
下
旬
で
、
刈
入
れ
は
9
月
下
旬
か
ら
1
0

月
上
旬
に
行
わ
れ
ま
す
。
四
季
の
う
ち
、
春
と
秋
は
天

候
が
変
わ
り
や
す
い
の
も
特
徴
の
一
つ
で
す
。

盛
岡
市
に
は
、
旧
石
器
時
代
末
以
後
の
、
人
々
の
生
活

痕
跡
が
残
っ
て
お
り
、
縄
文
時
代
に
は
旺
盛
な
土
器
文

化
が
開
花
し
た
ほ
か
、
こ
の
周
辺
を
境
と
し
て
、
北
と

南
の
文
化
が
接
触
・
融
合
す
る
地
域
で
、
こ
の
文
化
的

境
界
性
は
古
代
、
中
世
ま
で
続
き
ま
し
た
。
盛
岡
市
中

心
部
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
今
か
ら
お
よ
そ
4
0
0
年
前
の

慶
長
年
間
、
南
部
信
直
（
盛
岡
南
部
家
初
代
）
が
、
北

上
川
と
中
津
川
の
合
流
点
の
、
不
来
方
（
こ
ず
か
た
）

に
築
城
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
城
下
町
は
、
城

を
要
と
し
た
五
の
字
プ
ラ
ン
の
町
割
り
で
構
成
し
、
奥

州
街
道
を
引
き
入
れ
、
城
下
を
起
点
に
諸
街
道
が
放
射

状
に
延
び
て
い
ま
し
た
。
城
の
外
曲
輪
に
は
南
部
氏
一

門
と
藩
の
重
臣
、
遠
曲
輪
と
そ
の
外
側
に
は
町
人
と
武

士
、
城
下
か
ら
諸
街
道
の
出
口
に
は
足
軽
同
心
が
配
置

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
中
心
市
街
地
の
骨

格
で
あ
り
、
城
下
町
の
情
緒
と
風
格
が
「
盛
岡
ら
し

さ
」
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
1
8
7
1
年
、
廃
藩
置

県
に
よ
っ
て
盛
岡
県
、
1
8
7
2
年
に
は
岩
手
県
、
そ
し

て
1
8
8
9
年
の
市
町
村
制
施
行
に
よ
り
全
国
3
9
都
市
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
人
口
2
万
9
,1
9
0
人
，
面
積
4
.4
7
㎢

の
盛
岡
市
が
誕
生
し
、
岩
手
県
の
県
庁
所
在
地
と
し
て

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
1
9
9
2
年
4
月
に
は
南
に
隣

接
す
る
都
南
村
と
、
2
0
0
6
年
1
月
に
は
北
に
隣
接
す

る
玉
山
村
と
合
併
し
、
人
口
約
3
0
万
人
、
面
積

8
8
6
.4
7
㎢
の
現
在
の
盛
岡
市
と
な
り
ま
し
た
。

一
次
産
業
が
0
.4
％
、
第
二
次
産
業
が
1
3
.4
％
、
第
三

次
産
業
が
8
6
.2
％
と
第
三
次
産
業
が
占
め
る
割
合
が
圧

倒
的
に
高
い
の
が
特
徴
で
す
。
伝
統
産
業
と
し
て
は
、

藩
政
時
代
以
来
の
歴
史
を
も
つ
南
部
鉄
瓶
や
南
部
古
代

型
染
め
、
南
部
紫
根
染
め
な
ど
が
有
名
で
す
。
ま
た
、

良
質
な
水
を
生
か
し
た
豆
腐
や
蕎
麦
な
ど
も
親
し
ま
れ

て
い
ま
す
。

岩
手
県
盛
岡
市

人
口
／
2
9
7
,2
6
7
人

［
平
成
2
2
年
４
月
１
日
］

市
の
概
要

関
連
文
化
財
群
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
大
館
町
遺
跡
と
縄
文
文
化

◆
志
波
城
跡
と
古
代
の
村

◆
安
倍
氏
か
ら
藤
原
氏

［
概
要
］

古
代
末
期
の
安

倍
氏
か
ら
平
泉

藤
原
文
化
の
関

連
文
化
財
や
伝

承
で
構
成
す
る
。

［
構
成
文
化
財
］

安
倍
氏
と
前
九
年
合
戦
の
伝
承
。平
泉
と
盛
岡
の

関
係
を
知
る
遺
跡
や
伝
承
地
と
考
古
資
料
。

指
定
文
化
財
：
中
尊
寺
経

未
指
定
文
化
財
：

　
　
安
倍
館
遺
跡
、安
倍
館
七
不
思
議
伝
承
、

　
　
稲
荷
町
遺
跡
、一
本
松
経
塚
と
渥
美
壺
、

　
　
山
岸
阿
弥
陀
堂
跡
等
々

［
博
物
館
・
資
料
館
］

岩
手
県
立
博
物
館
，盛
岡
市
遺
跡
の
学
び
館

◆
中
世
の
城
館
と
領
主

◆
盛
岡
城
と
城
下
町

［
概
要
］

国
指
定
史
跡
盛
岡
城
跡
を
中
核
と
し
，
旧
城
下
町

エ
リ
ア
を
中
心
に
盛
岡
藩
政
や
城
下
町
の
生
活

文
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
文
化
財
群
と
し
て

構
成
す
る
。な
お
，
当
該
関
連
文
化
財
に
つ
い
て

は
、
旧
城
下
町
か
ら
四
方
に
伸
び
る
街
道
に
沿
っ

て
存
在
す
る
文
化
財
も
関
連
文
化
財
群
と
し
て

位
置
づ
け
、一
体
的
に
保
存
活
用
を
図
る
。

［
構
成
文
化
財
］

城
跡
や
城
下
町
を
特
徴
づ
け
る
文
化
財
、
地
形
や

地
割
、
道
路
筋
、
城
下
と
関
係
の
深
い
天
然
記
念

物
。城
跡
、
城
跡
周
辺
の
景
観
と
城
跡
か
ら
の
眺

望
。人
と
文
化
の
往
来
と
し
て
の
街
道
筋
。

指
定
等
文
化
財
：
盛
岡
城
跡
、石
割
ザ
ク
ラ
等
々

未
指
定
文
化
財
：
外
曲
輪
跡
、遠
曲
輪
跡
、

　
　
　
　
　
石
切
丁
場
遺
跡
、南
部
家
墓
所
等
々

［
博
物
館
・
資
料
館
］

岩
手
県
立
博
物
館
、盛
岡
市
遺
跡
の
学
び
館
、

も
り
お
か
歴
史
文
化
館（
平
成
23
年
7
月
開
館
予
定
）

◆
県
都
盛
岡
の
発
展

［
概
要
］

重
要
文
化

財
旧
盛
岡

銀
行
本
店

本
館
及
び

旧
九
十
銀

行
本
店
本
館
を
中
核
に
、近
代
和
風
建
築
物
、洋

風
建
築
物
や
、
旧
陸
軍
施
設
、
上
水
道
施
設
、
発

電
施
設
等
、
近
代
の
盛
岡
市
の
発
展
に
係
る
文

化
財
で
構
成
す
る
。

［
構
成
文
化
財
］

指
定
文
化
財
：
旧
盛
岡
銀
行
本
店
本
館
、

　
　
　
　
　
　
旧
第
九
十
銀
行
本
店
本
館
等
々

未
指
定
文
化
財
：

　
　
旧
覆
練
兵
場
、旧
南
部
家
別
邸
、

　
　
盛
岡
信
用
金
庫
本
店
等
々

［
博
物
館
・
資
料
館
］

岩
手
県
立
博
物
館
、も
り
お
か
歴
史
文
化
館

（
平
成
23
年
7
月
開
館
予
定
） 、
原
敬
記
念
館
、

盛
岡
市
先
人
記
念
館
、石
川
啄
木
記
念
館
、

も
り
お
か
啄
木
・
賢
治
青
春
館

◆
商
家
と
街
道
筋
の
暮
ら
し

◆
農
業
の
発
達
と
農
村
文
化

◆
山
里
の
景
観
と
信
仰
・
生
活
（
玉
山
地
域
）

◆
山
里
の
景
観
と
信
仰
・
生
活
（
大
ケ
生
地
域
）

7
67

1
2

43

(1
)

11
13

18
1

27
1

9

(2
)

（
平
成
23
年
1月
1日
現
在
）

指

　
定

　
等

建 築 物

書 籍 ・ 古 文 書

有 形
無 形

史 跡

天 然 記 念 物

合

　
計

絵 画 ・ 彫 刻 ・ 工 芸

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

都
道
府
県

国
(重
文
)

国
(登
録
等
)

盛
岡
市
は
，
岩
手
県
の
内
陸
部
，
北
上
盆
地
北
部
に
位

自
 然

盛
岡
市
に
は
、
旧
石
器
時
代
末
以
後
の
、
人
々
の
生
活

歴
 史

一
次
産
業
が
0
.4
％
、
第
二
次
産
業
が
1
3
.4
％
、
第
三

産
 業

 等

盛
岡
市
に
は
国
、
県
、
市
の
指
定
文
化
財
が
2
6
5
件
1
,5
2
8
点
存
在
し
ま
す
。
内
容
は
国
史
跡
の
志
波
城
跡
、
盛
岡
城

跡
を
は
じ
め
、
重
要
文
化
財
の
縄
文
土
器
や
土
偶
、
仏
像
、
近
世
、
近
代
の
建
造
物
。
道
標
や
供
養
塔
、
絵
馬
な
ど
の
有

形
民
俗
文
化
財
。
剣
舞
や
神
楽
、
さ
ん
さ
踊
り
な
ど
の
無
形
民
俗
文
化
財
。
石
割
ザ
ク
ラ
等
の
天
然
記
念
物
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

◆
史
跡
や
埋
蔵
文
化
財
以
外
の
文
化
財

　
と
博
物
館
施
設
等
と
の
関
連
づ
け
の

　
強
化

◆
市
町
村
合
併
に
伴
う
、
市
内
文
化
財

　
相
互
の
関
連
性
や
背
景
、
周
辺
環
境

　
を
含
め
た
総
合
調
査

◆
都
市
、
農
村
景
観
や
観
光
行
政
な
ど

　
と
連
携
し
た
、
文
化
財
を
活
か
し
た

　
ま
ち
づ
く
り
の
模
索

文
化
財
の
概
要

◆
史
跡
や
埋
蔵
文
化
財
以
外
の
文
化
財

課
 題

高
岡
御
車
祭

◆
目

的
盛
岡
市
の
歴
史
性
と
地
域
性
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
、文
化
財
の
総
合
的
把
握
を
行
い
、文
化
財
全
体
の

保
存
活
用
と
、文
化
財
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
、地

域
づ
く
り
を
目
指
す
た
め
、
歴
史
文
化
基
本
構
想
を

策
定
し
ま
す
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

（
１
）
既
存
の
文
化
財
調
査
結
果
を
再
整
理
し
、
調
査

不
足
の
分
野
の
充
実
を
図
り
、全
体
を
整
理
し
ま
す
。

（
２
）
地
域
の
特
徴
を
表
す
歴
史
テ
ー
マ
（
①
盛
岡
城

と
城
下
町
、②
商
家
と
街
道
筋
の
暮
ら
し
、③
県
都
盛

岡
の
発
展
、④
農
業
の
発
達
と
農
村
文
化
、⑤
縄
文
時

代
遺
跡
群
と
厨
川
城
跡
、⑥
山
里
の
景
観
と
信
仰
・

生
活
）を
設
定
し
、
そ
れ
に
関
連
す
る
文
化
財
の
調
査

を
実
施
し
ま
す
。

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］
盛
岡
の
歴
史
性
や
地
域
性
を
よ
く
表
す

文
化
財
と
、関
連
す
る
文
化
財
を
一
体
的
に
保
存
し
活

用
を
図
り
ま
す
。

［
構
成
］①
名
称
、②
解
説
、③
主
な
構
成
文
化
財
、④
博

物
館
・
資
料
館

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］
盛
岡
市
の
歴
史
と
地
域
性
を
語
る
上
で
重
要

で
あ
り
、
後
世
に
確
実
に
伝
え
る
た
め
、
関
連
文
化
財

群
の
内
容
を
明
確
に
し
、
保
存
活
用
（
管
理
）
計
画
を

策
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

［
計
画
項
目
］①
保
存
と
継
承
の
基
本
方
針
、②
文
化
財

の
周
知
の
た
め
の
基
本
方
針
、③
活
用
と
管
理
の
た
め

の
基
本
方
針

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］関
連
文
化
財
群
や
指
定
文
化
財
、
登
録
文

化
財
、
及
び
博
物
館
施
設
、
保
存
建
造
物
、
保
護
庭
園
、

文
化
財
や
歴
史
遺
産
の
等
の
歴
史
文
化
（
文
化
財
）
の

集
積
度
が
高
い
地
域
を
、歴
史
文
化
保
存
活
用
区
域
と

設
定
。市
特
有
の
歴
史
や
文
化
、
歴
史
遺
産
を
一
体
的

に
包
含
す
る
区
域
と
し
て
守
り
、育
て
て
い
き
ま
す
。

［
構
成
］①
区
域
の
設
定

　
　
　
②
保
存
活
用
計
画
　
　

盛
岡
城
本
丸
跡

旧
盛
岡
銀
行
本
店
本
館

安
倍
館
遺
跡
航
空
写
真

記 録 作 成 処 置

登 録 有 形 文 化 財

1
31

2
2

1
9
2

56
7

1

6
6

3
1

2
5

24
1

3
1

4

人
口
／
2
9
5
,6
1
3
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]

77

「歴史文化基本構想」策定ハンドブック 
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 

 



考 古 ・ 歴 史 資 料

◆
平
野
部

～
豊
か
な
自
然
に
開
か
れ
た
地
域
～

■
羽
州
街
道
関
連
文
化
財
群

■
米
代
川
農
村
地
域
関
連
文
化
財
群

秋
田

県
北

部
を

流
れ

る

“
杉

か
お

る
清

き
流

れ
”

の
米

代
川

。 
川

の
流

域

で
は

稲

作
が

発
達

し
、現

代
に

つ
な

が

る
道

具
や

水
に

ま
つ

わ
る

文

化
が

流
域

の
人

々
の

暮
ら

し

を
潤

し
て

き
ま

し
た

。

■
国
指
定
史
跡
伊
勢
堂
岱
遺
跡
と
縄
文
遺
跡
群

■
阿
仁
川
・
小
阿
仁
川
農
村
関
連
文
化
財
群

■
駒
踊
り
等
民
俗
芸
能
関
連
文
化
財
群

山
間
部
　

～
自
然
・
天
然
資
源
に
恵
ま
れ
た
地
域
～

■
鉱
山
関
連
文
化
財
群

■
秋
田
杉
関
連
文
化
財
群

秋
田

杉
は

古
く

は
秋

田
城

や
仏

田
柵

、
胡

桃
館

埋
没

建
物

な
ど

に
利

用
さ

れ
て

い
ま

し
た

。豊

臣
秀

吉
が

伏
見

城
を

築
く

た
め

に
、

時
の

藩

主
、

秋
田

城
之

介
実

季
に

用
材

献
上

方
を

命

じ
、

そ
の

後
江

戸
城

増
築

な
ど

、
こ

と
あ

る
ご

と
に

運
上

方
を

頼

ま
れ

ま
し

た
。ま

た
、

鉱
山

が
最

盛

期
を

迎
え

、
周

辺

の
木

も
伐

採
さ

れ

て
い

き
ま

し
た

。

そ
の

結
果

、
か

つ

て
は

全
域

に
生

息

し
て

い
た

秋

田
杉

も
乱

伐

な
ど

に
よ

り

荒
廃

し
て

い

き
ま

し
た

。

そ
の

後
、

明
治

初
期

に
秋

田

大
林

区
署

（
後

の
秋

田
営

林

局
）

に
よ

り
国

有
林

と
し

て

保
護

・
管

理
さ

れ
、

原
生

林
の

残
る

桃
洞

・
佐

渡
ス

ギ
は

国
の

天
然

記
念

物
に

指
定

さ
れ

ま

し
た

。現
在

は
市

内
に

点
在

す
る

人
工

林
も

含

め
、

現
代

に
至

る
秋

田
杉

の
利

用
の

歴
史

を
伝

え
る

景
観

を
保

存
す

る
た

め
、

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

■
マ
タ
ギ
関
連
文
化
財
群

北
秋

田
市

の

山
間

部
、

根

子
地

域
。

周

囲
を

山
々

に

囲
ま

れ
た

集

落
に

は
、

マ
タ

ギ
に

代
表

さ
れ

る
狩

猟
・

採

集
活

動
や

、
番

楽
と

い
っ

た
民

俗
芸

能
な

ど
、

綿
々

と
受

け
継

が
れ

た
自

然
と

共
生

す

る
生

活
様

式
が

今
も

な
お

、
色

濃
く

遺
さ

れ

て
い

ま
す

。
今

後
も

山
間

集
落

と
し

て
の

生

活
や

、
番

楽
を

保
存

す
る

地
域

と
し

て
、

交

流
・

公
開

を
進

め
て

い
く

た
め

、
保

存
活

用

計
画

が
策

定

さ
れ

ま
し

た
。

北
秋

田
市

は
、

秋
田

県
の

北
部

中
央

に
位

置
し

ま
す

。
米

代
川

中
流

域
に

拓
け

た
鷹

巣
盆

地
を

中
心

に
、

そ
の

支
流

で
あ

る
阿

仁
川

や
小

阿
仁

川
等

の
流

域
に

市
街

地
や

集
落

が
点

在
し

て
い

ま
す

。
南

部
に

は
森

吉
山

を
主

峰
と

す
る

山
間

部
が

あ
り

、
市

域
の

約
8

4
％

以
上

を
林

野
が

占
め

て
い

ま
す

。
阿

仁
川

、
小

阿
仁

川
、

米
代

川
は

木
材

、
鉱

物
、

農
産

物
等

の
流

通
を

助
け

ま
し

た
。

北
部

の
平

野
部

に
は

農
地

が
拓

か
れ

る
と

と
も

に
、

流
通

の
要

所
と

し
て

産
物

が
集

積
さ

れ
る

条
件

を
満

た
し

て
き

ま
し

た
。

気
候

は
年

較
差

が
激

し
く

、
冬

季
は

山
間

部
に

最
深

積
雪

平
均

1
8

4
ｃ

ｍ
の

豪
雪

を
も

た
ら

す
一

方
で

、
オ

オ
シ

ラ
ビ

ソ
群

落
に

樹
氷

を
形

成
し

、
夏

季
に

は
河

川
、

農
地

の
水

量
を

保
障

し
て

い
ま

す
。

北
部

の
平

野
部

に
突

出
し

た
舌

状
台

地
に

大
小

4
つ

の
環

状
列

石
を

配
す

る
「

伊
勢

堂
岱

遺
跡

」
に

代
表

さ
れ

る
遺

跡
は

、
旧

石
器

か
ら

縄
文

時
代

に
は

市
域

全
域

に
わ

た
り

先
人

が
定

住
し

、
日

本
海

や
米

代
川

を
通

じ
て

北
海

道
か

ら
中

日
本

各
地

と
交

流
し

て
い

た
こ

と
を

物
語

り
ま

す
。

「
胡

桃
館

遺
跡

」
は

平
安

時
代

に
は

農
地

が
拓

け
て

い
た

こ
と

を
示

す
遺

跡
で

す
。

中
世

か
ら

近
世

に
か

け
て

「
綴

子
の

大
太

鼓
」

「
獅

子
踊

り
・

駒
踊

り
」

「
番

楽
」

「
猿

倉
人

形
」

「
万

灯
火

」
等

の
民

俗

芸
能

が
各

地
で

定
着

し
て

い
く

様
か

ら
、

こ
の

時
代

の
人

口
増

加
、

ひ
い

て
は

食
料

生
産

力
の

高
さ

が
見

て
と

れ
ま

す
。

近
世

に
は

、
羽

州
街

道
、

阿
仁

街
道

、
五

城
目

街
道

等
の

整
備

に
よ

り
街

道
筋

の
宿

場
が

発
達

。
「

阿
仁

鉱
山

」
「

秋
田

杉
」

等
の

米
代

川
、

阿
仁

川
流

域
の

資
源

開
発

に
よ

り
、

河
川

流
通

も
発

達
し

、
街

道
流

通
と

併
せ

て
産

物
、

技
術

、
知

識
等

が
集

積
さ

れ
て

い
き

ま
し

た
。

ま
た

、
「

八
ヶ

村
堰

」
等

水
路

整
備

・
農

地
整

備
に

よ
る

生
産

性
の

向
上

が
、

こ
れ

ら
流

通
と

資
源

開
発

を
支

え
た

こ
と

が
う

か
が

え
ま

す
。

ま
た

秋
田

藩
は

「
御

留
山

」
「

御
札

山
」

等
に

よ
り

、
秋

田
杉

等
の

建
材

、
雑

木
等

の
薪

炭
材

の
計

画
的

生
産

を
図

り
、

近
現

代
を

通
じ

て
阿

仁
鉱

山
の

操
業

を
支

え
る

こ
と

と
な

り
ま

し
た

。
さ

ら
に

、
積

雪
期

を
中

心
に

行
わ

れ
た

「
マ

タ
ギ

」
と

呼
ば

れ
る

狩
猟

活
動

は
、

近
現

代
の

戦
前

・
戦

中
に

か
け

て
日

本
海

側
多

雪
地

域
へ

伝
え

ら
れ

ま
し

た
。

戦
後

の
高

度
経

済
成

長
期

、
都

市
部

へ
人

口
が

集
中

す
る

一
方

で
、

鉱
山

等
の

資
源

開
発

に
支

え
ら

れ
た

産
業

は
低

迷
し

、
農

林
業

も
そ

の
就

業
人

口
に

お
い

て
急

速
に

減
少

し
ま

し
た

。
一

時
、

製
造

業
・

建
設

業
で

の
就

業
人

口
改

善
が

み
ら

れ
た

も
の

の
、

バ
ブ

ル
経

済
崩

壊
後

、
縮

小
傾

向
に

あ
り

、
現

在
は

サ
ー

ビ
ス

業
等

の
第

3
次

産
業

が
増

加
傾

向
を

示
し

て
い

ま
す

。

秋
田

県
北

秋
田

市
人

口
／

3
7

,0
0

0
人

［
平

成
2

2
年

9
月

］

市
の

概
要

関
連
文
化
財
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
文

化
財

を
軸

に
、

地
域

の
歴

史
的

・
地

理
的

特
性

に
つ

い
て

総
合

的
に

把
握

す
る

こ
と

で
、

わ
れ

わ
れ

の
存

立
を

物
語

る
歴

史
文

化
を

市
民

で
共

有
し

、
地

域
の

発
展

に
有

用
な

資
産

と
し

て
市

民
生

活
や

経
済

活
動

の
中

で
機

能
で

き
る

地
域

づ
く

り
を

目
指

す
た

め
の

方
針

を
策

定
す

る
こ

と
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

「
文

化
財

類
型

調
査

」「
暮

ら
し

の
暦

聞
き

取
り

調
査

」を
実

施
し

整
理

分
析

を
行

い
ま

し
た

。

◆
関

連
文

化
財

に
つ

い
て

［
設
定
す
る
目
的
］

文
化

財
を

通
し

て
地

域
の

歴
史

文
化

を
理

解
し

や
す

く
す

る
と

と
も

に
、文

化
財

を
よ

り
身

近
な

存
在

と
し

て
日

常
の

中
で

継
承

し
て

い
く

土
壌

の
醸

成
が

目
的

で
す

。

［
構
成
］①

名
称

、②
物

語
、③

関
連

す
る

文
化

財
と

そ
の

関
連

性
・

価
値

、④
関

連
す

る
文

化
財

の
分

布
→

④
代

表
さ

れ
る

景
観

と
そ

の
関

連
性

、⑤
関

連
す

る
文

化
財

の
分

布

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］

既
存

の
文

化
財

保
護

制
度

で
は

見
落

と
さ

れ
が

ち
な

文
化

財
を

、
関

連
文

化
財

群
と

し
て

捉
え

直
す

こ
と

に
よ

り
新

た
な

価
値

を
見

出
し

た
結

果
と

し
て

把
握

さ
れ

た
文

化
財

群
に

つ
い

て
、

文
化

財
そ

の
も

の
の

保
存

管
理

は
も

ち
ろ

ん
、

文
化

財
相

互
の

関
係

性
や

周
辺

環
境

と
の

関
係

性
を

重
視

、
連

動
し

た
多

様
な

保
存

・
活

用
を

具
体

化
す

る
こ

と
を

目
的

に
保

存
管

理
計

画
を

策
定

し
ま

す
。 

［
計
画
の
項
目
］①

全
体

計
画

、②
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用

③
ま

ち
づ

く
り

に
お

け
る

役
割

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］関

連
文

化
財

群
が

、
周

辺
の

景
観

や
生

活
等

と
一

体
的

な
保

存
も

し
く

は
再

構
築

が
必

要
な

区
域

、
関

連
文

化
財

が
一

定
の

範
囲

内
に

高
密

度
に

集
積

さ
れ

る
区

域
に

つ
い

て
は

、歴
史

文
化

保
存

活
用

区
域

を
設

定
し

、保
存

活
用

を
図

り
ま

す
。

［
構
成
］

　
◆

区
域

の
概

要
と

保
存

理
念

　
◆

核
と

な
る

文
化

財
も

し
く

は
関

連
文

化
財

群
の

保
存

　
　

活
用

計
画

の
整

備
：

核
心

地
区

等
　

◆
現

況
を

保
存

す
る

地
区

、景
観

を
保

存
す

る
地

区
等

　
　

一
体

的
に

保
存

す
る

地
区

の
設

定
　

◆
市

民
や

来
訪

者
に

歴
史

文
化

を
伝

え
る

地
区

、施
設

等
　

　
一

体
的

に
活

用
す

る
地

区
の

設
定

　
◆

市
民

、専
門

家
、行

政
の

協
働

に
よ

る
実

行
体

制
の

整
備

　
◆

区
域

内
の

関
連

施
策

の
連

動

３
３

11
16

15
1

71
16 １

２
１

２
2

1
9

１
１

２
1

1
9

（
平
成
22
年
９
月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

国

北
秋

田
市

は
、

秋
田

県
の

北
部

中
央

に
位

置
し

ま
す

。

自
 然

北
部

の
平

野
部

に
突

出
し

た
舌

状
台

地
に

大
小

4
つ

の

歴
 史

戦
後

の
高

度
経

済
成

長
期

、
都

市
部

へ
人

口
が

集
中

す

社
会

的
特

性

「
鷹

巣
地

区
に

は
近

世
文

化
財

が
多

く
無

形
民

俗
が

少
な

い
」

「
合

川
地

区
に

は
記

念
物

が
少

な
い

」
「

森
吉

、
阿

仁
地

区
に

は
書

籍
等

有
形

文
化

財
が

少
な

く
、

阿
仁

地
区

に
お

い
て

は
近

世
に

お
け

る
鉱

山
に

か
か

わ
る

文
化

財
が

多
い

」
等

、
文

化
財

指
定

の
取

り
組

み
に

は
、

合
併

前
の

各
地

区
の

力
点

に
特

徴
が

見
ら

れ
ま

す
。

◆
合

併
に

伴
う

旧
地

区
単

位
で

の
文

化
　

財
指

定
類

型
、

指
定

数
の

偏
り

◆
文

化
財

相
互

関
連

性
の

総
合

的
な

価
　

値
を

見
出

す
に

い
た

っ
て

い
な

い
◆

市
民

生
活

と
文

化
財

と
の

関
連

付
け

　
に

よ
る

地
域

の
歴

史
文

化
の

総
体

的
　

把
握

が
な

さ
れ

て
い

な
い

◆
文

化
財

、
周

辺
環

境
、

市
民

生
活

が
　

一
体

を
な

し
た

文
化

財
保

護
、

景
観

　
保

護
、

地
域

づ
く

り

文
化

財
の

概
要

◆
合

併
に

伴
う

旧
地

区
単

位
で

の
文

化

課
 題

2
分
類
7
地
域
8
関
連
文
化
財
群

s

記 録 選 択

2
5
１

9 (1
)

鷹
巣
地
区
民
具

桃
洞
・
佐
渡
ス
ギ
原
生
林

黒
森
上
堰

森
林
軌
道
橋
脚

森
林
軌
道
隊
道

根
子
番
楽

マ
タ
ギ
猟

人
口
／
3
5
,3
9
7
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]
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０
０

０
０

０

尾
瀬
を
水
源
と
す
る
阿
賀
野
川
水
系
只
見
川
沿
岸
に
拓

け
た
町
で
、
只
見
川
が
作
り
上
げ
た
河
岸
段
丘
と
そ
の

支
流
で
あ
る
大
谷
川
、
滝
谷
川
沿
い
に
1
6
の
集
落
が

あ
り
ま
す
。
只
見
川
沿
岸
は
只
見
柳
津
県
立
自
然
公
園

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
南
部
に
は
広
大
な
ブ
ナ
林
が

広
が
る
志
津
倉
山
が
位
置
し
、
奥
会
津
森
林
生
態
系
保

護
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
気
候
は
日
本
海
性
気

候
に
属
し
て
お
り
、
冬
期
間
は
積
雪
が
1
.5
ｍ
～
２
ｍ

に
達
し
、
特
別
豪
雪
地
帯
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
土
壌

は
、
隣
町
の
金
山
町
に
あ
る
沼
沢
山
が
約
5
,2
0
0
年
前

に
噴
火
し
た
際
に
降
り
積
も
っ
た
火
山
灰
が
堆
積
し
て

で
き
た
強
い
酸
性
の
土
壌
で
す
。

三
島
町
で
は
、
約
8
,0
0
0
年
前
と
さ
れ
る
佐
渡
畑
遺
跡

か
ら
常
世
式
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
頃
よ
り
住

民
の
暮
ら
し
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
町
の
遺
跡

の
中
で
4
8
ヶ
所
中
1
9
ヶ
所
が
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
あ

り
、
特
に
縄
文
時
代
晩
期
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て

（
約
2
,4
0
0
年
前
）
の
荒
屋
敷
遺
跡
か
ら
は
繊
維
製
品

や
木
製
品
及
び
漆
製
品
が
多
量
に
出
土
し
、
当
時
の
暮

ら
し
と
漆
や
も
の
づ
く
り
の
文
化
が
明
ら
か
と
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
以
降
、
中
世
に
入
る
と
、
舘
跡
や
社
寺
な

ど
の
遺
跡
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
特
に
中
世
期
か
ら
近

世
に
か
け
て
の
支
配
は
会
津
若
松
の
蘆
名
氏
、
上
杉

氏
、
天
領
と
し
て
の
幕
府
直
轄
な
ど
の
変
遷
を
経
て
い

ま
す
が
、
横
田
の
山
ノ
内
氏
の
居
城
と
し
て
残
さ
れ
た

も
の
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
交
通
の
要

所
と
な
る
滝
谷
は
宿
場
町
と
し
て
、
西
方
は
城
下
町
と

し
て
栄
え
ま
し
た
。
明
治
期
以
降
、
会
津
桐
の
栽
培
が

育
苗
法
の
普
及
に
よ
り
著
し
く
増
加
し
、
桐
丸
太
、
桐

下
駄
の
生
産
が
飛
躍
的
に
増
加
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら

会
津
桐
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
三
島
町
は
桐
の
里
の
名
称

で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
戦
中
・
戦
後
の
国
策

と
し
て
進
め
ら
れ
た
只
見
川
電
源
開
発
に
よ
り
宮
下
を

中
心
に
急
速
に
発
展
し
、
奥
会
津
の
政
治
・
経
済
・
交

易
の
中
核
地
と
な
り
ま
し
た
。

宮
下
は
Ｊ
Ｒ
会
津
宮
下
駅
や
県
関
係
施
設
、
県
立
病
院

な
ど
交
通
、
商
業
、
行
政
、
医
療
な
ど
の
中
心
地
と
し

て
栄
え
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
集
落
は
近
世
よ
り
続
く

古
い
た
た
ず
ま
い
を
残
し
、
集
落
同
士
の
つ
な
が
り
を

大
切
に
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
ま
す
。
そ
の
特
性
が
産

業
に
も
影
響
し
、
宮
下
以
外
の
集
落
で
は
兼
業
農
家
が

多
い
で
す
。
昭
和
4
9
年
に
全
国
に
先
駆
け
て
「
ふ
る
さ

と
運
動
」
を
提
唱
し
、
観
光
に
注
目
し
た
ま
ち
づ
く
り

思
想
の
確
立
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
運
動
か
ら
、

第
三
次
三
島
町
振
興
計
画
（
平
成
1
3
年
度
～
2
2
年
度
）

の
シ
ン
ボ
ル
事
業
｢エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構
想
」
を
実

践
し
て
き
ま
し
た
。

福
島
県
三
島
町

人
口
／
2
,0
3
3
人

［
平
成
2
2
年
1
0
月
］

市
の
概
要

も
の
が
た
り
(関
連
文
化
財
群
）
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
こ
れ
か
ら
を
生
き
抜
き
、
地
域
の
歴
史
と
文
化
を

活
か
し
な
が
ら
、
集
落
・
地
域
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
誇
り
と
絆
を
維
持
し
再
生
を
図
り
、
暮
ら
し
の

中
で
文
化
財
を
保
存
・
継
承
し
て
い
く
た
め
の

方
針
で
す
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

地
域
と
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
を
主
人
公
と
し
、
文

化
を
活
か
し
た
物
語
を
引
き
出
し
、
活
用
し
な
が

ら
保
存
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て
［
設
定
す
る
目
的
］
町
全
体
や
集
落
に
住
む
人
々

の
歴
史
や
文
化
等
か
ら
掘
り
起
こ
さ
れ
る
も
の
が

た
り
、
暮
ら
し
に
根
差
し
た
も
の
が
た
り
を
関
連

文
化
財
群
の
テ
ー
マ
と
し
て
設
定
し
ま
す
。住
む

人
々
に
と
っ
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
地
域
へ

の
誇
り
、心
の
拠
り
所
と
し
て
発
信
し
ま
す
。

［
構
成
］①
テ
ー
マ
名
、②
も
の
が
た
り
（
関
連
文

化
財
群
）、
③
関
連
す
る
歴
史
・
文
化
、④
関
連
す

る
文
化
財
、⑤
関
連
す
る
地
域
・
集
落
・
施
設
、

⑥
展
開
イ
メ
ー
ジ
、⑦
そ
の
他
関
連
事
項
、⑧
関

連
資
料
、⑨
関
連
地
図

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］歴
史
文
化
基
本
構
想
の
も
の
が
た
り（
関

連
文
化
財
群
）
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い

く
た
め
の
基
本
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

［
計
画
の
項
目
］

　
①
本
計
画
の
目
的

②
歴
史
ま
ち
づ
く
り
の
テ
ー
マ
と
重
点

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

③
計
画
の
進
め
方

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］
も
の
が
た
り
（
関
連
文
化
財
群
）
の

設
定
に
応
じ
て
落
と
し
込
ま
れ
た
歴
史
や
文
化
、

文
化
財
の
範
囲
を
保
存
活
用
区
域
と
し
て
設
定

し
ま
す
。一
方
で
、
最
小
限
の
単
位
で
あ
る
1
6

の
集
落
も
保
存
活
用
と
し
て
設
定
し
ま
す
。

◆
荒
屋
敷
遺
跡

縄
文
時
代
晩
期
（
2,
40
0
年
前
）～
や
良
い
時

代
初
期
に
か
け
て
の
遺
跡
で
あ
る
荒
屋
敷
遺

跡
は
木
製
品
、
繊
維
製
品
及
び
漆
製
品
が
多
量

に
出
土
し
、
縄
文
系
と
弥
生
系
の
転
換
期
を
示

す
全
国
的
に
も
き
わ
め
て
重
要
な
遺
跡
と
位

置
づ
け
ら
れ
ま
す
。遺
跡
よ
り
出
土
し
た
製
品

か
ら
は
、
三
島
町
が
続
け
て
い
る
生
活
工
芸
運

動
へ
の
つ
な
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
編
組
品
が

多
数
出
土
し
て
い
る
。そ
れ
は
、
今
の
時
代
に

手
技
を
す
る
人
た
ち
が
、2
,4
00
年
前
の
縄
文

人
達
が
し

て
い
た
仕

事
を
続
け

て
い
る
と

言
え
ま
す
。

◆
漆
文
化

日
本
の
漆
文
化
は
9,
00
0
年
の
歴
史
を
持
り

ま
す
。縄
文
時
代
で
そ
の
漆
の
技
術
は
確
立
さ

れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
出
そ
ろ
っ
て
い
る
と
言

え
ま
す
。塗
料
の
中
で「
漆
文
化
」と
い
う
よ
う

に
文
化
を
つ
け
る
の
は
、
世
界
中
で
日
本
の
漆

だ
け
で
す
。ま
た
、
漆
を
英
語
で「
Ja
pa
n」
と

言
い
、
私
た
ち
日
本
人
の
身
の
回
り
の
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
塗
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

◆
漆
と
精
神
文
化

漆
は
日
本
人
の
精
神
文
化
の
成
り
立
ち
に
非

常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
来
ま
し
た
。特

に
縄
文
時
代
の
信
仰
で
は
、
祭
具
に
塗
ら
れ
て

い
ま
す
。そ
の
色
は「
赤
」。
赤
は
火
の
色
、
血
の

色
、循
環
し
て
蘇
る
太
陽
の
色
と
し
て
、復
活
・

再
生
の
シ
ン
ボ
ル
と
言
う
意
味
を
持
ち
ま
す
。

ま
た
、
縄
文
人
は
か
ぶ
れ
を
引
き
起
こ
す
漆
を

恐
れ
、
ま
た
、
縄
文
人
は
か
ぶ
れ
を
引
き
起
こ

す
漆
を
恐
れ
、
破
邪
あ
る
い
は
魔
除
け
と
し
て

意
味
を
持
た
せ
て
い
ま
し
た
。

1
１

８
０

０
０

０
０

３
０

０
13

１
０

０
33

０
０

０
０

０
34

０
０

１
０

０
０

０
０

１

（
平
成
22
年
4月
1日
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

国

尾
瀬
を
水
源
と
す
る
阿
賀
野
川
水
系
只
見
川
沿
岸
に
拓

自
 然

三
島
町
で
は
、
約
8
,0
0
0
年
前
と
さ
れ
る
佐
渡
畑
遺
跡

歴
 史

宮
下
は
Ｊ
Ｒ
会
津
宮
下
駅
や
県
関
係
施
設
、
県
立
病
院

産
 業

 等

国
指
定
の
「
三
島
の
サ
イ
ノ
カ
ミ
」
な
ど
、
地
域
住
民
が
暮
ら
し
の
中
で
守
り
伝
え
て
き
た
無
形
民
俗
文
化
財
を
中

心
に
保
護
し
て
き
ま
し
た
。
若
水
汲
み
や
若
木
迎
え
な
ど
の
初
春
の
行
事
な
ど
は
「
三
島
町
の
年
中
行
事
」
と
し
て

県
の
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
独
自
の
「
地
区
プ
ラ
イ
ド
運
動
」
も
実
施
。
指
定
文
化
財
と
は
別
に
地

区
ご
と
の
地
区
の
誇
り
と
な
る
年
中
行
事
等
、
守
る
べ
き
も
の
を
指
定
し
て
き
て
い
ま
す
。

◆
町
独
自
の
地
区
プ
ラ
イ
ド
の
保
護
の

　
在
り
方
、
継
続
性
な
ど
の
検
討

◆
少
子
高
齢
化
に
よ
り
継
続
で
き
な
く

　
な
っ
た
年
中
行
事
に
つ
い
て
の
支
援

　
や
検
討
が
不
十
分

◆
未
指
定
で
も
価
値
あ
る
文
化
財
に
対

　
し
て
の
町
文
化
財
へ
の
指
定
件
数
の

　
少
な
さ
、
保
存
や
活
用
に
対
し
て
の

　
意
識
の
薄
さ

文
化
財
の
概
要

◆
町
独
自
の
地
区
プ
ラ
イ
ド
の
保
護
の

課
 題

荒
屋
敷
遺
跡
か
ら
続
く
編
み
組
・
漆
文
化

s

赤
漆
塗
り
糸
玉

土
偶
　
正
面

奥
会
津
編
み
組
細
工

漆
製
品

も
の
づ
く
り
風
景

人
口
／
1
,8
6
4
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 

 



無 形 文 化 財

足
利
市
は
北
に
足
尾
山
塊
か
ら
連
な
る
山
並
み
、
南
に
は

東
京
湾
ま
で
関
東
平
野
が
広
が
り
、
足
尾
峡
谷
を
源
と
す

る
渡
良
瀬
川
が
足
利
の
中
央
部
を
西
か
ら
東
に
貫
い
て
い

ま
す
。
起
伏
に
富
ん
だ
山
稜
は
高
低
差
が
あ
り
、
信
仰
の

対
象
と
し
て
、
神
仏
が
祀
ら
れ
、
戦
国
の
世
に
は
監
視
・

要
害
の
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
渡
良
瀬
川
は
時
に
氾

濫
・
洪
水
に
よ
り
人
々
の
生
活
を
脅
か
し
ま
し
た
が
、
豊

か
な
恵
み
も
も
た
ら
し
ま
し
た
。
集
落
は
渡
良
瀬
川
に
注

が
れ
る
中
小
河
川
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
谷
地
や
、
平
野
に

点
々
と
続
く
台
地
上
に
営
ま
れ
、
低
地
は
古
代
か
ら
の
条

里
制
に
よ
り
開
発
さ
れ
、
耕
作
地
と
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
近
年
は
麦
と
米
の
二
毛
作
が
行
わ
れ
、
初
夏
に
は
麦

秋
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

足
利
は
そ
の
地
理
的
環
境
か
ら
古
墳
時
代
以
来
交
通
の
要

衝
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
数
多
い
古
墳
が
築
か
れ
た
の
は

そ
の
証
と
い
え
ま
す
。
古
代
律
令
制
の
も
と
で
は
足
利

郡
、
梁
田
郡
と
な
り
足
利
郡
に
は
東
山
道
の
駅
家
が
置
か

れ
ま
し
た
。
平
安
時
代
後
期
、
足
利
は
源
姓
、
藤
原
姓
二

つ
の
足
利
氏
に
領
有
さ
れ
ま
し
た
が
、
源
平
の
争
い
で
藤

原
姓
足
利
氏
が
没
落
し
た
こ
と
に
よ
り
、
源
姓
足
利
氏
の

支
配
と
な
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
初
期
に
は
源
姓
足
利
氏
2

代
目
の
義
兼
は
館
を
足
利
の
中
心
に
構
え
、
新
し
い
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
ま
し
た
。
足
利
氏
は
そ
の
後
尊
氏
の
代
に

室
町
幕
府
を
開
き
将
軍
の
地
位
を
得
、
足
利
は
足
利
氏
父

祖
の
地
と
し
て
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
創
設
に
諸
説

あ
る
足
利
学
校
は
室
町
時
代
、
上
杉
憲
実
に
よ
り
再
興
さ

れ
、
戦
国
時
代
に
は
学
徒
三
千
人
を
集
め
る
学
校
と
し
て

西
洋
に
ま
で
喧
伝
さ
れ
ま
し
た
。
後
に
上
杉
氏
の
家
宰
で

あ
っ
た
長
尾
氏
が
足
利
の
代
官
と
な
る
と
足
利
学
校
を
現

在
地
に
移
設
し
ま
す
。
長
尾
氏
は
戦
国
大
名
へ
と
成
長

し
、
足
利
城
を
本
城
と
す
る
本
城
支
城
体
制
を
整
え
ま
し

た
。
近
世
に
は
新
た
に
日
光
例
幣
使
道
が
整
備
さ
れ
、
江

戸
を
往
復
す
る
河
岸
も
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
宝
永
以
降
、

戸
田
氏
に
よ
る
足
利
藩
支
配
と
な
り
、
足
利
の
中
心
部
に

陣
屋
が
置
か
れ
ま
し
た
。
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
は
古
代

か
ら
の
伝
統
で
あ
る
織
物
が
産
業
と
し
て
隆
盛
し
、
昭
和

初
期
に
か
け
て
日
本
一
の
銘
仙
生
産
地
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
背
景
に
織
物
関
連
工
場
や
橋
な
ど
が
造
ら
れ
、
近

代
化
遺
産
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

足
利
で
は
、
織
物
産
業
が
古
代
以
来
の
伝
統
産
業
で
し
た
。

昭
和
に
な
る
と
足
利
銘
仙
の
生
産
が
盛
ん
と
な
り
ま
し
た
。

戦
後
、
繊
維
産
業
の
中
心
は
ト
リ
コ
ッ
ト
産
業
へ
と
移
行

し
、
昭
和
30
年
代
後
半
に
は
全
国
で
も
指
折
り
の
産
地
と

な
り
ま
し
た
。
や
が
て
、
海
外
進
出
に
よ
る
繊
維
産
業
の
減

少
に
伴
い
、
現
在
は
ゴ
ム
・
電
気
・
金
属
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
品
の
製
造
等
分
野
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
足
利
に

お
け
る
文
化
財
保
護
の
萌
芽
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て

の
鑁
阿
寺
、
足
利
学
校
の
保
護
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

民
間
人
（
旧
足
利
藩
士
や
町
の
旦
那
衆
）
の
努
力
に
よ
り
守

ら
れ
ま
し
た
。

栃
木
県
足
利
市

人
口
／
1
5
4
,4
4
9
人

［
平
成
2
2
年
1
1
月
］

市
の
概
要

ス
ト
ー
リ
ー
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
足
利
市
の
歴
史
的
・
地
理
的
特
性
を
活
か
し
た
文

化
財
の
総
合
的
な
把
握
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ

ら
文
化
財
を
総
合
的
に
保
存
・
活
用
し
て
ゆ
く
た

め
の
考
え
方
・
指
針
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

未
調
査
で
あ
っ
た
名
勝
・
庭
園
や
悉
皆
調
査
に
至
っ

て
い
な
い
美
術
工
芸
品
等
に
改
め
て
文
化
財
調
査

を
実
施
。指
定
文
化
財
や
調
査
成
果
の
一
部
は
G
IS

デ
ー
タ
を
作
成
し
、空
間
的
把
握
を
行
い
ま
し
た
。

◆
関

連
文

化
財

に
つ

い
て

［
設
定
目
的
］①
こ
れ
ま
で
個
別
に
認
識
さ
れ
て
き

た
文
化
財
等
を
、一
定
の
ま
と
ま
り
と
し
て
地
域
の

歴
史
文
化
を
物
語
る
重
要
な
資
産
と
捉
え
る
。②
文

化
財
個
々
で
は
捉
え
に
く
い
歴
史
文
化
の
価
値
を

継
承
し
、総
合
的
に
保
存
・
活
用
し
て
い
く
こ
と
。

［
構
成
］①
テ
ー
マ
（
キ
ー
ワ
ー
ド
）、
②
関
連
文
化

財
群
の
ス
ト
ー
リ
ー
名
、③
ス
ト
ー
リ
ー
、④
関
連

す
る
文
化
財
、⑤
関
連
す
る
人
物
、⑥
関
連
す
る
文

化
財
の
分
布
状
況（
地
図
）

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］
保
存
活
用
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
と
し
て

位
置
付
け
、取
組
み
の
方
向
性
、内
容
等
を
定
め
る
。

［
計
画
の
項
目
］①
全
て
の
文
化
財
に
関
わ
る
保
存

活
用
に
関
す
る
事
項
、②
関
連
文
化
財
群
と
し
て

の
保
存
活
用
に
関
す
る
事
項
、③
歴
史
文
化
保
存

活
用
区
域
の
保
存
活
用
に
関
す
る
事
項
、④
市
民
・

行
政
・
文
化
財
保
護
に
関
わ
る
専
門
家
等
の
役
割

分
担
の
仕
組
み
づ
く
り
に
関
す
る
事
項

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］
多
様
な
文
化
財
が
集
中
し
て
い
る
場

合
、
文
化
財
と
一
体
と
な
っ
て
価
値
を
な
す
周
辺

環
境
を
、当
該
関
連
文
化
財
群
を
核
と
し
て
、文
化

の
薫
り
高
い
空
間
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
。

［
視
点
］

　
①
関
連
文
化
財
群
を
構
成
す
る
文
化
財
の
集
積

　
②
足
利
の
歴
史
文
化
の
特
性
を
顕
著
に
表
す

　
　
重
要
な
文
化
財
の
存
在

　
③
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
か
ら
積
極
的
な
保
存

　
　
活
用
に
係
る
取
組
み
へ
の
期
待

　
④
利
便
性
の
高
さ
　

　
⑤
足
利
市
全
域
に
お
け
る
市
民
意
識
の
向
上

　
⑥
計
画
的
・
段
階
的
な
取
組
み

利
の
歴
史
の
中
で
芸
術
文
化
を
代
表

す
る
も
の
に
田
﨑
草
雲
の
絵
画
が
あ

げ
ら
れ
る
。田
﨑
草
雲
は
足
利
藩
士
の
子
で
幼

い
こ
ろ
か
ら
絵
画
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
谷
文

晁
、渡
辺
崋
山
ら
の
画
風
に
学
ん
だ
。

田
﨑
草
雲
が
絵
を
学
び

始
め
た
江
戸
時
代
後
期

は
、
経
済
活
動
も
活
発

と
な
り
足
利
に
文
人
墨

客
が
集
っ
た
時
代
で
も

あ
っ
た
。巌
華
園
や
猿

田
河
岸
の
長
四
郎
三
邸
の
物
外
軒
、
法
楽
寺
等

の
寺
院
は
サ
ロ
ン
と
な
り
、
足
利
学
校
や
鑁
阿

寺
へ
詣
で
た
。文
人
が
集
う
場
所
に
は
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
し
つ
ら
え
が
さ
れ
、
庭
園
も
造
ら

れ
た
。

足
利
の
庭
園
文
化
は
樺
崎
寺
跡
の
浄
土
庭
園

に
始
ま
る
が
、
江
戸
後
期
か
ら
近
代
に
花
開
い

た
。特
に
近
代
以
降
は
織
物
産
業
の
隆
盛
に
よ

り
、
数
多
く
の
住
宅
庭
園
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。新
藤
家
庭
園
や
小
崎
家
庭
園
、
世
取

山
家
庭
園
等
と
い
っ
た
庭
園
は
建
物
と
と
も

に
作
庭
当
時
の
姿
を
良
く
残
し
、
そ
の
立
地
に

よ
っ
て
地
形
を
活
か
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
特

徴
あ
る
庭
で
あ
る
。住
宅
庭
園
の
多
く
は
新
た

に
発
見
さ
れ
た
文
化
財
で
あ
り
、
改
め
て
建
物

と
と
も
に
足
利
の
景
観
を
よ
り
豊
か
に
し
て

い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
。一
方
で
、
文
化
財

と
し
て
の
庭
園
管
理
技
術
が
十
分
に
伝
承
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

今
、
足
利
庭
園

文
化
研
究
会

を
組
織
す
る

庭
園
技
術
者

の
協
力
に

よ
っ
て
見
出

さ
れ
た
数
々

の
庭
園
が
、
技
術
者
自
ら
守
る
べ
き
対
象
と
な

り
、
保
存
活
用
へ
向
け
た
取
り
組
み
が
情
熱
を

も
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。こ
の
動
き
は
伝
統

的
な
技
術
を
磨
き
な
が
ら
、
さ
ら
に
新
た
な
芸

術
文
化
の
創
造
へ
つ
な
が
る
も
の
と
期
待
さ

れ
て
い
る
。

24
18

6
9

19
32

32
30

2

8
77

2
1

1
４

93

28
4

1
36

（
平

成
22

年
12

月
15

日
現

在
）

指

　
定

　
等

建 造 物
史 跡

名 勝

天 然 記 念 物

合

　
計

美 術 工 芸 品

民 俗 文 化 財

市
町
村

記
念
物

都
道
府
県

国

足
利
市
は
北
に
足
尾
山
塊
か
ら
連
な
る
山
並
み
、
南
に
は

自
 然

足
利
は
そ
の
地
理
的
環
境
か
ら
古
墳
時
代
以
来
交
通
の
要

歴
 史

足
利
で
は
、
織
物
産
業
が
古
代
以
来
の
伝
統
産
業
で
し
た
。

産
 業

 等

◆
未
指
定
文
化
財
を
含
め
た
全
て
の

　
文
化
財
の
確
実
な
保
存

◆
文
化
財
所
有
者
の
負
担
軽
減

◆
文
化
財
保
存
技
術
者
の
養
成

◆
散
在
す
る
関
係
深
い
文
化
財
の

　
ま
と
ま
り
あ
る
保
存

◆
時
代
が
異
な
る
文
化
財
の
混
在
し
た

　
地
域
の
効
果
的
な
保
存

◆
ま
ち
づ
く
り
と
一
体
と
な
っ
た
保
存

文
化
財
の
概
要

◆
未
指
定
文
化
財
を
含
め
た
全
て
の

課
 題

田
﨑
草
雲
を
生
み
だ
し
た
足
利
の
芸
術
文
化
の
も
の
が
た
り

足s

有
　
形

文
化
財

3

織
姫
神
像
図（
田
﨑
草
雲
筆
）

巌
華
園
庭
園（
国
登
録
）に
お
け
る
古
庭
園
め
ぐ
り

物
外
軒
庭
園（
国
登
録
）

登
録

47
2

 4
9

小
崎
家
庭
園（
ぽ
る
か
） 新
藤
家
庭
園
に
お
け
る
保
存
技
術
研
修

人
口
／
1
5
0
,7
8
5
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]
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日
の

出
町

は
、

関
東

山
地

東
端

に
位

置
し

、
河

川
沿

い
の

低
地

か
ら

段
丘

や
台

地
、

丘
陵

か
ら

山
地

へ
と

変
化

に
富

ん
だ

地
形

で
、

山
林

面
積

が
5

0
％

以
上

に
及

び
ま

す
。

町
を

東
流

す
る

平
井

川
の

下
流

域
南

部
に

は
、

秋
留

台
地

が
展

開
し

て
お

り
、

北
半

分
約

９
㎢

に
、

秋
川

・
平

井
川

の
流

路
改

変
に

伴
い

上
流

域
か

ら
運

搬
さ

れ
た

氾
濫

性
堆

積
層

の
「

秋
留

原
層

」
が

堆
積

し
て

い
ま

す
。

秋
留

原
層

の
土

壌
は

、
麦

類
や

雑
穀

、
豆

類
を

は
じ

め
、

近
世

～
近

代
で

は
桑

の
栽

培
適

地
で

し
た

。
秋

留
台

地
よ

り
西

方
の

上
流

域
、

大
久

野
地

域
で

も
栽

培
作

物
は

秋
留

台
地

と
同

様
な

傾
向

を
示

し
て

お
り

、
平

井
川

が
作

り
出

し
た

地
形

や
土

壌
が

骨
格

と
な

っ
て

、
当

地
域

の
歴

史
が

形
成

さ
れ

て
き

ま
し

た
。

平
井

川
の

氾
濫

等
に

よ
り

、
確

認
さ

れ
て

い
る

旧
石

器
時

代
の

遺
構

が
少

な
く

、
立

川
ロ

ー
ム

Ⅲ
層

相
当

の
礫

群
が

平
井

本
宿

の
丘

陵
斜

面
部

で
す

。
秋

留
台

地
に

は
、

凹
地

の
周

囲
に

縄
文

時
代

～
古

代
に

か
け

て
居

住
域

や
耕

作
地

が
存

在
し

て
い

た
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
三

吉
野

遺
跡

群
欠

上
・

下
モ

原
地

区
の

７
世

紀
後

半
の

住
居

か
ら

馬
具

が
出

土
し

て
お

り
、

小
川

牧
が

馬
の

生
産

を
行

っ
て

い
た

と
思

わ
れ

、
古

代
の

蝦
夷

経
営

と
東

国
の

交
流

、
政

治
的

関
係

を
示

し
て

い
ま

す
。

古
代

か
ら

中
世

に
か

け
て

は
、

武
蔵

西
党

の
小

川
氏

、
小

宮
氏

の

支
配

下
に

置
か

れ
、

小
宮

氏
の

没
落

以
降

、
室

町
～

戦
国

期
に

は
平

山
氏

が
当

町
を

経
営

し
て

い
た

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

戦
国

期
に

は
、

小
田

原
北

条
氏

の
領

国
に

編
入

し
、

当
時

の
宿

駅
は

現
在

の
本

宿
周

辺
と

さ
れ

、
近

隣
に

中
世

住
居

と
地

下
式

坑
が

検
出

さ
れ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

平
井

宿
で

は
1

6
世

紀
後

半
以

降
に

三
齊

市
が

開
催

さ
れ

、
鎌

倉
道

沿
い

の
交

通
の

要
衝

で
し

た
。

近
世

以
降

は
、

幕
府

直
轄

領
、

旗
本

領
、

田
安

家
領

な
ど

複
数

の
領

主
が

存
在

す
る

相
給

村
落

で
し

た
。

1
7

世
紀

後
半

か
ら

平
井

宿
で

は
薪

炭
や

織
物

な
ど

を
扱

う
六

斎
市

が
立

て
ら

れ
ま

し
た

が
、

1
9

世
紀

以
降

衰
退

し
、

現
在

は
年

末
の

平
井

の
市

に
受

け
継

が
れ

て
い

ま
す

。
近

世
か

ら
近

代
は

、
林

業
と

養
蚕

・
織

物
業

が
基

幹
産

業
で

、
近

世
以

降
は

蚕
屋

作
り

の
民

家
が

建
築

さ
れ

現
在

も
残

さ
れ

て
い

ま
す

。
昭

和
3

0
(1

9
5

5
)年

、
旧

大
久

野
村

と
旧

平
井

村
が

合
併

し
、

日
の

出
村

と
な

り
、

昭
和

4
9

(1
9

7
4

)年
に

日
の

出
町

制
を

施
行

し
ま

し
た

。

就
労

人
口

比
率

（
平

成
1

7
年

度
国

勢
調

査
）

に
よ

る
と

、
林

業
、

鉱
業

製
造

業
、

水
道

業
、

医
療

福
祉

、
サ

ー
ビ

ス
業

、
公

務
等

が
全

国
平

均
を

上
回

っ
て

い
ま

す
。

平
井

地
区

は
都

市
市

街
地

へ
と

発
展

し
、

大
久

野
地

区
は

温
泉

や
各

種
観

光
施

設
を

配
置

し
、

観
光

ゾ
ー

ン
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

ま
す

。

東
京

都
日

の
出

町
人

口
／

1
6

,0
4

0
人

［
平

成
2

2
年

1
2

月
］

町
の

概
要

関
連
文
化
財
群
の
構
成
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
地

域
の

特
徴

や
個

性
を

示
す

手
が

か
り

と
し

て
保

存
・

継
承

し
、

地
域

の
活

性
化

や
ま

ち
づ

く
り

に
活

用
す

る
た

め
の

考
え

方
や

方
針

を
展

望
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

ま
す

。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

景
観

調
査

、
生

物
調

査
、

民
俗

調
査

、
建

築
調

査
、

仏
像

調
査

、
石

造
物

調
査

に
分

け
て

実
施

。調
査

住
民

提
案

（
生

物
調

査
・

石
造

物
調

査
）

や
歴

史
文

化
に

関
す

る
住

民
意

向
調

査
の

結
果

を
踏

ま
え

、調
査

項
目

を
検

討
し

て
実

施
し

ま
し

た
。

◆
関

連
文

化
財

に
つ

い
て

［
設
定
目
的
］

①
多

く
の

住
民

が
共

感
し

、認
識

す
る

こ
と

が
で

　
き

る
内

容
で

あ
る

こ
と

。
②

歴
史

文
化

に
関

す
る

住
民

意
向

調
査

の
内

容
を

　
反

映
す

る
こ

と
。

③
日

の
出

町
の

特
性

や
地

域
の

個
性

を
示

す
内

容
　

で
あ

る
こ

と
。

④
歴

史
的

な
経

過
が

あ
る

内
容

で
あ

る
こ

と
。

⑤
文

化
財

類
型

の
偏

り
が

な
い

こ
と

。
⑥

文
化

財
を

多
面

的
な

視
点

か
ら

捉
え

、
関

連
文

化
財

群
間

で
重

層
的

に
設

定
す

る
こ

と
。

［
構
成
］①

設
定

理
由

、 
②

文
化

財
の

年
代

、 
③

ス
ト

ー
リ

ー

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］関

連
文

化
財

群
の

う
ち

、
大

久
野

・
平

井
地

区
を

代
表

す
る

関
連

文
化

財
群

が
集

積
す

る
地

域
を

対
象

に
計

画
を

策
定

し
ま

す
。

［
計
画
の
項
目
］①

保
存

に
関

す
る

方
針

、②
国

・
都

・
町

指
定

文
化

財
、③

未
指

定
文

化
財

、④
保

存
に

関
す

る
役

割
、⑤

活
用

に
関

す
る

考
え

方

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］

関
連

文
化

財
群

の
要

素
が

集
積

さ
れ

て
い

る
地

域
で

あ
り

、
日

の
出

町
の

特
徴

で
あ

る
良

好
な

自
然

や
風

景
が

残
さ

れ
て

い
て

、
古

く
か

ら
の

人
々

の
暮

ら
し

や
営

み
が

今
も

残
さ

れ
て

い
る

こ
と

。

１
）
清
流
平
井
川

２
）
御
嶽
参
道
―
信
仰
の
道
―

３
）
卒
塔
婆
産
業

　
　
―
モ
ミ
の
木
が
支
え
る
産
業
―

［
設
定
理
由
］

日
の
出
町
の
伝
統
的
な
産
業
で
あ
る
林
業
、
卒
塔

婆
産
業
は
現
在
も
多
く
の
住
民
が
従
事
し
て
お

り
、
ま
た
、
モ
ミ
は
町
の
木
と
し
て
選
定
さ
れ
て

い
て
、
日
の
出
町
を
象
徴
的
に
示
す
樹
木
で
あ

り
、
町
内
各
所
で
見
ら
れ
る
卒
塔
婆
を
乾
燥
さ
せ

る
風
景
は
、
日
の
出
町
の
特
徴
的
な
景
観
要
素
で

あ
る
。卒
塔
婆
産
業
発
祥
の
地
と
言
わ
れ
て
い
る

羽
生
地
区
は
、
丘
陵
と
そ
の
裾
面
に
畑
や
田
な
ど

の
耕
作
地
が
広
が
り
、
通
り
沿
い
に
は
大
規
模
な

屋
敷
構
え
を
残
す
住
宅
も
あ
り
前
栽
畑
や
緑
地

が
開
放
的
な
景
観
を
構
成
し
、
多
様
な
生
物
も
棲

息
し
て
お
り
、
古
き
日
の
出
町
の
面
影
を
色
濃
く

残
し
て
い
る
。

［
文
化
財
の
年
代
］

羽
生
氏
の
平
山
権
現
縁
起
延
宝
８
年
(1
68
0)
よ

り
中
世
末
～
近
世
初
頭
期
か
ら
、現
在
ま
で
。

［
ス
ト
ー
リ
ー
］

卒
塔
婆
発
祥
で
あ
る
羽
生
家
は
、
戦
国
期
に
当
地

域
で
活
躍
し
た
大
久
野
七
騎
の
一
員
で
、
後
北
条

氏
の
領
国
に
お
け
る
地
侍
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。彼
ら
は
天
正
18
年
(1
59
0)
の
北
条
滅
亡
後

は
地
域
に
帰
農
し
、
近
世
村
落
の
村
役
と
な
っ
て

い
く
。

卒
塔
婆
の
産
業
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
元
禄
期
の

伝
承
が
あ
る
が
詳
細
は
不
明
。1
8
世
紀
初
頭
、
大

久
野
村
の
林
業
が
百
姓
立
山
の
植
林
や
造
林
が
盛

ん
に
な
る
時
期
で
も
あ
り
、
在
来
の
モ
ミ
林
の
伐

採
→
建
築
材
と
し
て
の
杉
・
檜
の
植
林
が
行
わ
れ

た
過
程
で
成
立
・
発
展

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

羽
生
家
で
行
わ
れ
て
い

る
先
祖
祭
り
は
、
羽
生
家
が
西
党
平
山
氏
の
後
裔

で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
血
縁
的
紐

帯
を
確
認
す
る
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
。先
祖
祭

り
に
参
加
す
る
各
家
は
林
業
や
塔
婆
業
を
家
業
と

す
る
家
も
多
い
。

羽
生
地
区
は
大
久
野
焼

け
で
一
帯
が
罹
災
し
た

た
め
、
近
世
の
建
造
物

は
少
な
い
が
、
上
羽
生

家
、中
羽
生
家
、西
羽
生
家
な
ど
豪
壮
な
屋
敷
構
え

を
有
す
る
住
宅
を
核
と
し
て
近
世
か
ら
近
代
の
景

観
が
残
さ
れ
て
い
る
。こ
の
地
区
で
行
わ
れ
て
い

る
、
八
坂
神
社
の
祭
礼
や
伊
奈
澤
天
神
社
の
祭
礼

は
、上
羽
生
家
の
門
前
に
伊
奈
澤
天
神
社
、自
治
会

館
、清
源
寺
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、こ
の

空
間
を
中
心
に
行
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、
地
区
の

精
神
的
な
拠
り
所
で
あ
る
幟
旗
も
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。

羽
生
通
り
は
、畑
地
や
田
ん
ぼ
が
作
ら
れ
て
い
て
、

古
く
は
谷
戸
田
も
作
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
休

耕
地
と
し
て
往
事
の
面
影
を
残
し
て
い
る
。ま
た
、

豪
壮
な
住
宅
の
周
囲
に
は
前
栽
畑
が
配
置
さ
れ
、

日
常
の
食
卓
に
供
さ
れ
る
作
物
が
植
え
ら
れ
て
い

て
、良
好
な
自
然
環
境
を
有
し
、多
様
な
生
物
も
棲

息
し
て
い
る
。

日
の
出
町
の
卒
塔
婆
は
、現
在
20
数
件
の
業
者
を

数
え
ら
れ
る
が
、
関
連
す
る
木
材
製
造
業
者
も
多

い
、
羽
生
地
区
の
歴
史
的

な
変
遷
は
木
を
業
と
し

た
人
々
の
営
み
を
特
徴

的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

４
）
セ
メ
ン
ト
産
業
と
近
代
化
遺
産

　
―
近
大
工
業
化
に
貢
献
し
た
勝
峰
山
―

５
）
丘
陵
里
山
の
自
然
と
歴
史
的
景
観

　
―
宿
場
・
市
を
支
え
た
多
様
な
森
―

６
）
サ
ト
か
ら
ヤ
マ
の
暮
ら
し

　
―
丘
陵
～
山
地
の
景
観
と
営
み
―

3
3

6
2

3
2

6
22

2
1

2
5

1
1

2

（
平
成
22
年
3月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡 ・ 旧 跡

名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

国

日
の

出
町

は
、

関
東

山
地

東
端

に
位

置
し

、
河

川
沿

い

自
 然

平
井

川
の

氾
濫

等
に

よ
り

、
確

認
さ

れ
て

い
る

旧
石

器

歴
 史

産
 業

 等

大
久

野
地

区
で

は
、

樹
木

に
関

連
す

る
天

然
記

念
物

が
多

く
、

平
井

地
区

で
は

、
平

井
宿

に
関

連
し

た
無

形
民

俗
が

多
く

指
定

さ
れ

て
い

る
。

◆
従

来
の

観
点

に
よ

る
指

定
基

準
や

　
保

存
継

承
の

方
法

で
は

住
民

要
望

　
に

十
分

に
応

え
ら

れ
な

い
◆

よ
り

住
民

に
身

近
で

住
民

意
識

を
　

反
映

す
る

こ
と

が
で

き
る

文
化

財
　

保
護

制
度

の
設

計
と

方
法

の
確

立
◆

各
自

治
体

で
取

り
入

れ
ら

れ
て

い
　

る
登

録
文

化
財

制
度

（
区

市
町

村
　

登
録

文
化

財
）

な
ど

を
導

入
し

、
　

迅
速

で
柔

軟
な

保
護

体
制

を
構

築
　

す
る

必
要

性

文
化

財
の

概
要

◆
従

来
の

観
点

に
よ

る
指

定
基

準
や

課
 題

蔵
巡
り

塔
婆

豆
太
鼓

人
口
／
1
6
,9
1
9
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 

 



美 術 工 芸 品

１
3

上
越
市
は
、
日
本
海
に
面
し
た
広
い
平
野
部
と
、
3
方

を
取
り
囲
む
山
間
部
に
よ
り
構
成
さ
れ
ま
す
。
気
候
は

典
型
的
な
日
本
海
型
で
、
全
国
有
数
の
豪
雪
地
帯
で

す
。
平
野
部
に
は
多
数
の
河
川
が
流
れ
、
山
間
部
か
ら

平
野
部
へ
流
れ
出
る
個
所
に
扇
状
地
を
形
成
し
て
お

り
、
こ
の
平
野
を
取
り
囲
む
よ
う
に
、
米
山
山
地
な
ど

の
山
々
が
連
な
り
ま
す
。
豊
富
な
雪
や
雨
は
、
水
資
源

と
な
り
、
コ
シ
ヒ
カ
リ
な
ど
農
作
物
の
実
り
の
源
と
し

て
大
地
を
流
れ
ま
す
。
や
が
て
海
に
注
ぎ
、
豊
か
な
海

洋
資
源
を
育
み
、
そ
し
て
ま
た
偏
西
風
に
乗
っ
て
雪
や

雨
と
な
っ
て
大
地
に
降
り
注
ぐ
と
い
う
恵
み
の
循
環
が

繰
り
返
さ
る
と
い
う
、
自
然
地
理
的
に
完
結
し
た
地
域

と
い
え
ま
す
。

上
越
市
で
は
、
縄
文
時
代
か
ら
い
く
つ
も
の
集
落
を
作

り
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
弥
生
時
代
に
な
る
と
、
地
域

の
拠
点
と
な
る
集
落
が
形
成
さ
れ
、
青
田
川
扇
状
地
に

展
開
し
た
吹
上
遺
跡
と
釜
蓋
遺
跡
は
、
権
力
の
芽
生
え

と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
奈
良
時
代
に
は
越
後
国

府
が
所
在
し
ま
し
た
が
、
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
と
合
わ

せ
、
そ
の
位
置
は
い
ま
だ
特
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま

た
、
浄
土
真
宗
の
開
祖
・
親
鸞
は
、
越
後
国
府
に
流
罪

と
な
り
居
多
ヶ
浜
に
上
陸
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
関
川
河
口
部
の
港
町
と
し
て
栄
え
た
直
江
津
に

は
、
中
世
越
後
の
守
護
所
が
置
か
れ
、
越
後
府
中
と
し

て
繁
栄
を
極
め
ま
し
た
。
当
初
、
守
護
代
の
要
害
で

あ
っ
た
春
日
山
城
は
、
戦
国
の
世
に
覇
を
唱
え
た
上
杉

謙
信
公
の
居
城
と
し
て
難
攻
不
落
の
名
城
と
な
り
、
各

地
に
整
備
さ
れ
た
多
く
の
支
城
と
あ
わ
せ
強
固
な
守
備

網
を
形
成
し
ま
し
た
。
上
杉
氏
の
移
封
後
に
福
島
城
が

築
城
さ
れ
ま
し
た
が
、
松
平
忠
輝
に
よ
り
廃
さ
れ
、
高

田
城
が
築
城
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
福
島
城
下

の
寺
社
や
町
衆
等
を
移
し
て
城
下
町
を
整
備
す
る
と
と

も
に
、
新
田
開
発
・
農
業
生
産
力
の
向
上
に
よ
り
、
高

田
藩
6
0
万
石
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
政

府
に
よ
る
藩
の
解
体
に
伴
い
、
政
治
拠
点
と
し
て
の
地

位
を
失
い
ま
し
た
が
、
全
国
に
先
駆
け
て
鉄
道
が
整
備

さ
れ
る
な
ど
、
産
業
や
経
済
の
重
要
地
点
で
し
た
。

上
越
市
は
、
港
町
、
城
下
町
、
宿
場
町
、
港
湾
都
市
、

商
業
都
市
、
工
業
都
市
な
ど
の
様
々
な
側
面
を
有
し
て

発
展
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
雪
が
も
た
ら

す
水
資
源
、
石
油
・
天
然
ガ
ス
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資

源
を
蓄
え
た
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
、
農
林
漁
業
の
豊
か

な
生
産
力
が
あ
っ
た
こ
と
、
北
陸
と
東
北
や
関
東
な
ど

を
結
び
、
海
と
山
を
つ
な
ぐ
交
通
路
の
結
節
点
に
位
置

し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
発
展
の
上
で
地
理
的
に
極
め
て

自
立
的
、
安
定
的
な
条
件
を
備
え
て
い
た
こ
と
と
、
そ

れ
に
よ
り
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
と
し
て
、
長
い

歴
史
を
経
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

新
潟
県
上
越
市

人
口
／
2
0
6
,5
8
4
人

［
平
成
2
2
年
1
1
月
1
日
］

市
の
概
要

関
連
文
化
財
群
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
地
域
に
伝
わ
る
文
化
財
と
そ
の
背
景
と
な
る
地

理
や
生
業
を
一
体
的
に
捉
え
、
地
域
の
人
々
が
地

域
を
自
慢
で
き
、
地
域
が
元
気
に
な
る
仕
組
み
を

目
指
し
、
文
化
財
保
護
の
基
本
方
針
と
し
て
策
定

し
ま
す
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

①
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
文
化
財
の
悉
皆
調
査
及
び

　
意
識
把
握
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

②
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
上
越
市
に
よ
る
文
化
財
の
把
握

　
調
査

③
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
参
加
者
を
対
象
と
し
た
市

　
民
意
識
把
握
の
た
め
の
調
査

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］地
域
の
人
々
が「
歴
史
文
化
」の
理
解

を
促
す
た
め
に
設
定
し
ま
し
た
。

［
構
成
］①
タ
イ
ト
ル
、②
中
核
的
文
化
財
、③
詳

細
な
文
化
財

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］地
域
住
民
、
行
政
、
民
間
団
体
が
体
験
や

協
働
す
る
中
で
歴
史
文
化
を
保
存
活
用
し
、
具
体

的
な
方
針
や
方
法
を
共
有
し
て
構
想
を
具
現
化

す
る
た
め
の
計
画
で
す
。

［
計
画
の
項
目
］

　
①
保
存
し
活
用
す
る
対
象
の
具
体
化

　
　（
関
連
文
化
財
群
の
構
築
）

　
②
保
存
し
活
用
す
る
方
針
と
そ
の
内
容

　
③
情
報
発
信
と
活
動
の
場
の
設
定

　
④
取
組
み
と
し
て
の
事
業
の
優
先
順
位

◆
原
始
古
代
の
吹
上
・

　
釜
蓋
遺
跡
関
連
文
化
財
群

［
中
核
的
文
化
財
］

　
吹

上
・

釜
蓋

遺
跡

［
詳
細
な
文
化
財
群
］ 

●
吹

上
・

釜
蓋

遺
跡

　
文

化
財

群

●
縄

文
時

代
の

文
化

　
財

群

　
●

弥
生

時
代

の
文

化
財

群

　
●

古
墳

時
代

の
文

化
財

群

　
●

古
代

の
文

化
財

群

◆
中
世
の
春
日
山
城
関
連
文
化
財
群

［
中
核
的
文
化
財
］

　
春

日
山

城

［
詳
細
な
文
化
財
群
］ 

　
●

春
日

山
城

跡
文

化
財

群

　
●

上
杉

氏
・

長
尾

氏
の

文
化

財
群

　
●

越
後

府
中

の
文

化
財

群

　
●

親
鸞

・
真

宗
の

文
化

財
群

◆
近
世
～
現
代
の
高
田
城
下
町
と

　
直
江
津
今
町
関
連
文
化
財
群

［
中
核
的
文
化
財
］

　
高

田
城

下
町

及
び

直
江

津
今

町

［
詳
細
な
文
化
財
群
］ 

　
●

高
田

城
跡

及
び

城
下

の
文

化
群

　
●

直
江

津
今

町
及

び
周

辺
の

文
化

財
群

　
●

福
島

城
跡

及
び

城
下

の
文

化
財

群

　
●

頸
城

の
暮

ら
し

の
文

化
財

群

　
●

近
代

化
文

化
財

群

10
83

12
5

16
22

26
28

31
0

１
17

9
4

3
34

1
4

1
10

（
平
成
22
年
11
月
1日
現
在
）

指

　
定

　
等

建 造 物
有 形

無 形
史 跡

名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

書 籍 ・ 資 料

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

都
道
府
県

国

上
越
市
は
、
日
本
海
に
面
し
た
広
い
平
野
部
と
、
3
方

自
 然

上
越
市
で
は
、
縄
文
時
代
か
ら
い
く
つ
も
の
集
落
を
作

歴
 史

上
越
市
は
、
港
町
、
城
下
町
、
宿
場
町
、
港
湾
都
市
、

産
 業

 等

平
成
1
7
年
1
月
1
日
の
合
併
に
よ
り
、
1
3
町
村
の
指
定
文
化
財
が
集
ま
り
ま
し
た
。
新
上
越
市
で
は
、
各
町
村
の
指

定
文
化
財
を
一
旦
準
文
化
財
と
し
、
2
年
間
の
調
査
に
よ
り
再
評
価
し
た
上
で
、
平
成
1
9
年
6
月
1
日
に
準
文
化
財
を

市
指
定
文
化
財
と
し
ま
し
た
。

◆
「
文
化
財
そ
の
も
の
」
の
範
囲
特
定

　
や
時
期
を
限
定
し
た
価
値
の
明
確
化

　
に
と
ら
わ
れ
、
文
化
財
と
な
っ
た
背

　
景
に
あ
る
歴
史
や
景
観
、
生
活
や
生

　
業
と
い
っ
た
総
体
と
し
て
の
地
域
性

　
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。

◆
背
景
と
し
て
の
周
辺
環
境
が
切
り

　
離
さ
れ
た
た
め
、
地
域
住
民
が
価

　
値
が
わ
か
ら
ず
、
文
化
財
と
し
て

　
認
知
さ
れ
て
い
な
い
。

文
化
財
の
概
要

◆
「
文
化
財
そ
の
も
の
」
の
範
囲
特
定

課
 題

釜
蓋
遺
跡
の
姿

古
代
米
を
作
る

旧
師
団
長
官
舎

春
日
神
社
の
お
祭
り

春
日
山
城
で
狼
煙
を
あ
げ
る

頸
城
の
暮
ら
し

高
田
瞽
女
さ
ん
を
し
の
ぶ

人
口
／
2
0
1
,6
5
0
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]
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①
金
銀
山
遺
跡
と
採
掘
産
業
を
支
え
た

　
町
・
道
・
人

佐
渡
島
は
、
古
代
に
お
い
て
は
『
今
昔
物
語
』
に

砂
金
の
と
れ
る
島
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
舞
台

と
さ
れ
る
西
三
川
砂
金
山
の
ほ
か
、
16
世
紀
半

ば
か
ら
は
鶴
子
銀
山
、
新
穂
銀
山
、
相
川
金
銀
山

な
ど
が
開
発
さ
れ
た
。金
銀
山
の
繁
栄
に
伴
い
、

鉱
山
都
市
相
川
、
金
銀
積
出
港
で
あ
っ
た
小
木

を
拠
点
に
、
相
川
往
還
・
赤
泊
街
道
な
ど
、
島
内

各
地
と
相
川
を
結
ぶ
街
道
が
開
か
れ
て
い
っ

た
。ま
た
、
街
道
沿
い
に
成
立
し
た
、
沢
根
・
河

原
田
・
真
野
新
町
と
い
っ
た
、
か
つ
て
宿
場
・

廻
船
業
・
商

業
で
賑
わ
っ

た
町
並
は
、

往
時
の
様
子

を
物
語
っ
て

い
る
。

②
佐
渡
に
根
ざ
し
た
土
地
利
用
と
伝
統
文
化

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
鉱
山
開
発
に
伴
い
人
口

が
急
増
し
た
こ
と
に
よ
り
、
食
糧
供
給
の
た
め

に
土
地
開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。沿
岸
部
に

展
開
す
る
海
岸
段
丘
の
水
田
化
、
砂
丘
地
帯
の

防
風
林
整
備
と
畑
作
、
半
島
や
岬
の
先
端
部
、
山

間
部
な
ど
を
利
用
し
た
放
牧
な
ど
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、現
在
の
生
活
・
生
産
基
盤
と
な
っ

て
い
る
。そ
の
生
活
・
生
産
基
盤
の
基
本
単
位

と
な
る
集
落
は
、
信
仰
・
習
俗
・
神
事
芸
能
な

ど
多
様
か
つ
個
性
豊
か
な
文
化
が
今
も
息
づ
く

基
本
単
位
で
も
あ
る
。

③
今
に
受
け
継
ぐ
文
化
受
容
の
証

佐
渡
島
は
、
古
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で

他
国
か
ら
人
が
渡
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
や
風

習
、
物
資
を
持
ち
込
ん
で
根
を
下
ろ
し
て
い
っ

た
。そ
の
結
果
、佐
渡
に
は
大
き
く
３
つ
の
文
化

的
特
徴
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。１
つ
目
は

順
徳
上
皇
や
日
蓮
、
京
極
為
兼
な
ど
知
識
階
級

の
も
た
ら
し
た
貴
族
文
化
、
２
つ
目
は
大
久
保

長
安
、
荻
原
重
秀
な
ど
佐
渡
金
山
の
発
展
に

伴
っ
て
江
戸
か
ら
も
た
ら
し
た
武
家
文
化
、
３

つ
目
は
島
外
と
の
交
流
の
窓
口
と
な
っ
た
小

木
・
赤
泊
な
ど
の
商
人
や
地
頭
本
間
氏
ら
が

も
た
ら
し
た
町
人
文
化
で
あ
る
。こ
れ
ら
３
つ

の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
有
形
無
形
の
文
化
が
融

合
し
、佐
渡
独
特
の
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

佐
渡
は
、
新
潟
港
か
ら
西
方
約
4
5
km
、
直
江
津
港
か

ら
北
方
約
7
8
km
の
日
本
海
上
に
位
置
す
る
島
で
、
全

体
の
約
8
0
％
が
山
林
、
原
野
、
雑
種
地
等
、
約
1
5
％

が
田
・
畑
等
の
農
用
地
、
宅
地
は
全
体
面
積
の
約
2
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。
北
に
金
北
山
な
ど
高
い
山
や
深
い

谷
が
多
い
大
佐
渡
と
、
南
に
大
地
山
な
ど
低
い
山
並
み

の
地
形
を
な
す
小
佐
渡
、
国
府
川
流
域
に
開
け
た
国
中

平
野
の
3
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
気
候
は
、
夏
は
高
温

多
湿
で
、
冬
は
大
佐
渡
山
地
が
冬
の
厳
し
い
北
西
風
か

ら
国
中
平
野
を
守
っ
て
お
り
、
小
佐
渡
丘
陵
は
対
馬
暖

流
の
影
響
を
う
け
、
温
暖
な
特
性
が
あ
り
ま
す
。

佐
渡
で
は
、
2
万
年
か
ら
1
万
7
0
0
0
年
前
頃
の
遺
跡
も

発
掘
さ
れ
て
お
り
、
島
中
央
部
で
は
東
日
本
有
数
の
弥

生
都
市
だ
っ
た
環
濠
集
落
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
和
に
統
一
王
朝
が
で
き
た
頃
に
は
、
佐
渡
は
ク
ニ
の

北
方
の
お
さ
え
と
み
な
さ
れ
、
8
世
紀
に
は
国
分
寺
が

お
か
れ
ま
し
た
。
神
亀
元
年
（
7
2
4
年
）
に
は
、
都
か

ら
政
治
犯
が
流
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
中
世
で
は

順
徳
上
皇
、
日
蓮
、
日
野
資
朝
、
世
阿
弥
な
ど
7
1
人

が
佐
渡
へ
渡
り
、
流
人
が
都
か
ら
持
ち
込
ん
だ
文
化

は
、
佐
渡
の
信
仰
や
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

江
戸
期
に
な
る
と
、
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
天
領
と
な

り
、
慶
長
8
年
（
1
6
0
3
年
）
に
は
大
久
保
長
安
が
代

官
と
な
っ
て
陣
屋
を
相
川
に
移
し
た
後
、
大
が
か
り
な

鉱
山
開
発
が
行
わ
れ
、
元
和
年
間
(1
6
1
5
～
1
6
2
3

年
)頃
に
は
佐
渡
金
銀
山
は
世
界
有
数
の
産
出
量
を
誇

り
ま
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
佐
渡
に
は
奉
行
や
役
人

が
江
戸
か
ら
派
遣
さ
れ
、
各
地
か
ら
鉱
山
師
、
大
工
、

水
利
灌
漑
技
術
者
、
商
人
等
が
集
ま
り
、
江
戸
初
期
に

は
、
人
口
４
万
人
の
鉱
山
都
市
相
川
が
成
立
し
ま
し

た
。
ま
た
、
上
方
と
北
海
道
を
結
ぶ
日
本
海
航
路
が
開

か
れ
、
各
地
の
廻
船
が
寄
港
す
る
重
要
な
中
継
地
点
と

し
て
栄
え
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
鉱
山
の
開
発
が
も

た
ら
し
た
江
戸
の
武
家
文
化
、
全
国
各
地
か
ら
移
住
し

て
き
た
技
術
者
集
団
の
文
化
、
さ
ら
に
日
本
海
航
路
が

も
た
ら
し
た
北
陸
や
西
日
本
の
町
人
文
化
が
加
わ
り
、

近
世
期
の
文
化
が
創
り
上
げ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

産
業
別
人
口
割
合
は
、
平
成
1
7
年
現
在
、
第
1
次
産
業

が
2
4
.2
％
、
第
2
次
産
業
2
1
.4
％
、
第
3
次
産
業

5
4
.3
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
3
5
年
当
時
と
比
べ
る

と
、
第
1
次
産
業
従
事
人
口
の
減
少
、
第
2
次
・
3
次
産

業
へ
の
移
行
が
顕
著
で
す
が
、
県
全
体
か
ら
み
れ
ば
依

然
第
1
次
産
業
へ
の
依
存
度
は
高
い
と
い
え
ま
す
。
年
間

観
光
客
入
込
数
は
、
平
成
3
年
に
は
1
2
1
万
人
ま
で
増
加

し
た
も
の
の
、
以
降
減
少
を
続
け
、
平
成
2
1
年
に
は
6
0

万
人
ま
で
落
ち
込
ん
で
お
り
、
観
光
産
業
が
主
要
産
業

と
な
っ
て
い
る
佐
渡
に
お
い
て
与
え
る
影
響
は
大
き
い

と
い
え
ま
す
。

新
潟
県
佐
渡
市

人
口
／
6
4
,2
6
8
人

［
平
成
2
2
年
４
月
］

市
の
概
要

関
連
文
化
財
群
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的

佐
渡
市
総
合
計
画
の
「
豊
か
な
自
然
　
薫
り
高
い
文
化

　
活
気
あ
ふ
れ
る
新
し
い
島
づ
く
り
」
の
基
本
理
念
の

も
と
基
本
計
画
の
各
論
「
伝
統
と
魅
力
あ
る
地
域
文
化

の
育
成
」を
実
現
さ
せ
る
た
め
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

島
内
に
お
け
る
代
表
的
な
歴
史
遺
産
や
文
化
財
保
護

の
緊
急
性
の
観
点
か
ら
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
に

関
す
る
文
化
財
を
網
羅
的
に
把
握
し
ま
し
た
。

◇
既
往
調
査
か
ら
の
把
握
、◇
個
別
事
例
の
聞
取
り
、

◇
重
点
分
野
に
関
す
る
悉
皆
調
査

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て

［
設
定
目
的
］
佐
渡
の
歴
史
文
化
の
特
徴
を
際
立
た
せ
、

ス
ト
ー
リ
ー
性
を
も
っ
て
よ
り
多
く
の
人
に
理
解
を
促

し
、魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
役
立
て
る
た
め
に
設
定
。

［
構
成
］

①
金
銀
山
遺
跡
と
採
掘
産
業
を
支
え
た
町
・
道
・
人

②
佐
渡
に
根
差
し
た
土
地
利
用
と
伝
統
文
化

③
今
に
受
け
継
ぐ
文
化
受
容
の
証

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］ 関
連
文
化
財
群
の
テ
ー
マ
に
即
し
た
活
動
を
推

進
す
る
た
め
の
計
画
で
す
。

［
計
画
の
項
目
］

関
連
文
化
財
群
ご
と
に
、①
調
査
研
究
、②
指
定
・
登
録
、

③
整
備
、④
情
報
発
信
、⑤
市
民
活
動
の
動
き
に
つ
い

て
、現
在
の
取
組
み
状
況
の
特
徴
と
、重
点
的
に
進
め
る

べ
き
課
題
を
整
理
し
ま
す
。

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て

［
設
定
目
的
］
佐
渡
ら
し
い
歴
史
や
文
化
の
特
徴
を
よ

く
伝
え
る
空
間
と
し
て
の
認
識
を
深
め
、
地
域
住
民
と

と
も
に
守
り
育
て
て
い
く
こ
と
。

［
構
成
］

①
佐
渡
金
銀
山
の
採
掘
・
輸
送
・
住
居
に
関
連
す
る

　
エ
リ
ア

②
近
世
港
町
の
賑
わ
い
と
前
浜
エ
リ
ア

③
伝
統
芸
能
と
集
落
景
観
エ
リ
ア

16
18
10
5
4
15

14
20

42
21
6

7
7
19

2
9

5
13

9
74

10
１

4
3

4
1

5
１

11
3

（
平
成
22
年
4月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道

府
県 国

佐
渡
は
、
新
潟
港
か
ら
西
方
約
4
5
km
、
直
江
津
港
か

自
 然

佐
渡
で
は
、
2
万
年
か
ら
1
万
7
0
0
0
年
前
頃
の
遺
跡
も

歴
 史

産
業
別
人
口
割
合
は
、
平
成
1
7
年
現
在
、
第
1
次
産
業

産
 業

 等

合
併
前
は
、
旧
市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
持
っ
た
文
化
財
保
護
の
取
組
み
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
合
併
後
は
、

世
界
遺
産
登
録
の
推
進
が
重
点
施
策
と
さ
れ
、
佐
渡
金
銀
山
遺
跡
を
中
心
に
発
掘
調
査
等
に
よ
る
史
跡
指
定
、
文
化

的
景
観
、
建
造
物
調
査
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
に
お
い
て
も
鉱
山
遺
跡
を
中
心
と
し
た
保

護
、
住
民
啓
発
事
業
が
数
多
く
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
合
併
に
伴
い
、
指
定
文
化
財
の
地
域

　
的
較
差
や
新
市
の
指
定
基
準
等
が
統

　
一
さ
れ
て
い
な
い

◆
合
併
に
伴
い
、
管
理
面
の
把
握
が

　
十
分
行
き
届
い
て
い
な
い

◆
建
造
物
、
都
市
や
集
落
、
自
然
等
の

　
調
査
が
進
ん
で
い
な
い

文
化
財
の
概
要

課
 題

登 録 有 形 文 化 財 70

7 8記 録 作 成 等( 選 択)

7
６

選 定 保 存 技 術 保 持 者 3

民
俗
芸
能（
鬼
太
鼓
）

相
川
の
町
並
み

蓮
華
峰
寺
金
堂

▼
関
連
文
化
財
群
の
特
性
概
観
図

人
口
／
6
0
,6
9
6
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]

83
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 

 



高
岡

市
の

北
部

・
富

山
湾

に
面

す
る

雨
晴

海
岸

は
、

能
登

半
島

国
定

公
園

の
一

部
で

す
。

射
水

平
野

・
砺

波
平

野
の

一
角

で
あ

る
東

側
に

は
、

豊
か

な
穀

倉
地

帯
が

広
が

り
ま

す
。

平
野

部
の

西
寄

り
を

流
れ

る
小

矢
部

川
は

、
流

れ
が

ゆ
る

や
か

で
水

量
が

豊
富

。
一

方
、

東
寄

り
の

庄
川

は
た

び
た

び
氾

濫
を

起
こ

す
急

流
で

、
川

筋
を

変
え

な
が

ら
広

い
扇

状
地

を
つ

く
っ

て
き

ま
し

た
。

こ
れ

ら
の

川
は

、
江

戸
時

代
か

ら
水

路
と

し
て

利
用

さ
れ

、
川

沿
い

に
あ

る
戸

出
、

福
岡

、
中

田
、

伏
木

な
ど

の
町

が
発

展
し

て
き

ま
し

た
。

平
野

部
中

央
の

高
岡

台
地

に
は

か
つ

て
、

こ
れ

ら
の

河
川

を
自

然
の

水
濠

と
し

て
高

岡
城

が
築

城
さ

れ
ま

し
た

。

高
岡

は
、

砺
波

平
野

や
射

水
平

野
な

ど
の

穀
倉

地
帯

を
は

じ
め

、
庄

川
や

小
矢

部
川

、
二

上
山

や
そ

れ
に

連
な

る
西

山
丘

陵
な

ど
自

然
に

恵
ま

れ
た

地
で

あ
り

、
古

く
か

ら
人

が
住

ん
で

い
ま

し
た

。
そ

の
歴

史
は

旧
石

器
時

代
ま

で
遡

り
、

古
墳

の
数

に
お

い
て

も
県

内
随

一
を

誇
り

ま
す

。
天

平
時

代
に

は
、

伏
木

に
越

中
国

府
が

置
か

れ
ま

し
た

。
万

葉
集

の
代

表
的

な
歌

人
で

あ
る

大
伴

家
持

が
国

守
と

し
て

赴
任

し
、

多
く

の
秀

歌
を

詠
ん

で
い

ま
す

。
中

世
末

期
に

は
、

木
舟

城
や

守
山

城
を

中
心

に
城

下
町

が
広

が
り

ま
し

た
。

そ
の

後
、

慶
長

1
4

年
（

1
6

0
9

年
）

に
は

加
賀

藩
二

代
藩

主
・

前
田

利
長

に

よ
っ

て
高

岡
城

が
築

城
さ

れ
、

現
在

の
高

岡
が

町
と

し
て

形
づ

く
ら

れ
ま

し
た

。
利

長
の

没
後

、
元

和
元

年
(1

6
1

5
年

)、
一

国
一

城
令

に
よ

っ
て

高
岡

城
は

廃
城

と
さ

れ
ま

し
た

。
そ

の
後

、
三

代
藩

主
前

田
利

常
に

よ
っ

て
綿

市
場

が
創

設
さ

れ
る

な
ど

各
種

産
業

が
奨

励
さ

れ
、

高
岡

は
城

下
町

か
ら

商
工

業
の

ま
ち

へ
と

転
換

を
遂

げ
た

の
で

す
。

明
治

時
代

に
は

、
高

岡
銅

器
が

万
国

博
覧

会
へ

出
展

す
る

な
ど

、
銅

器
や

漆
器

・
菅

笠
な

ど
の

伝
統

産
業

が
盛

ん
に

な
り

ま
す

。
こ

れ
ら

を
礎

に
、

ア
ル

ミ
建

材
な

ど
の

近
代

産
業

も
発

展
。

そ
の

技
と

精
神

は
脈

々
と

引
き

継
が

れ
、

現
在

の
「

も
の

づ
く

り
の

ま
ち

高
岡

」
を

支
え

る
柱

と
な

っ
て

い
ま

す
。

産
業

は
、

銅
器

・
漆

器
、

菅
笠

が
特

徴
的

で
す

が
、

現
在

の
製

造
品

出
荷

額
で

は
化

学
工

業
が

ト
ッ

プ
。

続
く

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

産
業

は
昭

和
初

期
か

ら
発

展
し

て
お

り
、

住
宅

用
・

ビ
ル

用
建

材
の

生
産

量
は

全
国

で
も

有
数

で
す

。
土

地
利

用
は

、
市

域
の

約
３

分
の

２
が

山
林

や
田

畑
、

残
り

が
道

路
や

住
宅

。
中

心
市

街
地

に
は

店
舗

や
中

小
企

業
が

混
在

す
る

一
方

、
飛

市
街

地
に

は
住

宅
地

が
造

成
さ

れ
て

い
ま

す
。

工
業

地
は

、
金

屋
地

区
周

辺
に

は
銅

器
・

漆
器

の
中

小
工

場
や

住
宅

が
、

戸
出

・
中

田
と

小
矢

部
川

左
岸

に
は

工
業

団
地

が
あ

り
ま

す
。

商
業

地
は

、
Ｊ

Ｒ
高

岡
駅

周
辺

の
中

心
商

業
地

区
の

ほ
か

、
伏

木
・

戸
出

・
中

田
・

立
野

・
福

岡
な

ど
に

も
あ

り
、

幹
線

道
路

沿
い

に
も

商
業

施
設

が
見

ら
れ

ま
す

。

富
山

県
高

岡
市

人
口

／
1

7
7

,5
5

2
人

［
平

成
2

2
年

9
月

末
］

市
の

概
要

ス
ト
ー
リ
ー
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
市

内
に

あ
る

文
化

財
を

、
市

民
生

活
や

産
業

発
展

の
中

で
、

さ
ま

ざ
ま

に
機

能
さ

せ
、

歴
史

文
化

の
ま

ち
づ

く
り

を
め

ざ
す

た
め

の
計

画
で

す
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

文
化

財
を

総
合

的
に

把
握

す
る

た
め

調
査

を
実

施
し

、
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

す
る

と
と

も
に

、
関

連
文

化
財

群
と

し
て

ま
と

め
ま

す
。

◆
関

連
文

化
財

に
つ

い
て

［
設
定
す
る
目
的
］

高
岡

の
歴

史
や

風
土

を
象

徴
す

る
い

く
つ

か
の

ス
ト

ー
リ

ー
か

ら
、

関
連

す
る

文
化

財
を

一
定

の
ま

と
ま

り
と

し
て

認
識

。市
の

歴
史

や
風

土
、

文
化

財
の

価
値

を
わ

か
り

や
す

く
市

民
に

伝
え

、歴
史

文
化

へ
の

理
解

を
深

め
ま

す
。

［
構
成
］①

名
称

、 
②

ス
ト

ー
リ

ー
、 

③
関

連
す

る
文

化
財

と
そ

の
関

連
性

・
価

値
、 

④
関

連
す

る
文

化
財

の
分

布
状

況

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］

関
連

文
化

財
群

の
８

つ
の

ス
ト

ー
リ

ー
を

高
岡

市
の

個
性

と
し

て
と

ら
え

、
歴

史
文

化
に

対
す

る
共

通
認

識
を

市
民

と
持

ち
、

後
世

に
継

承
す

る
こ

と
を

目
指

し
ま

す
。

［
計
画
の
項
目
］

　
①

各
ス

ト
ー

リ
ー

に
お

い
て

、大
切

に
す

べ
き

　
　

価
値

②
各

関
連

文
化

財
群

を
ど

の
よ

う
に

守
り

育
て

て
い

く
か

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］

文
化

財
が

集
ま

る
区

域
を

歴
史

文
化

保
存

活
用

区
域

と
し

て
設

定
。市

の
歴

史
や

文
化

・
文

化
財

を
包

含
す

る
空

間
と

し
て

、
部

局
間

を
横

断
す

る
施

策
や

事
業

に
お

い
て

も
、

共
通

認
識

の
も

と
戦

略
的

に
ま

ち
づ

く
り

を
進

め
る

区
域

と
し

ま
す

。

［
構
成
］①

関
連

施
策

・
事

業
の

整
理

　
　

　
②

市
民

活
動

の
状

況
の

整
理

　
　

　
③

区
域

の
概

要
と

目
指

す
べ

き
方

向
性

④
関

連
文

化
財

群
や

公
共

施
設

等
の

分
布

状
況

賀
二
代
藩
主
前
田
利
長
は
、
弟
の
利

常
に
家
督
を
譲
り
自
ら
は
隠
居
し

て
、
慶
長
14
（
16
09
）年
高
岡
城
を
築
城
し
、

城
下
町
を
開
町
し
た
。利
長
の
死
後
、
一
国
一

城
令
が
布
告
さ
れ
廃
城
と
な
っ
た
後
は
、
三
代

藩
主
利
常
に
よ
り
商
工
業
都
市
へ
の
転
換
が

図
ら
れ
、
様
々
な
政
策
の
実
践
に
よ
り
利
長
ゆ

か
り
の
高
岡
は
加
賀
藩
の
重
要
な
商
工
業
都

市
と
し
て
成
長
し
た
。

　
こ
の
成
長
の
背

景
と
し
て
、
開
町

に
あ
た
っ
て
集

ま
っ
た
職
人
達
の

技
術
の
研
鑽
に

よ
っ
て
発
展
し
た
工
芸
文
化
や
、
加
賀
藩
の
一

大
穀
倉
地
帯
と
な
っ
た
周
辺
地
域
と
高
岡
町
・

木
町
・
伏
木
等
を
つ
な
ぐ
水
運
・
陸
路
な
ど
、

町
内
外
を
縦
横
に
結
ぶ
よ
う
に
発
達
し
た
流

通
・
往
来
シ
ス
テ
ム
の
存
在
が
あ
っ
た
。

近
代
以
降
は
、
藩
政
期
の
商
工
業
都
市
と
し
て

の
基
盤
を
引
き
継
ぎ
、
効
率
的
に
都
市
の
再
編

が
進
行
し
た
こ
と
で
、
新
旧
の
商
工
業
の
繁
栄

が
も
た
ら
さ
れ
た
。

　
現
在
、
こ
の
地
で
培
わ
れ
た
工
芸
技
術
は
、

市
の
基
幹
産
業
と
し
て
成
長
し
た
技
術
の
礎

と
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
変
わ
ら
ず
に
高
岡
の

伝
統
産
業
と
し
て
も
息
づ
い
て
い
る
。ま
た
、

近
世
・
近
代
の
面
影
を
伝
え
る
歴
史
的
な
町

並
み
や
祭
り
等
、
高
岡
町
独
特
の
気
風
を
伝
え

る
文
化
財
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
。

５
９

49
１

２
２

13
１

10
－

－
83

１
１

18
－

－
１

５
－

４
－

－
29

７
（
国
宝
1）
27

（
国
宝
3）
６

１
１

２
２

－
－

－
１

20

31
－

31

（
平
成
22
年
９
月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

国 登
録

高
岡

市
の

北
部

・
富

山
湾

に
面

す
る

雨
晴

海
岸

は
、

能

自
 然

高
岡

は
、

砺
波

平
野

や
射

水
平

野
な

ど
の

穀
倉

地
帯

を

歴
 史

産
業

は
、

銅
器

・
漆

器
、

菅
笠

が
特

徴
的

で
す

が
、

現
在

産
 業

 等

豊
富

な
文

化
財

を
保

存
・

活
用

す
る

た
め

、
調

査
保

護
や

普
及

啓
発

に
取

り
組

ん
で

き
ま

し
た

。
こ

の
結

果
、

国
指

定
文

化
財

の
数

で
は

県
内

一
、

瑞
龍

寺
が

県
内

唯
一

の
国

宝
に

指
定

さ
れ

る
な

ど
、

歴
史

文
化

の
ま

ち
高

岡
を

ア
ピ

ー
ル

し
て

い
ま

す
。

◆
中

心
市

街
地

で
の

空
家

増
加

・
　

高
齢

化
に

よ
る

衰
退

◆
銅

器
・

漆
器

、
菅

笠
な

ど
伝

統
　

工
芸

の
後

継
者

不
足

文
化

財
の

概
要

◆
中

心
市

街
地

で
の

空
家

増
加

・

課
 題

商
工
業
の
町
・
高
岡
の
成
立
と
繁
栄
に
関
わ
る
文
化
財
群

加s 高
岡
市
山
町
筋
伝
統
的

建
築
物
群
保
存
地
区

文
化
財
分
布
図

瑞
龍
寺
山
門

［
国
宝
・
重
要
文
化
財
］

高
岡
御
車
祭

菅
笠
の
笹
縫
い
作
業

人
口
／
1
7
6
,8
7
2
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]
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総
合
的
把
握
調
査
の
方
法
に
つ
い
て

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
地
域
固
有
の
「
歴
史
文
化
資
産
」
の
保
存
活
用
を

通
じ
て
、
長
い
歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
加
賀
市

ら
し
さ
」
を
継
承
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
の
仕
組

み
で
す
。　

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

文
化
財
体
系
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、
加
賀
市
の
歴

史
や
文
化
の
特
色
を
色
濃
く
示
す
テ
ー
マ
を
設

定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
調
査
部
会
を
設
け
、
テ
ー
マ

に
係
る
文
化
財
を
市
民
と
の
協
働
に
よ
り
調
査

し
て
い
ま
す
。

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］加
賀
市
の
歴
史
文
化
の
特
性
や
、
文

化
財
の
価
値
を
顕
在
化
し
、
加
賀
市
ら
し
い
個
性

の
継
承
発
展
に
つ
な
げ
る
。テ
ー
マ
は
、「
今
日
に

底
流
し
て
継
承
さ
れ
る
加
賀
市
ら
し
い
個
性
」を
、

簡
単
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
表
現
し
た
も
の
。そ
の

テ
ー
マ
に
関
連
す
る
文
化
財
を
関
連
文
化
財
群
と

し
て
設
定
。

［
構
成
］

◇
文
化
財
保
護
の
対
象
・
未
対
象
を
問
わ
な
い
こ
と

◇
テ
ー
マ
毎
に
判
断
基
準
を
設
け
、関
連
性
を

　
明
確
に
す
る
こ
と

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］「
加
賀
市
ら
し
さ
」
を
物
語
る
テ
ー
マ
に

基
づ
く
歴
史
文
化
資
産
の
総
合
的
な
保
存
活
用

の
方
針
に
従
い
、「
調
査
・
研
究
等
」「
普
及
啓
発
」

「
地
域
づ
く
り
」
の
観
点
か
ら
保
存
活
用
に
関
す

る
方
策
を
設
定
す
る
こ
と
。

［
計
画
の
項
目
］

1
．各
関
連
文
化
財
群
の
保
存
活
用
に
共
通
す
る

方
策
（
①
調
査
・
研
究
等
の
推
進
、②
普
及
啓
発

の
充
実
、③
地
域
づ
く
り
の
推
進
）

2
．関
連
文
化
財
群
ご
と
の
保
存
活
用
の
具
体
的

方
策

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］

「
加
賀
市
ら
し
さ
」
を
物
語
る
テ
ー
マ
を
主
軸
と

し
、
歴
史
や
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
す
る
こ
と
。

加
賀
市
に
お
い
て
は
、
文
化
財
の
総
合
的
把
握

調
査
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、加
賀
市
の
歴
史

文
化
の
特
徴
を
自
然
、
歴
史
、
伝
統
的
な
産
業

と
く
ら
し
の
観
点
か
ら
再
整
理
し
、
歴
史
文
化

の
特
性
と
し
て
ま
と
め
、
こ
の
歴
史
文
化
の
特

性
か
ら
1
2
の
テ
ー
マ
（
①
城
下
町
、②
九
谷

焼
、③
北
前
船
、④
山
中
漆
器
、⑤
山
村
集
落
、

⑥
原
始
古
代
、⑦
温
泉
文
化
、⑧
産
業
遺
産
、⑨

自
然
遺
産
、⑩
信
仰
、⑪
街
道
宿
場
、⑫
食
文

化
）
を
設
定
。こ
の
テ
ー
マ
に
基
づ
き
文
化
財

の
悉
皆
的
な
調
査
を
実
施
。調
査
を
実
施
す
る

に
当
た
り
、
郷
土
史
等
の
専
門
家
に
加
え
、
市

職
員
、
地
域
住
民
、
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
か

ら
な
る
調
査
部
会
を
設
定
し
、
詳
細
な
調
査
範

囲
や
基
準
等
に
つ
い
て
は
、
各
調
査
部
会
に
任

せ
る
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
ら
の
調
査
結
果
か
ら
「
加
賀
ら
し
さ
」
を

物
語
る
テ
ー
マ
を
一
つ
の
関
連
文
化
財
群
と

し
て
設
定
。

テ
ー
マ
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
６
つ
の

テ
ー
マ
と
す
る
。

①
白

山
を

基
層

と
す

る
加

賀
門

徒
の

篤
い

信
仰

文
化

 ②
北

前
船

の
繁

栄
を

も
た

ら
し

た
日

本
海

交
流

文
化

 

③
近

世
の

領
国

経
営

と
多

様
な

嗜
み

が
　

も
た

ら
し

た
大

聖
寺

藩
十

万
石

文
化

 

④「
総

湯
」

の
伝

統
と

「
も

て
な

し
」

の
心

を
継

承
す

る
温

泉
文

化
 

⑤
交

流
と

伝
統

が
生

み
出

し
た

「
ぐ

ち
」な

も
の

づ
く

り
文

化
 

⑥
個

性
豊

か
な

大
聖

寺
川

・
動

橋
川

流
域

　
の

生
活

文
化

 

①
古
代
に
お
け
る
「
江
渟
国
（
え
ぬ
の
く
に
）
」
の
成
立

今
日
の
加
賀
市
域
は
、
古
代
の
地
域
国
家
「
江
渟
国
」
の
範
囲

を
概
ね
継
承
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
「
江
渟
国
」
発
生

は
5
世
紀
代
と
さ
れ
、
狐
山
古
墳
（
国
指
定
史
跡
）
は
、
副
葬

品
な
ど
か
ら
畿
内
勢
力
と
結
び
つ

き
を
持
つ
勢
力
が
台
頭
し
た
こ
と

を
伝
え
、
江
沼
臣
に
関
係
す
る
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
白
山
信
仰
と
浄
土
真
宗
に
よ
る
信
仰
の
固
有
性

加
賀
市
の
南
東
に
そ
び
え
る
白
山
連
峰
は
、
古
く
よ
り
信
仰
の

対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
７
～
８
世
紀
頃
、
加
賀
市
域
に
多
く

の
寺
院
を
も
た
ら
し
た
仏
教
の
伝
播
は
、
白
山
へ
の
信
仰
と
神

仏
習
合
の
思
想
に
よ
る
信
仰
体
系
を
形
成
し
ま
し
た
。
市
内
に

存
在
す
る
神
社
の
5
割
弱
で
白
山
神
を
祀
り
、
ま
た
、
寺
院
で

は
蓮
如
上
人
の
布
教
に
よ
り
浄
土
真
宗
が
8
割
を
上
回
る
な

ど
、
加
賀
市
の
信
仰
の
歴
史
と
伝
統
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

③
在
地
勢
力
・
民
衆
勢
力
の
躍
動
す
る
中
世

白
山
信
仰
や
浄
土
真
宗
に
基
づ
く
宗
教
的
か
つ
地
域
経
済
的
な

結
束
は
、
在
地
勢
力
・
民
衆
勢
力
の
躍
動
の
歴
史
を
生
み
出
し

ま
し
た
。
1
2
世
紀
末
の
安
元
事
件
を
は
じ
め
、
南
北
朝
期
に

は
、
在
地
勢
力
が
抗
争
を
繰
り
広
げ
、
室
町
期
に
は
一
向
一
揆

が
守
護
富
樫
氏
を
滅
ぼ
し
、
織
田
信
長
に
よ
る
侵
略
ま
で
約
一

世
紀
に
わ
た
る
「
百
姓
ノ
持
タ
ル
国
」
を
実
現
し
ま
し
た
。

④
流
通
往
来
に
お
け
る
日
本
海
の
役
割
の
大
き
さ

加
賀
市
は
有
史
以
来
、
周
辺
地
域
と
の
交
流
が
盛
ん
に
行
わ

れ
、
中
国
大
陸
を
は
じ
め
、
沿
岸
地
域
流
通
往
来
や
技
術
伝
播

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
近
世
初
頭
、
越
前
・

加
賀
・
能
登
の
船
乗
り
は
、
近
江
商
人

の
船
乗
り
を
務
め
、
塩
屋
・
瀬
越
・
橋

立
で
は
、
1
8
世
紀
後
半
頃
か
ら
多
く

の
北
前
船
主
を
輩
出
し
、
藩
の
財
政
を

支
え
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
誇
り
ま
し
た
。

⑤
大
聖
寺
藩
制
に
よ
る
地
域
骨
格
と
伝
統
文
化
の
継
承

今
日
の
加
賀
市
の
伝
統
と
呼
ば
れ

る
も
の
の
多
く
は
、
近
世
の
大
聖

寺
藩
政
期
に
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

城
下
町
や
宿
場
に
由
来
す
る
町

場
、
陸
上
交
通
網
、
市
之
瀬
用
水
や
防
風
林
等
の
生
活
と
農
業

の
基
盤
は
現
在
に
引
き
継
が
れ
、
さ
ら
に
九
谷
焼
の
伝
承
、
茶

道
や
能
楽
な
ど
の
芸
術
や
嗜
み
等
の
文
化
は
、
藩
主
前
田
家
の

気
風
を
背
景
に
醸
成
さ
れ
、
色
濃
く
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑥
温
泉
の
恵
み
に
よ
り
育
ま
れ
た
歴
史
と
文
化

白
山
山
系
の
火
山
活
動
は
温
泉
の
恵
み
を
も
た
ら
し
、
市
内
に

は
、
山
中
・
山
代
・
片
山
津
の
３
つ
の
温
泉
が
存
在
し
ま
す
。
蓮

如
や
松
尾
芭
蕉
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
人
々
が
訪
れ
る
湯
治
場

と
し
て
の
歴
史
と
文
化
を
醸
成
す
る
の
み
な
ら
ず
、
「
山
中
塗
」

や
「
山
中
節
」
等
の
伝
統
工
芸
・
伝
統
芸
能
を
育
み
な
が
ら
、
北

陸
を
代
表
す
る
観
光
地
と
し
て
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。

⑦
「
も
の
づ
く
り
」
の
多
様
性
と
技
術
の
高
さ

加
賀
市
は
、
有
史
以
来
、
自
然
の
恵
み
を
生
か
し
た
多
彩
な

「
も
の
づ
く
り
」
が
花
開
い
た
地
域
で
す
。
古
代
よ
り
中
国
や

山
陰
地
方
か
ら
の
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
勾
玉

製
造
、
須
恵
器
生
産
、
製
鉄
、
絹
織
物
等
の
高
度
な
技
術
が
根

付
き
、
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。
近
世
以
降
、
紙
や
絹
の
生
産
、

製
茶
、
製
塩
、
製
炭
等
が
発
展
す
る
と
と
も
に
、
嗜
み
の
文
化

は
、
九
谷
焼
や
山
中
塗
等
の
高
度
な
工
芸
技
術
を
生
み
出
し
、

そ
の
技
術
は
今
日
も
な
お
、
磨
か
れ
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑧
流
通
の
自
然
に
育
ま
れ
た
生
活
文
化
の
多
様
性

加
賀
市
域
は
、
多
様
な
自
然
環
境
を
有
し
て
い
ま
す
。
大
聖
寺
川

と
動
橋
川
の
流
域
は
、
古
代
よ
り
政
治
的
・
文
化
的
な
ま
と
ま
り

と
し
て
捉
え
ら
れ
、
今
日
の
加
賀
市
と
し
て
継
承
さ
れ
る
と
と
も

に
、
山
間
地
域
、
丘
陵
・
台
地
、
低
地
、
沿
岸
等
の
多
様
な
環
境

は
、
長
い
歴
史
の
中
で
、
自
然
に
対
応
し
た
多
様
な
生
活
や
生
業

に
関
す
る
技
術
や
習
俗
等
を
育
み
続
け
て
き
ま
し
た
。

石
川
県
加
賀
市

人
口
／
7
3
,4
7
4
人

［
平
成
2
2
年
1
1
月
末
］

５
－

89
１

２
5

12
１

10
－

－
12
5

１
－

4
1

1
１

0
0

2
－

－
10

3
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3
１

2
0

3
0

4
－

１
17

（
平
成
22
年
９
月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

国

◆
財
政
的
理
由
に
よ
る
歴
史

　
民
俗
資
料
館
の
廃
止

◆
合
併
に
伴
う
指
定
文
化
財
の

　
分
野
の
偏
り
、
指
定
文
化
財

　
の
基
準
の
不
統
一

文
化
財
の
概
要

課
 題

狐
山
古
墳

江
沼
神
社
長
流
亭

橋
立
町
の
船
主
集
落

▼
調
査
テ
ー
マ
と
テ
ー
マ
の
関
連
性
に
つ
い
て

山
代
温
泉
古
総
湯

白
山

九
谷
磁
器
窯
跡

加
賀
市
の
歴
史
文
化
の
特
性
の
ま
と
め

国
（
登
録
）

－

44

旧
石
器
時
代

縄
文
時
代

弥
生
時
代

古
墳
時
代

飛
鳥
時
代

奈
良
時
代

平
安
時
代

鎌
倉
時
代

　

政
　

治
産

　
業

流
通

・
交

通
生

　
活

文
　

化

 

時
代
区
分

原 始 古 代 中 世 近 世 近 代

南
北
朝
時
代

室
町
時
代

安
土
桃
山

江
戸
時
代

明
治
時
代

大
正
時
代

昭
和
時
代

平
成
時
代

現 代

一
向

一
揆

一
向

一
揆

片
山

津
温

泉

白
山

信
仰

北
前

船

水
運

東
西

文
化

の
接

点

稲
作

農
耕

文
化

の
波

及

江
渟

国
の

成
立

仏
教

伝
播

と
律

令

中
世

北
陸

武
士

団

大
聖

寺
藩

制
大

聖
寺

藩
の

教
育

・
学

問
・

芸
術

近
代

化

漁
業

鴨
猟

新
田

開
発

北
国

道

陸
運

水
辺

平
野

山
間

街
道

宿
場

山
代

温
泉

山
中

温
泉

柴 山 潟 周 辺 干 拓

浄
土

真
宗

窯
業

漆
器

鉄
工
業

繊
維
業

加
南

古
窯

加
賀

絹

庄
村

・
大

聖
寺

の
絹

　
　

黒
瀬

窯

南
加

賀
窯 分

校
瓦

製
塩

瓦瓦 

古
代

・
中

世
製

鉄

南
加

賀
の

製
鉄

鉱
山

学
問

芸
術

制制

原
始
・
古
代

城
下

町

●
●

●

山
代

温
泉

山
中

温
泉

片
山

津
温

泉

一
向向

一一
揆

白
山

信
仰

浄
土

真
宗

山
村

集
落

観
光

業

北
前

船

分分

温
泉
文
化

産
業

遺
産

山
中

漆
器

九
谷

焼

拓拓
自

然
遺

産
食

文
化

信
仰

「
加

賀
市

ら
し

さ
」

を
物

語
る

６
テ

ー
マ

調
査

の
１

２
テ

ー
マ

教

北陸

② 日 本 海 交 流 文 化

食
文

化

芸
術

③
大
聖
寺

十
万
石
文
化

④
温
泉
文
化

寺
製

寺

⑤
ぐ
ち
な
も
の
づ
く
り
文
化

⑤ 大 聖 寺 川 ・ 動 橋 川 流 域 文 化
① 篤 い 信 仰 文 化

人
口
／
7
1
,1
9
1
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 

 



無 形 文 化 財

小
浜
市

若
狭
町

小
浜
市

若
狭
町

小
浜
市

若
狭
町

1
15

当
該
地
域
は
、
福
井
県
の
南
西
部
に
あ
り
、
福
井
県
の

越
前
岬
と
京
都
府
丹
後
半
島
の
経
ヶ
岬
を
湾
口
と
す
る

若
狭
湾
岸
の
中
央
に
位
置
し
ま
す
。
日
本
海
～
太
平
洋

間
の
距
離
が
短
く
、
か
つ
標
高
1
0
0
0
ｍ
以
上
の
山
地

が
ほ
と
ん
ど
な
い
全
国
的
に
も
特
異
な
地
域
で
す
。
若

狭
湾
は
典
型
的
な
リ
ア
ス
式
海
岸
で
、
そ
の
中
で
、
三

遠
三
角
地
に
居
住
空
間
の
広
が
り
を
形
成
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
地
形
的
特
徴
に
加
え
、
若
狭
湾
岸
地

方
は
対
馬
海
流
の
影
響
を
受
け
、
比
較
的
温
暖
地
域
で

あ
り
、
か
つ
文
化
交
流
を
容
易
に
す
る
地
域
で
も
あ
り

ま
し
た
。
近
畿
政
権
の
北
港
と
し
て
の
豊
か
な
文
化
の

交
流
、
食
の
成
立
は
、
こ
れ
ら
の
地
形
的
・
気
候
的
特

徴
に
よ
る
要
因
が
大
き
い
と
い
え
ま
す
。

当
地
域
の
地
理
的
環
境
は
、
自
ず
と
海
に
開
か
れ
た
交

流
を
促
し
ま
し
た
。
古
墳
時
代
、
若
狭
町
西
部
か
ら
小

浜
市
東
部
地
域
に
か
け
て
、
大
規
模
な
首
長
墓
群
が
造

営
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
北
部
九
州
か
ら
朝
鮮
半
島

に
か
け
て
の
多
様
な
交
流
を
示
し
て
い
ま
す
。
以
後
、

港
を
媒
介
と
し
て
若
狭
国
の
政
治
の
中
枢
都
市
が
形
成

さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
日
本
の
中
枢
、
奈
良
・
京
都
か

ら
の
文
化
の
流
入
も
特
徴
的
で
あ
り
、
奈
良
時
代
以

降
、
小
浜
市
は
「
海
の
あ
る
奈
良
」
と
例
え
ら
れ
る
よ

う
な
社
寺
信
仰
遺
産
を
密
集
さ
せ
る
地
域
と
し
て
成
立

し
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
小
浜
市
・
若
狭
町
全
域
に
お

い
て
、
民
俗
文
化
財
の
宝
庫
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
そ
の

影
響
を
受
け
た
有
形
無
形
の
民
俗
文
化
財
が
守
り
伝
え

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
豊
か
な
自
然
は
豊
か
な
食

を
も
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
古
墳
群
を
創
り
出
し
た
膳

臣
の
時
代
以
降
は
、
政
治
中
枢
に
食
材
を
供
給
す
る

「
御
食
国
（
み
け
つ
く
に
）
」
と
し
て
の
歴
史
を
形
成

し
ま
し
た
。
近
世
以
降
に
至
っ
て
は
多
量
の
鯖
を
京
都

に
運
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
現
在
で
も
「
鯖
街
道
」
と
呼
ば

れ
親
し
ま
れ
、
若
狭
の
海
産
物
は
「
若
狭
物
」
と
し
て

珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
浜
市
・
若
狭
町
の
歴
史
は
、

海
に
開
か
れ
た
交
流
に
よ
り
形
成
さ
れ
、
豊
か
な
自
然

と
の
共
生
に
よ
り
生
み
だ
さ
れ
た
食
文
化
と
一
体
と

な
っ
て
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

小
浜
市
・
若
狭
町
は
、
狭
小
な
農
地
で
の
米
作
り
と
と

も
に
、
自
然
と
の
共
生
に
よ
り
梅
や
葛
な
ど
の
農
山
村

品
を
兼
業
し
て
生
産
し
て
い
ま
す
。
漁
村
に
お
い
て

は
、
御
食
国
の
時
代
以
降
、
豊
か
な
海
の
幸
を
育
む
生

活
が
継
続
さ
れ
、
マ
チ
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
を
供
給
す

る
た
め
の
二
次
加
工
の
技
術
が
伝
承
さ
れ
て
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
豊
か
な
自
然
文
化
遺
産
や
食

は
、
こ
れ
ら
を
目
的
と
し
た
観
光
産
業
と
も
繋
が
り
、

年
間
1
0
0
万
～
2
0
0
万
人
の
観
光
客
が
こ
れ
ら
を
目
的

に
訪
れ
て
お
り
、
福
井
県
内
で
も
有
数
の
観
光
地
で
も

あ
り
ま
す
。

福
井
県
小
浜
市

人
口
／
　
　
　
　
　
　
　

小
浜
市
：
3
1
,9
7
0
人

若
狭
町
：
1
6
,4
9
5
人

［
平
成
2
2
年
1
0
月
］

市
の
概
要

関
連
文
化
財
群
の
構
成

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
旧
市
町
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、
物
語
性
を
持
た
せ

て
情
報
発
信
し
、
地
域
の
歴
史
を
再
認
識
し
て
歴

史
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
や
保
存
継
承
に
つ

い
て
取
組
み
や
す
い
基
本
方
針
を
、
住
民
・
行
政

が
共
有
す
る
た
め
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

　
①
既
に
指
定
さ
れ
て
い
る
文
化
財
を
再
度

　
　
類
型
分
類
・
整
理
す
る

　
②
食
文
化
や
自
然
・
偉
人
な
ど
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

　
③
住
民
説
明
会
を
年
に
２
回
開
催

　
④
関
連
文
化
財
群
ご
と
に
住
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　
　
を
開
催

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］史
実
を
背
景
に
、
判
り
易
く
文
化
財

群
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
が
地
域
に
誇

り
と
愛
着
を
持
ち
、
積
極
的
に
情
報
を
発
信
し
て

地
域
の
活
力
と
す
る
こ
と
。

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］
計
画
地
域
全
体
の
テ
ー
マ
「
御
食
国
若
狭

の
継
承
そ
し
て
発
展
」に
よ
り「
食
文
化
」と
そ
れ

を
支
え
た「
民
俗
文
化
財
」を
基
底
に
お
き
、
計
画

地
域
全
体
に
お
い
て
、
住
民
参
画
の
シ
ス
テ
ム
を

構
築
し
た
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

［
計
画
の
項
目
］

　
①
計
画
テ
ー
マ「
御
食
国
若
狭
の
継
承
そ
し
て

　
　
発
展
」の
全
体
的
な
保
存
活
用
方
針

　
②
関
連
文
化
財
群
ご
と
の
保
存
活
用
方
針

　
③
事
業
計
画
と
そ
の
方
向
性

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］
各
保
存
活
用
区
域
内
に
あ
る
関
連

文
化
財
群
の
保
存
活
用
計
画
の
骨
子
、
指
定
文
化

財
等
の
既
往
の
保
存
管
理
計
画
、
関
連
す
る
上
位

計
画
を
踏
ま
え
、
区
域
特
有
の
歴
史
や
文
化
・
多

様
な
文
化
財
を
一
体
的
に
包
含
す
る
空
間
と
し

て
守
り
育
て
て
い
く
こ
と
。こ
れ
ら
は
単
独
で
は

も
ち
ろ
ん
関
連
文
化
財
群
で
の
連
携
や
、
計
画
区

域
全
体
で
総
合
テ
ー
マ
に
そ
っ
た
形
で
の
保
存

活
用
事
業
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
設
定
し
ま
す
。

◆
人
と
自
然
と
の
た
ゆ
ま
ぬ
共
生

名
勝
三
方
五
湖
周
辺
は
豊
か
な
自
然
と
人
々

の
生
活
が
共
生
し
て
お
り
、
特
徴
的
な
文
化
財

群
が
現
代
生
活
と
共
存
し
な
が
ら
分
布
し
て

い
る
。食
文
化
を
支
え
る
豊
か
な
食
材
は
、
人

と
自
然
と
の
た
ゆ
ま
ぬ
共
生
や
民
俗
文
化
財

に
よ
り
守
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
具
現
化
す
る

モ
デ
ル
地
域
で
も
あ
る
。

◆
御
食
国
若
狭
の
成
立

若
狭
国
は
政
治
中
枢
に
食
を
供
給
し
た
「
御
食

国
」と
い
わ
れ
る
。若
狭
を
お
さ
め
た
膳
臣
の

大
規
模
古
墳
群
が
密
集
す
る
と
と
も
に
、
塩
を

供
給
し
た
製
塩
遺
跡
も
湾
岸
に
分
布
し
て
い

る
。都
城
か
ら
検
出
さ
れ
る
木
簡
に
み
ら
れ
る

調
塩
を
示
す
遺
跡
群
で
あ
り
、
ス
シ
と
し
て
献

上
さ
れ
た
海
産
物
の
歴
史
も
今
に
伝
え
て
い

る
。ま
た
、
大
陸
・
半
島
や
九
州
・
畿
内
と
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
交
流
を
示
す
遺
物
が
数
多

く
検
出
さ
れ
て
い
る
。代
表
的
な
古
墳
群
と
製

塩
遺
跡
は
国
指
定
等
の
保
護
を
受
け
て
い
る

が
、
今
後
、
構
成

す
る
個
々
の
遺

跡
の
保
護
が
課

題
で
あ
る
。

◆
神
仏
習
合
の
社
寺
と
暮
ら
し

海
に
開
か
れ
た
若
狭
で
は
、
人
々
の
交
流
の
中

で
大
陸
・
半
島
や
奈
良
・
京
都
か
ら
多
様
な

信
仰
遺
産
を
受
け
入
れ
て
き
た
。そ
の
中
で
成

立
し
た
日
本
の
信
仰
と
も
い
え
る
神
仏
習
合

を
、
現
代
の
生
活
や
信
仰
の
拠
点
で
あ
る
山
と

一
体
と
な
り
コ
ン
パ
ク
ト
に
か
た
ち
で
伝
え

て
い
る
。個
々
の
社
寺
に
存
在
す
る
有
形
文
化

財
は
指
定
の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
が
、
境
内

等
の
史
跡
指
定
と
信
仰
の
山
を
含
む
里
景
観

の
保
護
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

◆
京
へ
つ
な
が
る
鯖
街
道

古
来
、
港
に
よ
り
開
か
れ
た
小
浜
か
ら
京
へ
至

る
道
に
は
、そ
れ
ら
を
示
す
文
化
財
群
が
良
好

な
景
観
の
も
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。現
在
で

は
、
近
世
以
降
に
多
量
に
運
ば
れ
た
鯖
か
ら

「
鯖
街
道
」
の
呼
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
。文
化

財
指
定
の
件
数
は
少
な
い
が
、
そ
の
拠
点
に
お

い
て
は
特
徴
的
な
文
化
財
が
保
護
さ
れ
て
い

る
。ま
た
、
流
通
往
来
の
文
化
的
景
観
の
重
要

地
域
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
構
成
資
産
の
細
や

か
な
抽
出
と
指
定
保
護
が
課
題
で
あ
る
。

◆
海
に
開
か
れ
た
ま
ち
（
小
浜
城
下
町
）

海
に
開
か
れ
た
港
町
に
は
お
の
ず
と
政
治
拠

点
が
お
か
れ
、
交
流
を
し
め
す
政
治
・
経
済
の

文
化
遺
産
を
数
多
く
伝
え
る
。ま
た
、
鯖
街
道

の
起
点
と
し
て
の
食
の
歴
史
、
御
食
国
と
し
て

の
加
工
食
の
発
展
形
態
を
城
下
町
文
化
の
中

で
熟
成
さ
せ
た
遺
産
を
包
括
す
る
。個
々
の
資

産
に
つ
い
て
は
指
定
が
促
進
さ
れ
て
い
る
が
、

次
代
に
引
き
継
が
れ
る
べ
き
近
代
化
遺
産
に

つ
い
て
は
そ
の
保
護
が
遅
れ
て
い
る
。

17
46

4
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9
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0
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43
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4
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72

７
（
国
宝
2）

5
3

2
2

1
2

61
2

14

（
平
成
22
年
９
月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

建 造 物
有 形

無 形
史 跡

名 勝

天 然 記 念 物

選 択 無 形 民 俗 文 化 財

重 要 伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

書 類 ・ 資 料

行 政 区 分

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

都
道

府
県 国

以
下
の
条
件
を
考
慮
し
て
設
定
し
た
。

　
①
　
文
化
財
形
成
の
基
礎

　
②
　
時
間
的
イ
メ
ー
ジ

　
③
　
食
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

　
④
　
活
発
な
地
域
活
動
の
持
続
的
発
展

当
該
地
域
は
、
福
井
県
の
南
西
部
に
あ
り
、
福
井
県
の

自
 然

当
地
域
の
地
理
的
環
境
は
、
自
ず
と
海
に
開
か
れ
た
交

歴
 史

小
浜
市
・
若
狭
町
は
、
狭
小
な
農
地
で
の
米
作
り
と
と

産
 業

 等

小
浜
市
で
は
、
数
多
く
の
社
寺
遺
産
が
国
指
定
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
社
寺
に
残
る
遺
産
の
調
査
や
指
定
が
促

進
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
若
狭
町
は
、
史
跡
お
よ
び
民
俗
文
化
財
の
指
定
が
促
進
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
勢
力
的

に
指
定
等
の
措
置
が
と
ら
れ
、
福
井
県
内
の
国
県
指
定
文
化
財
の
3
0
％
以
上
を
占
有
す
る
地
域
で
す
。

◆
行
政
の
枠
組
み
の
中
で
の
文
化
財

　
保
護
が
行
わ
れ
て
き
た

◆
歴
史
的
、
文
化
財
的
側
面
か
ら
再

　
整
理
す
る
際
に
、
判
り
易
く
共
有
・

　
情
報
発
信
が
で
き
て
い
な
か
っ
た

文
化
財
の
概
要

◆
行
政
の
枠
組
み
の
中
で
の
文
化
財

課
 題

福
井
県
若
狭
町

美 術 工 芸 品

8
64

13
10

5
6
21

13
7

8
1

8 23
５

12
1

1
3

31

5
1

1
1

2

登 録 有 形 文 化 財

登 録 有 形 民 族 文 化 財 ・ 名 勝

2

鯖
街
道（
熊
川
宿
）

鯖
街
道（
港
と
倉
庫
）

鯖
街
道（
市
場
景
観
）

3
0
,9
2
9
人

人
口
／

1
6
,0
5
1
人

86

「歴史文化基本構想」策定ハンドブック 

 

 64

  

  

  

巻巻末末資資料料  

  
 

 

 

 

 

 

  



韮
崎

市
は

、
甲

府
盆

地
の

北
西

頂
点

部
に

位
置

し
、

全
体

の
約

5
8

％
を

山
林

が
占

め
て

い
ま

す
。

西
部

は
、

鳳
凰

山
や

甲
斐

駒
ケ

岳
な

ど
の

南
ア

ル
プ

ス
が

そ
び

え
、

糸
魚

川
－

静
岡

構
造

線
（

フ
ォ

ッ
サ

マ
グ

ナ
）

が
南

北
を

横
断

し
て

い
ま

す
。

山
麓

地
帯

は
比

較
的

透
水

性
の

高
い

土
地

で
す

。
東

部
は

最
奥

に
甲

斐
金

峰
山

が
そ

び
え

、
茅

ヶ
岳

な
ど

火
山

に
よ

っ
て

形
成

さ
れ

た
緩

傾
斜

地
で

、
水

利
条

件
の

悪
い

土
地

で
す

。
本

市
中

央
を

貫
通

す
る

七
里

岩
台

地
は

、
八

ヶ
岳

の
噴

火
に

よ
る

山
体

崩
れ

と
、

釜
無

川
・

塩
川

の
浸

食
に

よ
り

形
成

さ
れ

た
特

徴
的

地
形

で
す

。
七

里
岩

台
地

上
に

は
、

小
円

頂
丘

と
窪

地
が

点
在

し
、

湧
水

が
認

め
ら

れ
ま

す
。

七
里

岩
と

塩
川

に
挟

ま
れ

た
地

帯
は

、
低

位
の

河
岸

段
丘

を
形

成
す

る
塩

川
の

氾
濫

原
で

あ
り

、
比

較
的

肥
沃

な
土

地
で

す
。

韮
崎

市
の

歴
史

は
旧

石
器

時
代

か
ら

と
さ

れ
、

坂
井

遺
跡

や
女

夫
石

遺
跡

な
ど

が
確

認
さ

れ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
近

年
、

大
豆

栽
培

な
ど

を
裏

付
け

る
資

料
が

出
土

し
て

い
ま

す
。

弥
生

時
代

で
は

東
日

本
最

古
級

の
水

田
跡

が
検

出
さ

れ
、

集
落

や
方

形
周

溝
墓

が
七

里
岩

台
地

や
藤

井
平

な
ど

に
作

ら
れ

ま
し

た
。

奈
良

・
平

安
時

代
に

は
、

茅
ヶ

岳
山

麓
地

域
で

御
牧

が
経

営
さ

れ
、

藤
井

平
に

は
宮

ノ
前

遺
跡

が
作

ら
れ

ま
し

た
。

中
世

に
は

、

武
田

信
義

が
神

山
町

武
田

に
館

と
要

害
を

構
え

、
武

田
八

幡
宮

や
願

成
寺

の
木

像
阿

弥
陀

三
尊

像
が

も
た

ら
し

ま
し

た
。

中
世

末
に

は
、

新
府

城
が

築
城

さ
れ

、
そ

の
歴

史
の

中
で

、
北

条
夫

人
祈

願
文

な
ど

の
文

化
財

が
産

み
出

さ
れ

ま
し

た
。

ま
た

、
御

勅
使

川
旧

堤
防

な
ど

の
祖

形
も

こ
の

時
期

に
作

ら
れ

ま
し

た
。

江
戸

時
代

に
は

、
釜

無
川

・
富

士
川

の
水

運
が

開
か

れ
、

甲
州

街
道

の
整

備
と

相
ま

っ
て

、
宿

場
町

と
し

て
発

展
し

ま
し

た
。

徳
島

堰
・

藤
井

堰
・

朝
穂

堰
な

ど
が

造
ら

れ
、

現
在

の
農

業
基

盤
が

整
備

さ
れ

ま
し

た
。

ま
た

、
苗

敷
山

信
仰

・
金

峰
山

信
仰

・
地

蔵
信

仰
な

ど
が

確
認

さ
れ

て
い

ま
す

。
明

治
時

代
に

は
、

養
蚕

に
適

し
た

建
造

物
へ

の
改

造
な

ど
が

行
わ

れ
、

明
治

3
6

年
に

は
、

国
鉄

中
央

線
が

開
通

、
韮

崎
駅

が
開

業
し

、
ス

イ
ッ

チ
バ

ッ
ク

な
ど

の
構

造
物

が
造

ら
れ

ま
し

た
。

昭
和

2
9

年
に

韮
崎

町
・

穂
坂

村
・

藤
井

村
・

中
田

村
・

穴
山

村
・

円
野

村
・

清
哲

村
・

神
山

村
・

旭
村

・
大

草
村

・
龍

岡
村

の
１

町
1

0
ヶ

村
が

合
併

し
、

現
在

に
至

り
ま

す
。

古
代

か
ら

近
世

に
か

け
て

は
、

農
耕

地
等

の
開

発
、

織
物

生
産

、
御

座
石

鉱
山

や
水

上
山

の
鉱

山
開

発
が

主
な

産
業

で
し

た
。

現
在

で
は

、
第

１
次

産
業

が
1

0
％

、
第

２
次

産
業

が
3

1
％

、
第

３
次

産
業

が
5

8
％

を
占

め
て

い
ま

す
。

山
梨

県
韮

崎
市

人
口

／
3

2
,0

2
8

人
［

平
成

2
2

年
1

1
月

1
日

］

市
の

概
要

ス
ト
ー
リ
ー
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
歴

史
文

化
資

源
を

将
来

へ
受

け
継

ぎ
、

歴
史

的
環

境
を

活
か

し
な

が
ら

、
地

域
住

民
に

と
っ

て
暮

ら
し

や
す

く
、

誇
り

や
愛

着
を

持
て

、
来

訪
者

に
と

っ
て

も
魅

力
的

な
韮

崎
の

実
現

を
目

指
す

た
め

に
策

定
し

ま
す

。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

①
既

存
の

文
化

財
に

関
わ

る
取

組
み

で
得

ら
れ

た
デ

ー
タ

を
中

心
に

市
域

全
体

を
網

羅
す

る
柱

と
な

る
テ

ー
マ

の
検

討
。

②
市

域
全

体
を

網
羅

す
る

テ
ー

マ
の

重
な

り
合

い
、

及
び

具
体

的
な

計
画

へ
と

推
進

が
考

え
ら

れ
る

エ
リ

ア
内

の
文

化
財

を
把

握
。

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］韮

崎
市

の
特

性
を

分
析

し
、

そ
の

中
で

浮
か

び
上

が
る

固
有

の
ス

ト
ー

リ
ー

と
そ

れ
を

構
成

す
る

文
化

財
を

ま
と

ま
り

と
し

て
把

握
す

る
こ

と
で

、
歴

史
文

化
を

活
か

し
た

地
域

づ
く

り
が

前
進

す
る

。
［
構
成
］①

 韮
崎

の
礎

（
古

代
）、

 ②
山

の
神

々
に

守
ら

れ
た

ま
ち

（
中

世
～

近
世

）、
 ③

  武
田

氏
ゆ

か
り

の
ま

ち
（

中
世

）、
 ④

治
水

・
利

水
の

ま
ち

（
近

世
、

近
代

化
）、

⑤
ヒ

ト
と

モ
ノ

の
結

節
点

の
ま

ち（
近

世
、近

代
化

）、
⑥

韮
崎

の
生

業

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］

基
本

構
想

の
理

念
で

あ
る

「
ス

ト
ー

リ
ー

に
よ

る
保

存
活

用
」「

市
民

と
行

政
の

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

に
よ

る
保

存
活

用
」「

地
域

づ
く

り
に

つ
な

が
る

保
存

活
用

」を
推

進
す

る
た

め
。

［
計
画
の
項
目
］

　
①

テ
ー

マ
別

の
保

存
活

用
の

方
針

②
保

存
活

用
の

体
制

整
備

の
方

針
（

担
い

手
や

仕
組

み
）

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］

韮
崎

市
を

特
徴

付
け

る
テ

ー
マ

の
重

複
や

個
々

の
文

化
財

分
布

密
度

等
を

考
慮

し
、

ま
た

市
民

の
盛

り
上

が
り

や
行

政
的

な
計

画
を

加
味

す
る

中
で

、「
保

存
活

用
推

進
エ

リ
ア（

歴
史

文
化

保
存

活
用

区
域

）」
を

設
定

し
、

地
域

づ
く

り
と

連
携

し
た

保
存

活
用

の
進

め
方

を
整

理
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

①
武
田
八
幡
宮
と
そ
の
参
道（
武
田
八
幡

宮
と
関
連
文
化
財
の
保
存
活
用
）

［
関
連
文
化
財
群
の
構
成
要
素
］

武
田
八
幡
宮
本
殿
・
鳥
居
・
石
垣
・
輿
石
、
境

内
地
、境
内
の
建
造
物
、境
内
の
樹
叢
、参
道
・

裏
参
道
の
ま
ち
な
み
、八
幡
宮
の
例
大
祭

②
甲
斐
武
田
氏
関
連
の
社
寺
群（
武
田
氏

関
連
の
社
寺
群
の
保
存
活
用
）

神
山
町
に
は
、甲
斐
武

田
氏
の
発
祥
か
ら
終

焉
ま
で
に
関
わ
り
の

あ
っ
た
社
寺
が
多
数

存
在
す
る
。武
田
八
幡

宮
は
、武
田
信
義
の
元

服
の
舞
台
で
あ
り
、以

来
、
武
田
信
虎
、
信
玄

の
時
代
ま
で
、
武
田
氏
の
氏
神
と
し
て
崇
拝
も

厚
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。神
山
町
に
集
積
す
る

こ
れ
ら
の
社
寺
を
保
存
活
用
す
る
こ
と
で
、
甲

斐
武
田
氏
の
発
祥
か
ら
終
焉
に
至
る
長
い
時

代
で
の
神
山
町
と
の
関
わ
り
の
深
さ
を
知
る

て
が
か
り
と
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。ま

た
、「
武
田
氏
を
育
ん
だ
里
」と
し
て
、
来
訪
者

の
立
ち
寄
り
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
の
活
用
も
期

待
で
き
る
。

［
関
連
文
化
財
群
の
構
成
要
素
］

社
寺
の
境
内
地
、
境
内
の
建
造
物
・
樹
木
、
古

文
書
、仏
像
、寺
院
跡
、地
名

③
甲
斐
源
氏
の
世
界（
武
田
～
御
堂
に
か

け
て
の
武
田
氏
遺
構
に
係
る
保
存
活
用
）

［
関
連
文
化
財
群
の
構
成
要
素
］

武
田
信
義
館
跡
、
周
囲
の
遺
跡
（
館
跡
な
ど
）、

古
文
書
、地
名

④
白
山
城
の
烽
火（
白
山
城
一
帯
の
保
存

活
用
）

［
関
連
文
化
財
群
の
構
成
要
素
］

白
山
城
跡
、狼
煙
台
、登
山
口

５
5

20
2

２
5

18
52

4
4

8
2

14

1
3

5

（
平
成
22
年
1月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

国

歴
史
文
化
保
存
活
用
基
本
計
画
（
神
山
町
）
に
つ
い
て
神
山
町
の

特
性
を
示
す
３
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
基
本
に
、
よ
り
濃
密
な
関
係

に
あ
る
資
源
同
士
を
「
関
連
文
化
財
群
」
と
し
て
ま
と
め
る
。

韮
崎

市
は

、
甲

府
盆

地
の

北
西

頂
点

部
に

位
置

し
、

全

自
 然

韮
崎

市
の

歴
史

は
旧

石
器

時
代

か
ら

と
さ

れ
、

坂
井

遺

歴
 史

古
代

か
ら

近
世

に
か

け
て

は
、

農
耕

地
等

の
開

発
、

織

産
 業

 等

◆
既

指
定

文
化

財
及

び
埋

蔵
文

化
財

に
　

偏
っ

て
い

て
、

そ
の

他
の

文
化

財
に

　
対

し
て

の
取

組
み

が
薄

弱
◆

「
ま

ち
づ

く
り

」
と

「
文

化
財

の
保

　
護

」
と

い
う

概
念

が
相

容
れ

な
い

も
　

の
と

い
う

認
識

が
根

強
い

。
◆

「
文

化
財

＝
強

い
規

制
」

と
い

う
概

　
念

が
根

強
い

。

文
化

財
の

概
要

◆
既

指
定

文
化

財
及

び
埋

蔵
文

化
財

に

課
 題

武
田
氏
の
息
吹

s

１
１

ま
ち
歩
き
in
神
山
町
鍋
山

武
田
遺
産
の
分
布
図

人
口
／
3
1
,1
8
6
人

87
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 

 



14

高
山
市
は
日
本
一
面
積
の
広
い
市
で
、
9
2
.5
％
は
森
林

が
占
め
、
標
高
差
が
2
,0
0
0
ｍ
を
超
え
る
な
ど
、
地
形

的
に
大
き
な
変
化
に
富
ん
で
い
ま
す
。
中
央
部
に
は
宮

川
、
南
部
に
は
飛
騨
川
、
南
西
部
に
は
庄
川
が
流
れ
て

お
り
、
高
山
盆
地
か
ら
は
東
に
乗
鞍
岳
、
穂
高
岳
、

槍
ヶ
岳
、
笠
ヶ
岳
な
ど
の
飛
騨
山
脈
、
西
に
両
白
山

地
、
南
に
御
嶽
山
が
遠
望
で
き
ま
す
。
気
候
は
、
高
山

地
域
は
盆
地
の
た
め
内
陸
性
が
顕
著
に
現
れ
、
飛
騨
山

脈
な
ど
標
高
の
高
い
地
域
は
山
岳
気
候
に
あ
た
り
ま

す
。
8
月
の
最
高
気
温
平
均
は
3
0
.1
℃
、
2
月
の
最
低
気

温
平
均
は
－
5
.7
℃
。
風
速
は
年
平
均
1
.4
m
/s
で
、
一

年
を
通
じ
て
風
の
弱
い
地
域
で
す
。
降
水
量
は
年

1
,7
3
3
.5
㎜
と
、
飛
騨
地
方
の
中
で
は
比
較
的
少
な
い

で
す
。

市
内
で
旧
石
器
時
代
の
細
石
刃
核
が
出
土
し
て
お
り
、

縄
文
時
代
の
遺
跡
も
数
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。
現

在
、
５
世
紀
の
亀
塚
古
墳
な
ど
が
飛
騨
で
は
古
い
古
墳

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
奈
良
時
代
、
高
山
に
国
府
が
置
か

れ
、
国
分
寺
な
ど
が
造
営
さ
れ
ま
し
た
。
保
延
、
永
治

（
1
1
3
5
～
1
1
4
2
年
）
の
頃
に
は
飛
騨
は
平
家
の
領
国

と
な
り
、
平
時
輔
が
三
仏
寺
城
に
在
城
し
ま
し
た
が
、

治
承
５
（
1
1
8
1
）
年
、
木
曽
義
仲
に
よ
り
、
落
城
し
ま

し
た
。
室
町
時
代
初
期
に
は
、
守
護
の
京
極
が
南
飛

騨
・
益
田
に
、
国
司
の
姉
小
路
が
北
飛
騨
に
勢
力
を
競

い
、
応
永
の
乱
以
後
は
、
群
雄
割
拠
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
豊
臣
秀
吉
は
、
金
森
長
近
に
命
じ
、
飛
騨
を

平
定
。
天
正
1
4
（
1
5
8
6
）
年
、
長
近
は
国
主
と
し
て

入
府
し
、
高
山
城
を
築
き
、
城
下
町
の
工
事
も
行
い
ま

し
た
。
高
山
で
金
森
家
は
６
代
1
0
7
年
続
き
ま
し
た

が
、
元
禄
５
（
1
6
9
2
）
年
、
金
森
氏
の
転
封
後
、
飛
騨

は
幕
府
直
轄
地
と
な
り
ま
し
た
。
元
禄
８
（
1
6
9
5
）

年
、
幕
府
の
破
却
命
令
に
よ
り
、
高
山
城
は
取
り
壊
さ

れ
ま
し
た
。
明
和
8
（
1
7
7
1
）
年
か
ら
1
8
年
に
わ
た

り
、
大
原
騒
動
と
呼
ば
れ
る
農
民
一
揆
が
起
こ
り
ま
し

た
。
慶
応
４
（
1
8
6
8
）
年
、
幕
府
直
轄
時
代
は
終
わ

り
、
飛
騨
県
（
翌
月
高
山
県
と
改
称
）
が
で
き
ま
し

た
。
明
治
４
年
に
は
筑
摩
県
、
同
９
年
に
は
岐
阜
県
に

合
併
さ
れ
、
昭
和
1
1
年
、
高
山
町
と
大
名
田
町
が
合
併

し
て
市
制
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

高
山
市
の
土
地
利
用
は
山
林
が
9
0
％
以
上
、
農
地
が

2.
7％
、
道
路
が
2.
2％
、
宅
地
が
1.
6％
と
い
う
構
成
で

す
。
少
子
高
齢
化
の
影
響
で
、
中
心
市
街
地
の
空
洞
化

が
急
激
に
進
行
し
て
い
ま
す
。
近
世
以
来
力
を
入
れ
て

き
た
林
業
は
、
そ
の
量
が
大
き
く
減
少
し
て
い
ま
す
。

近
代
に
は
養
蚕
業
も
盛
ん
と
な
り
、
周
辺
集
落
で
も
養

蚕
業
を
営
ん
だ
民
家
や
、
養
蚕
用
具
が
保
存
さ
れ
て
い

ま
す
。
平
成
に
な
る
と
観
光
都
市
と
し
て
躍
進
し
、
現

在
の
観
光
客
数
は
年
間
40
0万
人
を
越
え
ま
す
。

岐
阜
県
高
山
市

人
口
／
9
4
,0
2
8
人

［
平
成
2
2
年
1
1
月
］

市
の
概
要

関
連
文
化
財
群
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
1
0
0
年
後
に
も
継
承
さ
れ
る
文
化
財
の
保
存
活

用
の
あ
り
方
を
検
証
し
、
文
化
財
活
用
施
策
に
対

す
る
基
本
的
な
方
針
を
定
め
る
た
め
の
計
画
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

市
街
地
―
歴
史
街
道
―
農
山
村
・
山
村
の
枠
組
み

で
文
化
財
を
把
握
し
、有
形
・
無
形
の
文
化
財
が
一

体
と
な
っ
た
空
間
ご
と
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］ 市
民
が
文
化
財
の
継
承
に
主
体
的
に

か
か
わ
る
こ
と
へ
の
意
識
を
高
め
ま
す
。ま
た
、そ

れ
に
よ
り
地
域
の
付
加
価
値
向
上
も
図
り
ま
す
。

［
構
成
］

◆
街
道
を
通
じ
て
地
域
間
で
文
化
が
伝
播
し
、
独

自
文
化
と
の
融
合
が
見
ら
れ
る
文
化
財
群
。

◆
各
地
域
独
自
の
文
化
が
育
ま
れ
な
が
ら
も
、
飛

騨
と
い
う
同
一
文
化
圏
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を

有
し
て
い
る
文
化
財
群
。

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］
地
域
の
地
理
的
・
歴
史
的
積
み
重
ね
の

中
で
生
ま
れ
、
守
ら
れ
て
き
た
文
化
財
の
価
値
を

評
価
す
る
関
連
文
化
財
群
を
基
に
し
、
歴
史
文
化

を
生
活
の
中
で
受
け
継
ぎ
、
身
近
な
存
在
に
す
る

と
と
も
に
、暮
ら
し
も
豊
か
に
な
る
こ
と
。

［
計
画
の
項
目
］

●
今
後
必
要
な
文
化
財
調
査
に
関
す
る
こ
と

●
文
化
財
の
適
切
な
保
存
管
理
に
関
す
る
こ
と

●
今
後
の
文
化
財
修
理
に
関
す
る
こ
と

●
適
切
な
文
化
財
の
保
存
環
境
を
整
え
る
施
設
に
関
す
る
こ
と

●
文
化
財
の
周
辺
環
境
の
保
全
に
関
す
る
こ
と

●
文
化
財
の
防
災
体
制
に
関
す
る
こ
と

●
文
化
財
の
活
用
に
関
す
る
こ
と

●
文
化
財
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］継
承
さ
れ
て
い
る
文
化
財
を
、
そ
の

文
化
空
間
ご
と
、
総
合
的
な
視
点
で
価
値
付
け

し
、
様
々
な
施
策
を
結
び
つ
け
、
次
の
世
代
に
継

承
す
る
た
め
に
設
定
し
ま
す
。た
だ
し
、
以
下
の

場
合
は
新
た
に
保
存
活
用
区
域
を
設
定
し
ま
す
。

①
地
域
に
複
合
す
る
関
連
文
化
財
群
を
総
合
的
に

　
保
存
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
。

②
近
接
地
域
に
お
い
て
類
似
文
化
財
が
複
数
あ
り
、

　
一
体
的
に
保
存
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
。

１
．
城
下
町
高
山
の
町
人
生
活
と
祭
礼

［
構
成
要
素
］

城
下
町
の
構
成
に
忠
実
な
都
市
構
造
の
継
承

［
関
連
文
化
財
］

◆
高
山
城
と
高
山
陣
屋
　
◆
武
家
地
と
空
町

◆
町
人
地
と
町
並
み
　
　
◆
東
山
寺
院
群（
寺
町
）

◆
川
沿
い
に
展
開
す
る
高
級
住
宅
地

◆
城
下
町
周
辺
の
眺
望
と
ま
ち
か
ど

◆
秋
葉
講
と
防
火
シ
ス
テ
ム

［
構
成
要
素
］

高
山
祭
を
中
心
と
し
た
城
下
町
高
山
の
祭
礼
文
化

［
関
連
文
化
財
］

◆
高
山
祭
と
祭
礼
空
間（
寺
社
）　

◆
屋
台
と
屋
台
空
間
　
　
◆
祭
礼
行
事
や
芸
能

◆
町
人
地
に
広
が
る
祭
礼
民
俗
文
化

◆
飛
騨
全
体
へ
の
祭
礼
の
波
及

［
構
成
要
素
］
町
人
文
化
の
現
代
的
「
継
承
」

［
関
連
文
化
財
］

◆
町
家
空
間
の
継
承
　

◆
町
人
芸
術
文
化
の
継
承
　
◆
町
人
の
食
文
化

２
．
歴
史
街
道

［
構
成
要
素
］

五
街
道
を
中
心
と
し
た
文
化
の
伝
播

［
関
連
文
化
財
］

◆
越
中
街
道
：
ブ
リ
・
塩
・

　
薬
を
富
山
か
ら
運
ぶ
道

◆
平
湯
街
道
：
平
湯
温

　
泉
ま
で
の
山
間
ル
ー
ト

◆
江
戸
街
道
：
高
山
線
開
通
ま
で
江
戸
と
の
主
要
街
道

◆
尾
張
街
道
：
高
山
陣
屋
か
ら
岐
阜
・
尾
張
・
地
方
へ

◆
白
川
街
道
：
郡
上
・
白
川
郷
へ
の
み
ち
の
り

［
構
成
要
素
］

街
道
の
起
点
：
城
下
町
内
部
に
お
け
る
街
道
の

町
並
み

［
関
連
文
化
財
］

◆
大
新
町【
越
中
街
道
】：
流
通
と
鍛
冶
職
人
の
ま
ち

◆
愛
宕
町【
平
湯
街
道
】：
街
道
筋
に
並
ぶ
リ
ズ
ム
感
の

　
あ
る
町
家
　

◆
吹
屋
町
－
江
名
子
町【
江
戸（
野
麦
）街
道
】：
城
下
町
の

　
防
衛
拠
点
と
し
て
扶
持
人
屋
敷
が
連
続
し
て
い
た
街
道

◆
川
原
町
・
上
川
原
町【
尾
張（
益
田
）街
道
】：
陣
屋
に

　
最
も
近
い
通
り

◆
八
軒
町【
白
川（
郡
上
）街
道
】：
旅
籠
の
雰
囲
気
が
今

　
も
残
る
街
道

［
構
成
要
素
］　
枝
街
道
の
関
連
文
化
財
群

［
関
連
文
化
財
］

◆
千
光
寺
街
道
　
　
　
◆
高
原
道

３
．
農
山
村
集
落

［
構
成
要
素
］
街
道
沿
い
の
農
山
村
集
落
、

枝
街
道
沿
い
の
農
山
村
集
落
、

飛
騨
の
農
山
村
集
落
の
民
俗
文
化

４
．
飛
騨
国
の
形
成

［
構
成
要
素
］

国
分
寺
・
国
分
尼
寺
と

律
令
制
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

古
代
か
ら
の
歴
史
を
受
け

継
ぐ
国
府
町
の
史
跡
群

５
．中
世
城
館

［
関
連
文
化
財
］　
◆
中
世
城
館
跡

６
．
山
岳
信
仰

［
関
連
文
化
財
］　

◆
山
岳
信
仰
に
ま
つ
わ
る
歴
史
的
資
源

◆
円
空
仏
と
円
空
の
道

７
．
飛
騨
の
匠

［
構
成
要
素
］
飛
騨
の
山
林
文
化
、
飛
騨
の
匠
、

都
と
飛
騨
を
結
ぶ
匠
の
道

８
．
城
下
町
高
山
の
近
代
化

［
構
成
要
素
］飛
騨
の
近
代
化
に
関
連
す
る
文
化
財
、

西
洋
技
術
の
流
入
と
洋
風
建
築
、

都
市
の
近
代
化
と
市
域
拡
大
に
関
連
す
る
文
化
財

78
40
6

37
21

10
4
10

11
6

78
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4
7

17
32
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7

9
4

2
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1

6
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（
平
成
21
年
2月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

国

高
山
市
は
日
本
一
面
積
の
広
い
市
で
、
9
2
.5
％
は
森
林

自
 然

市
内
で
旧
石
器
時
代
の
細
石
刃
核
が
出
土
し
て
お
り
、

歴
 史

高
山
市
の
土
地
利
用
は
山
林
が
9
0
％
以
上
、
農
地
が

産
 業

 等

文
化
財
種
別
に
応
じ
て
文
化
財
保
護
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
や
高
山
祭
屋

台
の
保
存
に
つ
い
て
は
特
に
重
点
を
お
い
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

◆
高
齢
化
等
に
よ
る
伝
統
文
化
・
技
術

　
の
継
承
者
不
足
や
伝
承
形
態
の
形
骸

　
化
。

◆
合
併
に
よ
り
広
域
に
な
っ
た
市
域
に

　
点
在
す
る
未
指
定
文
化
財
の
把
握
、

　
指
定
文
化
財
の
再
評
価
。

文
化
財
の
概
要

◆
高
齢
化
等
に
よ
る
伝
統
文
化
・
技
術

課
 題

8

町
並
を
巡
行
す
る

高
山
祭
屋
台

高
山
祭
屋
台
の
修
理

江
戸
街
道

飛
騨
国
分
寺
塔
跡

（
国
史
跡
）

人
口
／
9
2
,1
5
7
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]
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１

高
砂
市
は
兵
庫
県
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
位
置
し
ま
す
。

播
磨
地
方
の
東
部
を
貫
流
す
る
加
古
川
の
左
岸
河
口
に

あ
り
、
市
域
の
東
部
は
加
古
川
の
沖
積
作
用
に
よ
る
平

野
部
で
す
が
、
西
部
に
は
高
御
位
山
か
ら
連
な
る
丘
陵

が
横
た
わ
り
、
姫
路
を
中
心
と
す
る
播
磨
平
野
と
地
形

的
に
隔
て
ら
れ
ま
す
。
南
を
瀬
戸
内
海
、
西
か
ら
北
を

丘
陵
部
、
東
を
加
古
川
に
囲
ま
れ
た
地
理
的
特
性
が
、

市
の
歩
み
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
瀬
戸

内
海
は
豊
か
な
漁
場
と
し
て
人
々
を
潤
し
、
海
岸
部
の

砂
浜
は
遠
望
の
松
林
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
織
り
成
す

美
し
い
景
観
は
多
く
の
人
を
ひ
き
つ
け
て
き
ま
し
た
。

ま
た
大
き
な
潮
位
差
を
利
用
し
た
塩
作
り
も
海
か
ら
の

恩
恵
と
い
え
ま
す
。

高
砂
地
区
は
瀬
戸
内
海
と
の
交
差
点
に
あ
た
る
立
地
を

活
か
し
、
瀬
戸
内
の
海
運
と
内
陸
部
の
水
運
が
連
接
す

る
物
流
拠
点
と
し
て
繁
栄
し
て
き
ま
し
た
。
古
く
は
５

世
紀
～
６
世
紀
に
か
け
て
古
墳
の
石
棺
材
と
し
て
西
日

本
各
地
で
使
用
さ
れ
た
「
竜
山
石
」
か
ら
も
う
か
が
え

ま
す
。
高
御
位
山
丘
陵
の
南
西
に
位
置
す
る
独
立
丘
陵

の
竜
山
で
産
出
さ
れ
る
石
材
の
材
質
で
、
西
日
本
一
帯

で
使
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
広

域
の
流
通
圏
が
確
立
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
中

世
以
降
も
寺
社
の
灯
篭
や
道
標
、
石
橋
の
材
料
と
し
て

周
辺
各
地
へ
も
た
ら
さ
れ
、
近
世
に
は
住
宅
の
建
材
と

し
て
大
坂
へ
の
販
路
を
確
保
し
て
い
ま
し
た
。

現
在
の
高
砂
市
を
構
成
す
る
集
落
は
、
豊
か
な
自
然
環

境
と
の
調
和
を
保
ち
な
が
ら
歩
ん
で
き
ま
し
た
。
海
岸

の
製
塩
業
に
よ
っ
て
反
映
し
た
荒
井
・
曽
根
・
北
浜
、

石
材
生
産
等
と
の
関
係
を
保
ち
続
け
た
米
田
・
阿
弥

陀
、
港
湾
機
能
を
活
か
し
た
伊
保
今
市
な
ど
。
な
か
で

も
物
流
拠
点
で
あ
っ
た
高
砂
町
に
は
、
各
地
か
ら
豊
富

な
情
報
も
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
文
人
墨
客
が

立
ち
寄
り
、
文
化
的
な
交
流
が
行
わ
れ
た
事
実
は
、
繁

栄
が
磁
場
と
な
っ
て
引
き
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
歩
み
に
変
化
が
生
じ
た
の
は
、
近
代
化
へ
の

対
応
で
し
た
。
明
治
期
に
入
り
幕
藩
体
制
の
終
焉
で
政

治
シ
ス
テ
ム
に
変
化
が
生
じ
、
物
流
拠
点
と
し
て
の
優

位
性
が
失
わ
れ
る
事
態
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
鉄

道
開
通
に
よ
る
加
古
川
水
運
の
衰
退
も
影
響
し
ま
し

た
。
変
わ
っ
て
地
域
を
支
え
た
の
が
、
近
代
工
場
群
で

し
た
。
海
運
に
適
し
た
海
と
、
生
産
活
動
を
支
援
す
る

都
市
機
能
が
接
近
し
た
環
境
は
工
場
の
立
地
に
好
適

で
、
明
治
3
4
年
の
三
菱
製
紙
所
設
立
を
皮
切
り
に
多

く
の
企
業
が
進
出
し
ま
し
た
。
戦
後
に
入
っ
て
も
こ
の

傾
向
は
続
き
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
ピ
ー
ク
を
迎

え
ま
す
。
塩
田
跡
や
海
岸
の
埋
立
地
が
工
場
群
と
な

り
、
高
砂
市
は
重
工
業
を
基
幹
産
業
と
し
て
歩
む
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

兵
庫
県
高
砂
市

人
口
／
9
6
,1
6
6
人

［
平
成
2
2
年
1
2
月
］

市
の
概
要

関
連
文
化
財
群
の

保
存
活
用
計
画
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
文
化
財
保
護
部
局
と
ま
ち
づ
く
り
担
当
部
局
が

連
携
協
力
し
、
地
域
住
民
や
企
業
等
の
参
加
を
得

て
、
文
化
財
を
核
と
し
て
、
地
域
全
体
を
歴
史
・

文
化
の
観
点
か
ら
と
ら
え
、
各
種
施
策
を
統
合
し

て
一
貫
性
の
あ
る
取
組
み
を
行
う
た
め
に
、
策
定

し
ま
す
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

①
市
域
を
代
表
す
る
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
そ
れ
ら

に
係
る
文
化
財
を
網
羅
的
に
把
握
。

②
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、
歴
史
文
化
に
対
す
る
市

民
の
意
向
調
査
を
実
施
。

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］地
域
の
歴
史
や
文
化
を
わ
か
り
や
す

く
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
地
域
の
個
性
や
魅
力
を
市

民
や
市
外
の
人
達
に
力
強
く
発
信
す
る
こ
と
。

［
構
成
］①
竜
山
石
の
文
化
、②
白
砂
青
松
、

③
塩
づ
く
り
、④
み
な
と
の
ま
ち

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］
文
化
財
群
の
価
値
を
市
民
が
最
大
限
享

受
し
、
ま
た
そ
の
価
値
を
様
々
な
地
域
の
課
題
解

決
に
役
立
て
て
い
く
こ
と
で
、
地
域
の
歴
史
文
化

を
市
民
が
深
く
理
解
し
、
歴
史
文
化
を
活
か
し
た

地
域
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］
市
民
へ
は
地
域
に
対
す
る
関
心
を

高
め
る
効
果
。行
政
に
対
し
て
は
、
歴
史
文
化
を

活
か
し
た
施
策
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

［
構
成
］

◆
保
存
活
用
ゾ
ー
ン（
歴
史
文
化
資
源
が
関
係
性
を

持
ち
な
が
ら
広
く
点
で
分
布
し
て
い
る
）

◆
保
存
活
用
区
域（
歴
史
文
化
資
源
が
関
係
性
を
持

ち
な
が
ら
集
積
し
面
で
分
布
し
て
い
る
）

◆
重
点
保
存
活
用
区
域
（
各
テ
ー
マ
の
歴
史
文
化

資
源
が
関
係
性
を
持
ち
集
積
し
て
い
る
）

◆
中
心
施
設
（
重
点
保
存
活
用
区
域
の
核
と
な
る
歴

史
文
化
資
源
）

◆
竜
山
石
の
文
化

の
宝
殿
、
竜
山
石
切
場
は
竜
山
石
の

文
化
に
係
る
中
核
的
な
歴
史
文
化
資

源
で
あ
る
。こ
れ
ら
核
と
な
る
資
源
は
、
文
化

財
制
度
に
よ
り
確
実
に
保
存
活
用
を
図
る
（
石

の
宝
殿
：
史
跡
、
竜
山
石
切
場
：
文
化
的
景
観

等
を
目
指
す
）。
ま
た
、
そ
の
公
開
を
図
る
と
と

も
に
、
価
値
を
さ
ら
に
深
く
市
民
や
訪
問
者
に

発
信
す
る
た
め
に
、

ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能
を

付
加
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

山
石
の
文
化
に
係
る
歴
史
文
化
資
源

は
市
内
全
域
に
、
そ
れ
も
市
民
の
身

近
に
豊
富
に
存
在
す
る
。「
市
民
遺
産
制
度
」な

ど
を
活
用
し
、
こ
れ
ら「
竜
山
遺
産
」の
掘
り
起

こ
し
を
全
市
で
進
め
る
市
民
運
動
を
興
す
。市

民
は
身
近
な
資
源
の
存
在
に
気
が
つ
き
、「
竜

山
遺
産
」
を
「
発
掘
」
す
る
楽
し
さ
を
発
見
し
、

持
続
的
な
活
動
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。 連
文
化
財
群
は
、
年
代
や
地
域
、
生
産

シ
ス
テ
ム
な
ど
様
々
な
ス
ト
ー
リ
ー

に
よ
り
結
び
つ
い
て
い
る
。「
竜
山
遺
産
」を
種

別
ご
と
に
マ
ッ
プ
に
の
せ
た
り
、
サ
イ
ン
等
で

存
在
と
関
係
性
を
明
示
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら

を
巡
る
ル
ー
ト
を
設
定
し
て
、
竜
山
石
が
持
つ

魅
力
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
市
民
や
訪
問
者
に

提
供
す
る
。

代
か
ら
竜
山
石
の
文
化
は
発
生
し
、

中
世
、
近
世
、
近
代
と
切
れ
間
な
く
受

け
継
が
れ
て
き
た
。現
在
も
竜
山
石
が
採
石
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
産

業
を
持
続
可
能
な
形
で
受

継
ぎ
、
竜
山
石
の
文
化
を
活

き
た
形
で
将
来
へ
受
け
継

い
で
い
く
こ
と
も
重
要
で

あ
る
。石
に
係
る
生
産
・
加
工
者
と
の
協
力
に

よ
り
、
竜
山
石
を
活
用
し
、
同
時
に
竜
山
石
切

場
の
景
観
を
壊
さ
な
い
「
小
さ
な
石
の
産
業
」

を
興
し
、
地
域
で
経
済
循
環
を
生
み
出
す
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

山
石
は
古
代
か
ら
全
国
的
に
流
通
し

て
お
り
、現
在
で
も
各
地
に
竜
山
石
を

活
用
し
た
歴
史
文
化
資
源
が
残
存
し
て
い
る
。

全
国
的
な
交
易
拠
点
で
あ
っ
た
高
砂
の
歴
史

的
位
置
を
再
認
識
し
、
新
た
な
広
域
交
流
を
生

み
出
す
た
め
に
、
竜
山
石
が
渡
っ
た
全
国
各
地

と
の
交
流
会
（
サ
ミ
ッ
ト
）
の
開
催
な
ど
も
考

え
ら
れ
る
。 切
場
の
固
有
の
景
観
を
活
用
し
て

「
石
切

場
コ
ン
サ
ー
ト
」

を
実
施
す
る
等
、

歴
史
文
化
資
源

の
特
性
を
活
か

し
な
が
ら
地
域

活
性
化
に
寄
与

す
る
活
用
も
考

え
ら
れ
る
。

◆
白
砂
青
松
、
塩
づ
く
り

◆
み
な
と
の
ま
ち

◆
関
連
文
化
財
群
ご
と
の
関
連
性

13
15

25
2

41

4
10

4
１

1
10

1
1

（
平
成
22
年
12
月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

国

高
砂
市
の
関
連
文
化
財
群
は
、以
下
の
４
つ
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。

①
竜
山
石
の
文
化
、②
白
砂
青
松
、③
塩
づ
く
り
、

④
み
な
と
の
ま
ち

高
砂
市
は
兵
庫
県
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
位
置
し
ま
す
。

自
 然

高
砂
地
区
は
瀬
戸
内
海
と
の
交
差
点
に
あ
た
る
立
地
を

歴
 史

・
産

 業
 等

産
 業

 等

◆
指
定
文
化
財
の
種
別
・
時
代
に
、

　
指
定
数
の
偏
り
が
あ
る
。

◆
体
系
的
に
網
羅
し
た
り
、
悉
皆
的

　
に
総
合
調
査
を
実
施
し
た
事
例
が

　
な
か
っ
た
。

文
化
財
の
概
要

課
 題

瑞
龍
寺
山
門

［
国
宝
・
重
要
文
化
財
］

石 竜石
宝
殿
と
竜
山
石
切
場

関

古 竜 石
石
切
場
の
見
学

子
供
た
ち
の
作
品

石
切
場
コ
ン
サ
ー
ト

竜
山
石
工
の
技
術

人
口
／
9
4
,2
0
4
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 

 



1 34
0

9 4 2

13
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25 50

0 0 1

篠
山
市
は
中
国
山
地
東
端
に
位
置
し
、
山
地
が
市
域
の

約
7
5
を
％
占
め
ま
す
。
市
域
北
部
に
は
多
紀
連
山
、

市
域
南
部
に
は
深
山
山
地
が
連
な
り
、
市
域
中
央
部
に

は
篠
山
盆
地
が
位
置
し
て
い
ま
す
。
中
央
部
に
は
、
断

層
が
走
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
断
層
線
や
谷
筋
に
沿
っ

て
河
川
が
流
れ
、
周
囲
に
は
低
地
（
谷
底
平
野
、
氾
濫

原
）
が
、
さ
ら
に
そ
の
周
囲
に
は
段
丘
や
台
地
（
砂
礫

台
地
）
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
谷
底
平
野
や
氾
濫
原
の

大
半
は
農
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
街
地
や

そ
の
周
辺
に
広
が
る
農
地
、
日
置
地
区
等
の
既
存
集
落

地
は
段
丘
上
に
形
成
さ
れ
、
扇
状
地
は
山
麓
部
や
山
地

の
谷
筋
に
分
布
し
て
お
り
、
農
地
や
集
落
が
形
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
特
に
味
間
奥
の
扇
状
地
は
茶
畑
と
し
て
利

用
さ
れ
、
良
質
な
茶
の
生
産
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

“
丹
波
”
の
歴
史
は
古
く
、
「
古
事
記
」
、
「
日
本
書

紀
」
に
は
、
四
道
将
軍
の
一
人
で
あ
る
丹
波
道
主
命
の

派
遣
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
雲
部
車
塚
古
墳

は
、
丹
波
道
主
命
の
陵
墓
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
大
化
元
年
（
6
4
5
）
の
大
化
改
新
の
詔
に
よ
り
国

郡
制
が
定
め
ら
れ
、
“
丹
波
国
”
が
成
立
。
和
銅
６
年

（
7
1
3
）
に
は
丹
後
国
が
独
立
し
、
現
在
の
兵
庫
県
と

京
都
府
に
ま
た
が
る
丹
波
地
域
の
区
域
と
な
り
ま
し

た
。
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
全
国
各
地
で
荘
園
が
開

設
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
荘
園
領
域
は
中
・
近
世
、

近
代
を
経
て
現
在
の
農
業
集
落
の
形
態
に
受
け
継
が
れ

て
い
る
も
の
も
多
く
、
荘
園
が
市
域
の
土
地
利
用
の
原

型
を
成
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
慶
長

1
3
年
（
1
6
0
8
）
、
徳
川
家
康
は
実
子
の
松
平
康
重
を

転
封
さ
せ
、
西
国
諸
大
名
に
対
す
る
抑
え
の
拠
点
と
し

て
平
山
城
を
築
城
し
ま
し
た
。
以
後
、
松
平
三
家
八

代
、
青
山
家
六
代
に
よ
り
篠
山
藩
は
継
承
さ
れ
明
治
維

新
を
迎
え
て
い
ま
す
。
明
治
４
年
（
1
8
7
1
）
の
廃
藩

置
県
に
よ
り
、
篠
山
藩
は
篠
山
県
と
な
り
、
明
治
９
年

（
1
8
7
6
）
に
は
現
在
の
兵
庫
県
に
再
編
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
幾
度
か
の
合
併
を
繰
り
返
し
、
平
成

1
1
年
(1
9
9
9
)に
現
在
の
篠
山
市
が
誕
生
し
ま
し
た
。

篠
山
市
の
産
業
は
“
丹
波
篠
山
”
の
ブ
ラ
ン
ド
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
「
丹
波
黒
大
豆
」
等
の
農
林
業
が
基
幹
産

業
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
昭
和
4
0
年
代
以
降

の
積
極
的
な
企
業
誘
致
に
よ
り
、
市
域
に
は
大
小
様
々

な
工
場
が
立
地
し
、
酒
造
、
薬
品
、
金
属
等
の
製
造
業

は
中
核
的
な
産
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
“
丹
波

焼
”
等
の
伝
統
的
な
地
場
産
業
も
存
在
し
、
観
光
資
源

と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
近
世
以
来
、
丹
波
篠
山
最
大
の

商
業
集
積
地
と
し
て
発
展
し
た
篠
山
城
下
の
商
店
街

は
、
現
在
で
も
最
も
店
舗
が
集
積
す
る
商
業
地
で
あ
る

と
と
も
に
、
行
政
・
文
化
・
業
務
・
観
光
等
の
機
能
を

合
わ
せ
も
っ
た
中
心
市
街
地
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

兵
庫
県
篠
山
市

人
口
／
4
4
,9
5
5
人

［
平
成
2
2
年
9
月
末
］

市
の
概
要

歴
史
文
化
基
本
構
想
の
基
本
方
針
の
考
え
方

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
「
日
本
の
原
風
景
　
篠
山
」
の
証
し
の
核
と
な
る

文
化
財
を
総
合
的
に
捉
え
、
積
極
的
な
保
存
・
活

用
を
図
り
、
歴
史
・
文
化
を
活
か
し
た
地
域
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
の
計
画
で
す
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

既
往
調
査
、
文
献
調
査
並
び
に
現
地
調
査
を
行
い

ま
し
た
。特
に
、
指
定
等
を
さ
れ
て
い
な
い
文
化

財
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
把
握
調

査
、現
地
調
査
で
補
足
し
ま
し
た
。

◆
関

連
文

化
財

に
つ

い
て

［
設
定
目
的
］
地
域
の
歴
史
、
風
土
や
文
化
を
背
景

と
し
て
、地
域
に
あ
る
多
種
多
様
な
文
化
財
を
把
握

し
、
そ
れ
ら
を
適
切
に
保
存
・
活
用
を
図
り
、
地
域

の
ま
ち
づ
く
り
に
役
立
て
る
た
め
設
定
し
ま
す
。

［
構
成
］

市
内
に
存
在
す
る
全
て
の
文
化
財
を
関
連
文
化

財
群
と
し
、
こ
れ
ら
を
「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り

資
産
」と
し
て
設
定
し
ま
す
。

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
資
産
に
関
す
る

保
存
活
用
計
画
」
を
策
定
し
、
地
域
の
生
活
の
中

で
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
保
存
活
用
を
図
り
ま
す
。

［
計
画
の
構
成
］

市
域
の
な
か
で
の
広
域
性
や
継
続
性
の
視
点
、
今

後
の
ま
ち
づ
く
り
の
展
開
を
見
据
え
た
視
点
、
生

活
を
介
し
た
よ
り
身
近
な
取
り
組
み
の
視
点
の

３
つ
の
視
点
か
ら
、「
市
全
域
」「
地
区
」「
集
落
」の

そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
ご
と
に
、
歴
史
文
化
保
存
活
用

計
画
を
定
め
ま
す
。

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
対
象
］篠
山
市
に
お
い
て
は
、
市
域
全
体
に

点
在
す
る
文
化
財
を
一
つ
の
関
連
文
化
財
群
と

し
て
と
ら
え
、
そ
れ
ら
全
体
を
保
存
活
用
す
る
た

め
に
、
市
域
全
域
を
歴
史
文
化
保
存
活
用
区
域
と

し
て
定
め
る
。さ
ら
に
、地
区
単
位
、集
落
単
位
で

定
め
た
保
存
活
用
計
画
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
地

区
単
位
、
集
落
単
位
を
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
文
化
保
存

活
用
区
域
と
し
ま
す
。

１
．基
本
理
念

篠
山
市
に
は
、
中
世
荘
園
を
基
盤
と
し
て
、
近

世
に
「
城
下
町
」「
街
道
集
落
」「
農
村
集
落
」
が

有
機
的
に
関
連
し
な
が
ら
成
立
し
た
。ま
た
、

市
内
に
は
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
数
多

く
の
文
化
財
が
継
承
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

文
化
財
は
、
人
々
の
生
活
を
介
し
て
、
相
互
の

関
係
を
保
ち
続
け
て
き
た
。そ
の
た
め
、
現
在

の
風
景
は
、
文
化
財
と
一
体
と
な
っ
て
篠
山
ら

し
さ
の
証
を
現
す
も
の
で
あ
り
「
日
本
の
原
風

景
　
篠
山
」を
継
承
し
て
い
る
。

篠
山
市
で
は
、
市
内
に
存
在
す
る
全
て
の
文
化

財
を
「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
資
産
」
と
し
て

捉
え
、
そ
の
価
値
を
共
有
し
、
市
民
と
活
動
団

体
、
企
業
な
ど
が
主
体
的
か
つ
身
近
な
生
活
の

中
で
保
存
活
用
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

２
．基
本
方
針

◆
基
本
方
針
１

　「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
資
産
」の
適
切
な

　
保
存
・
活
用
を
推
進
す
る

○
身
近
な
暮
ら
し
に
息
づ
く「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
資
産
」

の
保
存
・
活
用
を
図
る
。

○「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
資
産
」と
周
辺
環
境
を
一
体
的
に

捉
え
、
総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
資
産
と
し
て
保
存
・
活
用
を

図
る
。

○
暮
ら
し
の
安
全
を
守
る
中
で
、「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
資

産
」の
保
存
を
視
野
に
入
れ
た
防
災
の
仕
組
み
を
整
え
る
。

◆
基
本
方
針
２

　
歴
史
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の

　
仕
組
み
を
構
築
す
る

○
歴
史
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
係
る
各
主
体
が

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
認
識
し
、自
ら
行
動
す
る
と
と
も
に
、連

携
し
て
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
。

○
人
づ
く
り
、組
織
づ
く
り
、教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り
を
通

じ
て
、
歴
史
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
づ
く

り
を
推
進
す
る
。

○
市
民
等（
市
民
、活
動
団
体
、企
業
等
を
含
む
）が
主
体
的
に

歴
史
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く

た
め
、「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
資
産
」の
情
報
化
を
図
る
。

◆
基
本
方
針
３

　
制
度
・
事
業
の
連
携
に
よ
る
総
合
的
な
歴
史

　
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

○
指
定
等
文
化
財
の
種
別
に
応
じ
た
適
切
な
保
存
・
活

用
を
図
る
。

○
各
分
野
に
お
け
る
関
連
計
画
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
多

様
な
制
度
を
積
極
的
に
活
用
し
、「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り

資
産
」
と
そ
の
周
辺
環
境
を
含
め
た
一
体
的
な
保
存
・
継

承
を
図
る
。

○
行
政
と
市
民
等
が
協
働
で
歴
史
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た
め
の
新
規
制
度
を
創
設
す
る
。

○
事
業
間
の
連
携
に
よ
り
、
歴
史
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
事
業
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
。

0
0

0
0

0

（
平
成
22
年
12
月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

国

篠
山
市
は
中
国
山
地
東
端
に
位
置
し
、
山
地
が
市
域
の

自
 然

“
丹
波
”
の
歴
史
は
古
く
、
「
古
事
記
」
、
「
日
本
書

歴
 史

篠
山
市
の
産
業
は
“
丹
波
篠
山
”
の
ブ
ラ
ン
ド
に
示
さ

産
 業

 等

本
市
に
は
、
篠
山
城
跡
や
八
上
城
跡
、
城
下
町
の
町
並
み
、
春
日
神
社
能
舞
台
、
丹
波
焼
、
デ
カ
ン
シ
ョ
祭
、
オ
オ

サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
等
、
有
形
・
無
形
を
問
わ
ず
文
化
財
が
豊
富
に
あ
り
ま
す
。

◆
市
全
域
に
広
が
る
多
様
な
文
化
財
の

　
調
査
・
把
握
。

◆
少
子
高
齢
化
等
に
よ
る
文
化
財
を
保

　
存
・
活
用
し
て
い
く
担
い
手
の
減
少
。

◆
文
化
財
を
保
存
・
継
承
し
て
い
く
人

　
材
及
び
団
体
の
育
成
。

◆
文
化
財
を
毀
損
・
滅
失
さ
せ
て
し
ま

　
う
可
能
性
の
高
い
災
害
へ
の
対
策
。

文
化
財
の
概
要

◆
市
全
域
に
広
が
る
多
様
な
文
化
財
の

課
 題

「
景
」「
時
」「
心
」を
つ
な
ぐ
ま
ち
づ
く
り

s
「
景
（
す
が
た
）」
を
つ
な
ぐ

篠
山
の
誇
り
で
あ
る
快
適
で
豊
か
な
生
活
を
発
展
さ
せ
る
た
め
、

「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
資
産
」
を
周
辺
環
境
と
一
体
的
・
総
合
的

に
捉
え
た
「
日
本
の
原
風
景
　
篠
山
」
を
保
全
・
育
成
す
る
。

「
心
（
こ
こ
ろ
）」
を
つ
な
ぐ

い
き
い
き
し
た
地
域
を
つ
く
り
だ
す
た
め
、「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り

資
産
」
を
大
切
に
し
て
き
た
心
を
、
市
民
・
行
政
・
専
門
家
の
連
携
、

来
訪
者
・
都
市
住
民
と
の
協
働
に
よ
っ
て
育
む
。

「
時
（
と
き
）」
を
つ
な
ぐ

篠
山
固
有
の
歴
史
文
化
を
将
来
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
、

「
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
資
産
」
を
保
存
し
、
ま
ち
づ
く

り
に
活
か
す
。

18 1 34
1

90 11 9

6 3 1

0 3 0

1 0

12 3 2

30

人
口
／
4
3
,7
4
1
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]

90
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特 別 名 勝

－

　

津
和
野
町
は
、
中
国
山
地
の
北
面
に
位
置
し
、
山
地
部

を
中
心
と
し
て
、
高
津
川
や
そ
の
支
流
に
沿
っ
て
数
多

く
の
小
規
模
な
平
地
が
形
づ
く
ら
れ
た
中
山
間
地
域
で

す
。
町
域
の
南
東
側
に
は
、
島
根
県
で
一
番
標
高
の
高

い
安
蔵
寺
山
を
は
じ
め
、
燕
岳
、
香
仙
原
と
い
っ
た
千

m
級
の
山
々
が
連
な
っ
て
い
ま
す
。
気
候
は
、
日
本
海

沿
岸
と
中
国
山
地
内
陸
部
の
両
方
の
特
性
を
備
え
て
お

り
、
年
間
平
均
降
水
量
は
約
1
,8
3
6
㎜
で
、
瀬
戸
内
や

太
平
洋
側
と
比
べ
て
多
く
、
冬
期
に
は
降
雪
も
あ
り
ま

す
。
気
温
は
、
沿
岸
部
と
中
国
山
地
の
稜
線
（
県
境
）

付
近
な
ど
と
の
中
間
的
な
値
に
な
っ
て
お
り
、
年
間
平

均
気
温
は
1
4
.3
℃
で
す
。

津
和
野
町
は
、
縄
文
時
代
か
ら
文
化
財
が
存
在
し
、
早

く
か
ら
高
津
川
流
域
に
集
落
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
「
津
和
野
」
の
地
名
が
歴
史
上
登
場
す
る
の
は
、

鎌
倉
末
期
に
吉
見
氏
が
こ
の
地
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。

弘
安
５
年
（
1
2
8
2
年
）
、
吉
見
頼
行
が
津
和
野
木

部
、
木
曽
野
の
地
に
入
部
し
、
そ
の
後
吉
見
氏
は
大
内

氏
の
傘
下
に
入
り
ま
す
が
、
大
内
義
隆
が
家
来
の
陶
晴

賢
に
討
た
れ
る
と
、
1
0
代
正
頼
は
、
毛
利
元
就
と
計

り
、
陶
晴
賢
を
滅
ぼ
し
、
以
来
、
代
々
、
西
石
見
二

郡
、
長
門
阿
武
郡
を
所
領
し
ま
し
た
。
吉
見
氏
時
代
の

末
期
、
津
和
野
は
中
世
の
市
場
的
集
落
か
ら
近
世
の
城

下
町
形
成
へ
と
進
み
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
慶
長
５
年

(1
6
0
0
年
）
、
関
ケ
原
の
戦
で
西
軍
が
敗
退
す
る
と
、

1
4
代
広
行
は
津
和
野
城
を
坂
崎
出
羽
守
に
あ
け
渡

し
、
萩
に
退
転
し
ま
し
た
。
坂
崎
氏
は
、
城
の
大
改

築
、
城
下
町
の
骨
格
づ
く
り
、
新
田
開
発
、
和
紙
の
原

料
で
あ
る
楮
苗
の
栽
培
、
灌
漑
用
水
路
の
建
設
、
鯉
の

養
殖
な
ど
を
進
め
ま
し
た
。
坂
崎
氏
が
「
千
姫
事
件
」

で
断
絶
す
る
と
、
元
和
３
年
（
1
6
1
7
年
）
に
亀
井
政

矩
が
藩
主
と
し
て
入
り
、
以
後
、
歴
代
藩
主
は
産
業
開

発
と
教
育
の
振
興
に
力
を
注
ぎ
、
実
録
1
5
万
石
と
い

わ
れ
る
ほ
ど
華
栄
し
ま
し
た
。
８
代
矩
賢
は
藩
校
「
養

老
館
」
を
創
設
し
、
1
1
代
茲
監
は
藩
の
機
構
改
革
を

実
施
、
こ
の
よ
う
な
歴
代
藩
主
の
人
材
育
成
重
視
の
施

策
が
国
学
者
福
羽
美
静
、
近
代
日
本
哲
学
の
祖
西
周
、

文
豪
森
鴎
外
な
ど
を
輩
出
す
る
礎
を
つ
く
り
ま
し
た
。

町
域
面
積
の
約
9
0
％
を
森
林
面
積
が
占
め
て
い
ま
す
。

平
成
1
7
年
現
在
、
人
口
は
減
少
傾
向
が
続
き
、
高
齢
化

率
も
3
8
.6
％
と
国
の
平
均
（
2
0
.1
％
）
を
大
幅
に
超
え

て
い
ま
す
。
産
業
別
就
業
者
数
は
、
第
３
次
産
業
が

2
,8
0
8
人
（
6
6
.0
％
）
と
、
平
成
1
2
年
と
比
べ
1
0
ポ

イ
ン
ト
近
く
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
第
１
次
産

業
は
4
4
6
人
（
1
0
.5
％
）
に
留
ま
り
、
そ
の
割
合
は
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
伝
統
産
業
に
関
わ
る
特
産
品
と

し
て
は
、
鮎
、
モ
ズ
ク
ガ
ニ
、
ワ
サ
ビ
、
源
氏
巻
（
和

菓
子
）
、
石
州
和
紙
、
ま
め
茶
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

島
根
県
津
和
野
町

人
口
／
8
,6
9
8
人

［
平
成
2
2
年
1
0
月
］

市
の
概
要

関
連
文
化
財
群
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

歴
史

文
化

保
存

活
用

区
域

に
お

け
る

取
組

◆
目

的
地
域
の
文
化
的
な
宝
を
総
合
的
な
調
査
に
よ
っ
て
把

握
し
、新
た
な
視
点
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、文
化
財
の

保
存
・
活
用
を
方
向
づ
け
る
た
め
の
計
画
で
す
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

①
基
礎
情
報
の
デ
ー
タ
化
…
全
類
型

②
文
化
財
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
…
全
類
型

③
所
在
確
認
と
調
査
カ
ー
ド
作
成
…
全
類
型

④
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
補
足
聞
き
取
り
…
全
類
型

⑤
町
担
当
者
に
よ
る
確
認
調
査
・
実
測
調
査
…

史
跡
、記
念
物
、埋
蔵
、文
化
的
景
観

⑥
専
門
家
に
よ
る
確
認
調
査
・
実
測
調
査
…

建
造
物
、伝
建
地
区
、記
念
物
、民
俗
関
係

⑦
専
門
家
等
に
よ
る
悉
皆
調
査
・
測
量
調
査
…
建

築（
社
寺
悉
皆
、登
録
有
形
な
ど
）

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］
関
連
す
る
文
化
財
を
共
通
す
る
テ
ー

マ
等
で
つ
な
ぎ
、
特
色
や
価
値
を
よ
り
引
き
出
し
、

地
域
の
魅
力
や
活
力
、
住
み
よ
さ
、
そ
し
て
郷
土
へ

の
愛
着
や
誇
り
を
高
め
て
い
く
こ
と
。

［
構
成
］①
関
連
性
の
視
点
（
切
り
口
）、
②
名
称

（
テ
ー
マ
）、
③
意
義
・
役
割
、④
個
別
的
な
取
組
の

方
向
、⑤
群（
つ
な
が
り
）づ
く
り
の
方
向

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］「
歴
史
文
化
基
本
構
想
」
を
具
体
化
し
て
い

く
た
め
、
事
業
等
の
内
容
や
手
法
、
実
施
時
期
等
を

明
ら
か
に
し
、道
筋
を
つ
け
て
い
く
た
め
。

［
計
画
の
項
目
］

①
保
存
活
用
計
画
の
目
的
・
役
割
と
位
置
づ
け

②
関
連
文
化
財
群
に
お
け
る
取
組
み

③
歴
史
文
化
保
存
活
用
区
域
に
お
け
る
取
組

④
先
導
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

⑤
具
体
化
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

⑥
計
画
推
進
と
体
制
と
課
題

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
以
下
の
基
本
的
な
考
え
方
の
も
と
に
、設
定
し
ま
す
。

①
コ
ン
セ
プ
ト
と
背
景
に
基
づ
い
て
い
る（
一
貫
性
）

②
文
化
財
が
相
対
的
に
集
積
し
て
い
る（
存
在
性
）

③
地
域
の
歴
史
文
化
を
有
し
、
指
定
文
化
財
や
関
連

文
化
財
群
と
密
接
に
関
連
し
て
、
一
体
と
し
て
保
護

の
対
象
と
な
る
文
化
財
が
多
数
存
在
す
る（
関
連
性
）

④
周
辺
環
境
を
含
め
文
化
財
を
核
と
し
た
文
化
的
な

環
境
づ
く
り
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
こ
と（
発
展
性
）

1
1

２
10

9
23

4
8

1
2

2
1

18

1
4

6

16
(5
1棟
)

（
平
成
22
年
12
月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

建 造 物
有 形

無 形
史 跡

名 勝

特 別 天 然 記 念 物

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

都
道
府
県

国 登
録

津
和
野
町
は
、
中
国
山
地
の
北
面
に
位
置
し
、
山
地
部

自
 然

津
和
野
町
は
、
縄
文
時
代
か
ら
文
化
財
が
存
在
し
、
早

歴
 史

町
域
面
積
の
約
9
0
％
を
森
林
面
積
が
占
め
て
い
ま
す
。

産
 業

 等

◆
未
指
定
等
の
文
化
財
に
関
す
る
現
状

　
把
握
が
十
分
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

◆
過
疎
化
、
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
お

　
り
、
文
化
財
の
保
護
が
難
し
く
な
り

　
つ
つ
あ
る
。

◆
か
つ
て
の
観
光
ブ
ー
ム
時
代
の
取
組

　
や
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
次
の
時
代
を

　
見
据
え
た
展
開
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

◆
公
共
工
事
に
関
わ
る
こ
と
な
ど
、
文

　
化
財
保
護
行
政
と
他
の
部
門
と
の
連

　
携
が
十
分
で
な
い
面
が
あ
る
。

文
化
財
の
概
要

課
 題

中
世
・
近
世
の
山
城
群

s

瑞
龍
寺
山
門

［
国
宝
・
重
要
文
化
財
］

有
　
形

文
化
財

特 別 史 跡

天 然 記 念 物

１１

◆
関

連
性

の
視

点
(切

り
口

)
　

　
～

設
定

の
考

え
方

～
城
跡
に
関
す
る
テ
ー
マ
の
検
討

城
跡
を
中
心
と
し
た
関
連
文
化
財
群

関
連

文
化

財
群

【
名

称
(テ

ー
マ

)】

意
義

・
役

割

◆
主

な
文

化
財

★
：

核
と

な
る

も
の

(指
定

・
登

録
)

☆
：

指
定

等
を

目
指

す
も

の

（
近
世
）★
津
和
野
城
跡（
城
格
、藩
邸
）

（
中
世
）★
津
和
野
場
跡
、下
瀬
山
城
跡

　
　
　
☆
御
嶽
山
城
、☆
陶
晴
賢
本
陣
跡
　

　
　
　
・
茶
臼
山
　
・
中
木
屋
城
跡
　
な
ど

全
国
的
に
も
数
少
な
い
近
世
山
城（
津
和
野
城
跡
）や
地
域
に

広
が
る
数
多
く
の
中
世
山
城
に
光
を
当
て
、城
か
ら
み
た

歴
史
文
化
と
津
和
野
の
特
性
を
見
い
だ
し
、保
存
、活
用
を
図
る
。

◆ 関 連 文 化 財 の

  

　 　
内 容 ( 概 要 ）

◇
津
和
野
城
跡
の
保
存
・
活
用

●
石
垣
の
修
復
　
●
郭
、建
物
跡
等
の
遺
構
の
保
存
・
活
用

●
馬
場
先
櫓
、物
見
櫓
の
修
復
・
活
用

●
登
城
路
等
の
遺
構
の
保
存
・
活
用
　
●
藩
御
殿
等
の
復
元
　

●
環
境
整
備
：
樹
木
・
竹
、登
山
道（
登
城
路
）・
ル
ー
ト
、サ
イ
ン
、維
持
管
理
　
な
ど

◇
そ
の
他
の
山
城
跡
の
調
査
と
保
存
・
活
用（
津
和
野
城
跡
以
外
）

●
文
化
財
指
定
の
検
討
　
●
登
城
路（
登
山
道
）の
確
保
・
整
備

●
草
刈
り
な
ど
の
維
持
管
理
　
な
ど

◇
城
跡
に
関
す
る
調
査
・
研
究
と
成
果
等
の
活
用

◇
城
跡
め
ぐ
り
を
軸
と
し
た
周
遊
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

◇
街
道
を
生
か
し
た
城
跡
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

◇
山
城（
跡
）に
関
わ
る
広
域
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

●
代
表
的
な
山
城
の
あ
る
地
域

●
津
和
野
と
関
わ
り
の
深
い
山
城
の
あ
る
地
域

文 化 財 の 保 存 ・ 活 用 の 取 組 み 方 法 【 中 世 ・ 近 世 の 山 城 群 】

◇
住
民
参
加
に
よ
る
継
続
的
な
文
化
財
の
調
査

◇
住
民
参
加
に
よ
る
文
化
財
の
保
存
・
活
用
の
体
制
と
人
づ
く
り

◇
住
民
参
加
に
よ
る
文
化
財
の
維
持
管
理
と
活
用

◇
サ
イ
ン
計
画
の
策
定（
現
状
把
握
を
含
む
）と
サ
イ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
整
備

◇
情
報
の
提
供
と
受
発
信
の
充
実

◇
公
開
・
活
用
施
設
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

◇
周
辺
地
域（
自
治
体
）と
の
連
携
や
広
域
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

◇
文
化
財
を
生
か
し
た
体
験
・
学
習
機
会
の
確
保
や
催
し
な
ど
の
開
催

群 （ つ な が り ） づ く り の 方 向

他 の 群 と 共 通 す る 事 項

個 別 的 な 取 組 の 方 向

津
和
野
城
跡

津
和
野
城
跡

人
口
／
8
,1
3
7
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]

91

巻末資料 
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 
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◆
未

指
定

文
化

財
を

総
合

的
に

調
査

し
、

保
存

・
活

用
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

◆
他

分
野

の
関

係
機

関
等

と
連

携
し

、
歴

史
と

文
化

を
い

か
し

た
ま

ち
づ

く
り

を
進

め
る

必
要

が
あ

る
。

◆
民

俗
芸

能
な

ど
を

支
え

る
団

体
や

担
い

手
の

確
保

・
育

成
が

必
要

で
あ

る
。

◆
個

別
の

文
化

財
の

価
値

や
特

色
を

引
き

出
し

な
が

ら
、

文
化

財
を

総
合

的
に

保
存

・
活

用
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

尾
道

市
は

、
標

高
1

0
0

ｍ
前

後
の

丘
陵

地
帯

が
あ

る
北

部
地

域
、

丘
陵

と
平

地
が

混
在

す
る

沿
岸

地
域

、
南

部
の

島
嶼

部
で

構
成

さ
れ

、
島

嶼
部

は
独

特
の

多
島

美
を

有
し

て
お

り
、

海
・

島
と

山
地

・
丘

陵
が

織
り

な
す

多
様

で
豊

か
な

自
然

は
地

域
の

特
徴

と
な

っ
て

い
ま

す
。

気
候

は
、

温
暖

で
降

雨
量

が
比

較
的

少
な

い
瀬

戸
内

型
気

候
に

属
し

て
お

り
、

最
近

1
0

年
間

の
平

均
で

み
る

と
、

年
間

降
水

量
は

約
1

,0
2

6
m

m
、

平
均

気
温

は
1

5
.8

℃
と

な
っ

て
い

ま
す

。
た

だ
し

、
内

陸
部

は
昼

夜
の

温
度

差
が

大
き

く
、

比
較

的
降

雨
の

多
い

山
間

部
の

気
候

特
性

を
示

し
、

冬
期

は
積

雪
も

み
ら

れ
ま

す
。

自
然

の
良

港
を

持
つ

尾
道

は
、

平
安

時
代

に
備

後
大

田
荘

の
船

津
倉

敷
地

、
荘

園
米

の
積

み
出

し
港

と
な

っ
て

以
来

、
対

明
貿

易
船

や
北

前
船

、
内

海
航

行
船

の
寄

港
地

と
し

て
繁

栄
し

ま
し

た
。

各
時

代
に

は
豪

商
を

生
み

、
多

く
の

神
社

仏
閣

の
寄

進
造

営
が

行
わ

れ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
島

嶼
部

に
は

、
瀬

戸
内

海
の

海
上

交
通

の
要

衝
と

し
て

、
水

軍
の

城
跡

が
多

数
み

ら
れ

ま
す

。
明

治
3

1
年

に
は

県
内

で
2

番
目

に
市

制
を

施
行

、
平

成
2

0
年

に
市

制
施

行
1

1
0

周
年

を
迎

え
ま

し
た

。
ま

た
、

平
成

1
1

年
5

月
1

日
、

瀬
戸

内
し

ま
な

み
海

道
全

橋
が

開
通

し
、

瀬
戸

内
新

時
代

を
迎

え
ま

し
た

。
こ

う
し

た
中

、
平

成
1

7
年

に
は

御
調

郡
御

調
町

・
向

島
町

と
、

平
成

1
8

年
に

は
因

島
市

・
豊

田
郡

瀬
戸

田
町

と
合

併
し

、
新

尾
道

市
と

し
て

ス
タ

ー
ト

し
ま

し
た

。
8

3
0

余
年

の
歴

史
を

凝
縮

し
た

景
観

は
、

多
島

美
と

と
も

に
尾

道
な

ら
で

は
の

美
し

さ
を

醸
し

出
し

て
い

ま
す

。
志

賀
直

哉
、

林
芙

美
子

、
小

林
和

作
、

平
山

郁
夫

に
代

表
さ

れ
る

「
文

学
・

芸
術

の
ま

ち
」

、
ま

た
、

小
津

安
二

郎
監

督
「

東
京

物
語

」
や

大
林

宣
彦

監
督

の
尾

道
三

部
作

・
新

尾
道

三
部

作
な

ど
の

映
画

の
ロ

ケ
地

で
あ

る
「

映
画

の
ま

ち
」

と
し

て
も

有
名

で
す

。
瀬

戸
内

の
ほ

ぼ
中

央
に

位
置

し
、

山
陽

自
動

車
道

、
瀬

戸
内

し
ま

な
み

海
道

に
加

え
、

建
設

中
の

中
国

横
断

自
動

車
道

尾
道

松
江

線
が

開
通

す
れ

ば
、

広
域

拠
点

と
し

て
の

機
能

は
更

に
高

ま
り

、
ま

さ
に

「
瀬

戸
内

の
十

字
路

」
と

し
て

の
発

展
が

大
い

に
期

待
さ

れ
る

魅
力

あ
る

都
市

で
す

。

尾
道

は
古

く
か

ら
陸

上
・

海
上

交
通

の
要

衝
と

し
て

、
運

搬
業

・
小

売
業

・
問

屋
・

金
融

業
が

発
展

し
て

い
ま

す
。

ま
た

、
酒

や
酢

の
製

造
販

売
、

石
細

工
、

銅
や

鉄
等

に
よ

る
刀

鍛
治

、
碇

や
鎌

の
製

造
は

中
世

か
ら

近
現

代
に

至
る

ま
で

続
く

伝
統

的
な

産
業

と
な

っ
て

い
ま

す
。

瀬
戸

内
海

沿
岸

や
向

島
、

因
島

、
生

口
島

で
は

、
近

代
に

な
っ

て
造

船
業

が
発

達
し

、
特

に
因

島
は

造
船

の
ま

ち
と

し
て

発
展

を
と

げ
ま

し
た

。
そ

う
し

た
産

業
に

よ
り

、
県

内
随

一
の

商
業

都
市

へ
と

発
展

を
遂

げ
、

銀
行

な
ど

の
金

融
機

関
が

密
集

す
る

銀
行

浜
が

で
き

、
早

く
か

ら
商

業
会

議
所

等
も

設
立

さ
れ

て
い

ま
す

。

広
島

県
尾

道
市

人
口

／
1

4
7

,8
8

2
人

［
平

成
2

2
年

1
0

月
2

9
日

］

市
の

概
要

関
連
文
化
財
群
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
尾

道
市

内
各

地
域

の
歴

史
的

・
地

理
的

特
色

を
生

か
し

た
「

文
化

財
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

」
と

し
て

策
定

を
行

い
ま

す
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

①
文

化
財

の
総

合
的

把
握

調
査

を
行

い
、

そ
こ

で
得

ら
れ

た
デ

ー
タ

を
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

し
ま

す
。

②
過

去
（

合
併

前
）

の
調

査
成

果
の

整
理

を
行

い
ま

し
た

。

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］文

化
財

を
あ

る
テ

ー
マ

を
も

と
に

グ
ル

ー
プ

と
し

て
と

ら
え

、
そ

の
グ

ル
ー

プ
に

歴
史

的
価

値
を

見
出

し
ま

す
。

［
構
成
］①

名
称

、 
②

ス
ト

ー
リ

ー
、 

③
関

連
す

る
文

化
財

と
そ

の
関

連
性

・
価

値
、 

④
関

連
す

る
文

化
財

の
分

布
状

況

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］「

歴
史

文
化

基
本

構
想

」を
具

体
化

し
、

道
筋

を
つ

け
て

い
く

た
め

、
ま

た
、「

日
常

生
活

の
中

で
市

民
が

身
近

に
感

じ
る

、
誇

り
に

思
う

歴
史

文
化

資
源

」
や

「
観

光
客

・
来

訪
者

に
周

知
し

た
い

歴
史

文
化

資
源

」
と

い
っ

た
視

点
か

ら
、

市
民

参
加

と
協

働
で

歴
史

文
化

資
源

を
大

切
に

し
、

生
か

し
て

い
く

こ
と

を
目

指
し

ま
す

。

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］尾

道
市

の
文

化
財

を
、

そ
の

周
辺

環
境

を
含

め
一

体
的

に
保

存
・

活
用

す
る

た
め

、
文

化
財

の
集

積
す

る
区

域
を

中
心

に
設

定
し

ま
す

。

［
基
本
的
な
考
え
］

①
全

体
テ

ー
マ

に
基

づ
い

て
い

る
。

②
関

連
文

化
財

群
の

価
値

が
広

が
る

範
囲

で
、文

　
化

財
が

相
対

的
に

集
積

し
て

い
る

区
域

及
び

　
そ

の
周

辺
。

③
文

化
財

の
保

存
・

活
用

の
テ

ー
マ

等
が

見
い

　
だ

せ
る

。
④

市
街

地
・

集
落

地
を

含
ん

で
い

る
区

域
ま

た
　

は
近

接
し

て
い

る
区

域（
住

民
等

に
よ

る
日

常
　

的
な

保
存

管
理

等
に

対
応

）。

◆
中
世
の
港
町
の
景
観

尾
道
地
域
の
旧
市
街
地
に
は
、
中
世
の
建
造
物

も
多
数
存
在
す
る
全
国
的
に
も
希
有
な
港
町

で
あ
る
。特
に
、国
宝
で
あ
る
浄
土
寺
多
宝
塔
・

本
堂
、
重
要
文
化
財
で
あ
る
浄
土
寺
阿
弥
陀

堂
・
山
門
、
西
國
寺
金
堂
・
三
重
塔
、
天
寧
寺

塔
婆
、
西
郷
寺
本
堂
・
山
門
、
常
称
寺
本
堂
・

観
音
堂
・
大
門
な
ど
は
、
街
並
み
を
特
徴
づ
け

る
と
と
も
に
、
一
部
は
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
も

な
っ
て
い
る
。

◆
近
世
の
宿
場
町
　
尾
道

尾
道
地
域
の
旧
市
街
地
は
、
近
世
に
お
い
て
山

陽
道（
西
国
街
道
）が
通
り
、
宿
駅
が
置
か
れ
た

地
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
石
見
銀
山
に
つ
な
が
る

銀
山
街
道
及
び
出
雲
街
道
の
一
方
の
起
終
点

で
あ
る
。こ
の
た
め
、
中
世
よ
り
引
き
継
い
で

き
た
港
町
に
加
え
、
宿
場
町
の
性
格
を
備
え
、

交
易
・
交
流
の
拠
点
と
し
て
一
層
の
発
展
を

遂
げ
て
き
た
。こ
う
し
た
歴
史
を
物
語
る
近
世

の
文
化
財
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

◆
近
代
文
学
・
映
画
と
坂
の
ま
ち

尾
道
市
は
、
文
学
と
つ
な
が
り
の
深
い
ま
ち
で

あ
り
、
ゆ
か
り
の
作
家
と
し
て
林
芙
美
子
、
高

垣
眸
、横
山
美
智
子
、行
友
李
風
、そ
し
て
志
賀

直
哉
な
ど
が
い
る
。ま
た
、歌
人
と
し
て
は
、中

村
憲
吉
、山
下
陸
奥
、麻
生
路
郎
が
い
る
。ア
ラ

ラ
ギ
派
の
歌
人
・
中
村
憲
吉
が
最
晩
年
を
送
っ

た
旧
居
、
志
賀
直
哉
が
尾
道
に
移
り
住
ん
だ
棟

割
長
家
（
志
賀
直
哉
旧
居
）
は
今
も
現
存
し
て

い
る
。ま
た
、
尾
道
ゆ
か
り
の
作
家
の
文
学
碑

を
設
置
し
た
「
文
学
の
こ
み
ち
」
の
ル
ー
ト
に

は
古
い
民
家
を
利
用
し
た
「
文
学
記
念
室
」
が

あ
り
、
中
村
憲
吉
旧
居
、
志
賀
直
哉
旧
居
と
と

も
に
、「
お
の
み
ち
文
学
の
館
」と
し
て
活
用
し

て
い
る
。こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
斜
面
市
街
地

に
あ
り
、
坂
道
と
と
も
に
、
特
色
あ
る
景
観
と

風
情
を
醸
し
出
し
て
い
る
。尾
道
市
は
、
映
画

と
も
つ
な
が
り
の
深
い
ま
ち
で
あ
り
、
小
津
安

二
郎
監
督
の
「
東
京
物
語
」
の
ロ
ケ
地
の
一
つ

で
あ
り
、
尾
道
出
身
の
大
林
宣
彦
監
督
は
、
尾

道
を
舞
台
に
数
々
の
作
品
を
つ
く
っ
て
い
る
。

16
12
4

3
14

27
2

25
21
1

１
52

8
3

9
73

42
1

60

（
平
成
23
年
1月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

都
道
府
県

国

中
世
に
港
町
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
基
盤
と
な
っ
て
発
展
し
、
今
で
も
街
並
み

等
に
中
世
の
面
影
を
残
す
特
徴
的
な
港
湾
都
市
・
尾
道
の
意
義
や
可
能
性
を
踏

ま
え
、
港
町
の
文
化
的
景
観
を
中
心
と
し
た
関
連
文
化
財
群
を
設
定
す
る
。

尾
道

市
は

、
標

高
1

0
0

ｍ
前

後
の

丘
陵

地
帯

が
あ

る
北

自
 然

自
然

の
良

港
を

持
つ

尾
道

は
、

平
安

時
代

に
備

後
大

田

歴
 史

尾
道

は
古

く
か

ら
陸

上
・

海
上

交
通

の
要

衝
と

し
て

、

産
 業

 等

文
化

財
の

概
要

◆
未

指
定

文
化

財
を

総
合

的
に

調
査

し
、

保
存

・
活

用
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

課
 題

港
町
の
多
彩
な
文
化
と
景
観

s 浄
土

寺
 多

宝
塔

・
阿

弥
陀

堂

尾
道

の
海

岸
映

画
の

舞
台

と
な

っ
た

坂
の

ま
ち

映
画

の
舞

台
と

な
っ

た
坂

の
ま

ち

建 造 物有
　
形

文
化
財

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]

人
口
／
1
4
4
,8
1
3
人
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4
4

北
に

四
王

寺
山

地
、

東
に

三
郡

山
地

が
あ

り
、

二
日

市
低

地
を

挟
ん

で
、

西
を

牛
頸

低
山

地
に

囲
ま

れ
、

北
西

側
は

福
岡

平
野

、
南

側
は

筑
紫

平
野

に
接

し
て

い
ま

す
。

気
候

は
、

日
本

海
型

気
候

区
に

属
し

ま
す

が
、

内
陸

型
気

候
区

に
隣

接
し

て
い

る
た

め
、

沿
岸

部
と

比
べ

て
年

平
均

気
温

（
1

6
.1

℃
）

は
低

く
、

夏
季

の
最

高
気

温
（

3
6

.0
℃

）
は

高
い

で
す

。
年

降
水

量
は

沿
岸

部
よ

り
多

い
で

す
が

、
人

口
増

加
に

伴
う

水
需

要
の

厳
し

い
場

所
で

も
あ

り
ま

す
。

近
年

、
梅

雨
時

の
集

中
豪

雨
や

台
風

な
ど

に
よ

る
、

特
別

史
跡

水
城

跡
や

大
野

城
跡

な
ど

の
史

跡
の

毀
損

も
頻

発
し

て
い

ま
す

。
山

地
に

囲
ま

れ
た

集
水

地
形

や
、

年
間

1
,5

0
0

m
m

の
降

水
量

は
市

域
の

緑
を

豊
か

に
し

て
い

ま
す

。
近

年
は

低
地

か
ら

丘
陵

に
孟

宗
竹

が
侵

入
し

て
い

る
場

所
が

増
え

て
い

ま
す

。

太
宰

府
市

の
歴

史
は

、
旧

石
器

時
代

か
ら

は
じ

ま
り

、
天

智
2

(6
6

3
)年

の
白

村
江

の
戦

い
を

機
に

、
水

城
、

大
野

城
、

基
肄

城
が

築
か

れ
、

８
世

紀
の

大
宝

律
令

で
、

古
代

最
大

の
地

方
官

衙
「

大
宰

府
」

が
成

立
し

ま
し

た
。

中
世

に
は

幕
府

の
鎮

西
奉

行
が

居
住

し
、

九
州

支
配

を
行

っ
て

い
ま

し
た

が
、

1
1

世
紀

後
半

に
大

宰
府

政
庁

は
廃

絶
、

政
治

的
中

心
は

博
多

に
移

っ
て

い
き

ま
し

た
。

一
方

、
宗

教
都

市
と

し
て

の
性

格
は

保
ち

続

け
て

い
ま

し
た

。
近

世
、

江
戸

時
代

に
は

福
岡

藩
領

で
あ

り
御

笠
郡

に
属

し
、

宰
府

宿
と

街
道

筋
に

ま
ち

並
み

が
連

な
っ

て
い

ま
し

た
が

、
他

は
農

村
で

し
た

。
太

宰
府

は
藩

の
宿

に
指

定
さ

れ
、

天
満

宮
の

門
前

付
近

が
宰

府
宿

と
な

り
ま

し
た

。
江

戸
時

代
に

は
「

さ
い

ふ
ま

い
り

」
が

流
行

し
、

多
く

の
民

衆
が

参
集

す
る

よ
う

に
な

り
ま

し
た

。
近

代
に

入
る

と
明

治
政

府
の

神
仏

分
離

に
よ

っ
て

、
安

楽
寺

天
満

宮
は

太
宰

府
神

社
と

な
り

、
仏

教
関

係
の

も
の

は
取

り
払

わ
れ

、
多

く
の

仏
教

関
係

事
物

が
周

辺
各

地
へ

離
散

す
る

こ
と

と
な

り
ま

し
た

が
、

「
さ

い
ふ

ま
い

り
」

「
さ

い
ふ

詣
で

」
は

続
い

て
い

ま
し

た
。

明
治

3
5

（
1

9
0

2
）

年
、

太
宰

府
馬

車
鉄

道
が

開
通

、
大

町
に

太
宰

府
駅

が
で

き
る

と
、

参
道

に
は

土
産

物
屋

・
飲

食
店

・
商

店
が

増
加

し
ま

し
た

。
一

方
で

、
そ

の
他

の
集

落
は

近
世

と
変

わ
ら

ぬ
農

村
集

落
を

維
持

し
て

い
き

ま
し

た
。

年
間

7
0

0
万

人
（

平
成

1
9

年
）

の
参

詣
者

、
観

光
客

が
訪

れ
、

天
満

宮
門

前
を

中
心

に
、

観
光

産
業

が
成

立
し

て
い

ま
す

。
一

方
、

福
岡

都
市

圏
の

ベ
ッ

ト
タ

ウ
ン

と
し

て
、

宅
地

開
発

も
進

め
ら

れ
て

き
ま

し
た

。
就

業
構

造
は

第
三

次
産

業
の

特
化

が
顕

著
で

、
平

成
1

7
年

に
は

太
宰

府
市

の
全

就
業

者
数

3
4

,7
2

2
人

の
う

ち
、

2
2

,9
5

8
人

（
6

6
.1

％
）

が
市

外
へ

の
通

勤
・

通
学

者
と

な
っ

て
い

ま
す

。
一

方
で

、
第

一
次

産
業

の
占

め
る

割
合

は
極

め
て

低
く

な
っ

て
い

ま
す

。

福
岡

県
太

宰
府

市
人

口
／

7
0

,1
0

3
人

［
平

成
2

2
年

1
0

月
末

］

市
の

概
要

関
連
文
化
遺
産
群
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
市

民
が

誇
り

を
も

っ
て

暮
ら

し
続

け
た

い
と

思
え

る
古

都
太

宰
府

の
実

現
に

向
け

て
、

市
民

と
の

協
働

の
も

と
、

こ
れ

ら
文

化
遺

産
を

総
合

的
に

把
握

し
、

そ
れ

ら
を

社
会

全
体

で
継

承
し

て
い

く
持

続
的

な
方

策
を

推
進

す
る

こ
と

。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

①
市

民
感

覚
で

将
来

に
守

り
伝

え
て

い
き

た
い

個
々

の
文

化
遺

産
の

抽
出

を
行

っ
た

。
②

個
々

の
文

化
遺

産
の

相
互

の
関

連
性

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

形
式

で
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
を

実
施

し
た

。

◆
関

連
文

化
遺

産
群

に
つ

い
て

［
設
定
目
的
］一

見
孤

立
し

て
い

る
か

の
よ

う
に

見
え

る
文

化
財

を
、

関
連

し
て

い
る

も
の

を
探

し
て

い
く

こ
と

で
、

様
々

な
人

々
の

物
語

が
引

き
出

さ
れ

、
そ

こ
か

ら
守

り
伝

え
て

い
き

た
い

と
い

う
思

い
へ

の
醸

成
を

目
的

と
し

ま
す

。

［
構
成
］①

名
称

、 
②

物
語（

思
い

）、
 ③

関
連

す
る

文
化

遺
産

、 
④

空
間

を
形

成
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

範
囲

・
分

布
を

示
す

図

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］

市
域

の
文

化
遺

産
を

如
何

に
し

て
将

来
に

受
け

渡
す

の
か

を
考

え
る

計
画

に
し

ま
す

。

［
計
画
の
項
目
］

①
文

化
遺

産
を

そ
の

も
の

と
し

て
見

守
る

方
針

②
文

化
遺

産
を

文
化

財
と

し
て

保
護

す
る

方
針

③
文

化
遺

産
を

市
民

遺
産

と
し

て
育

成
す

る
方

針

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
対
象
］

市
域

全
体

を
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
と

し
、

提
案

さ
れ

る
市

民
遺

産
個

々
の

範
囲

が
、

市
民

が
作

り
出

す
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
と

さ
れ

ま
す

。住
民

が
主

体
と

な
っ

て
提

案
さ

れ
る

市
民

遺
産

に
対

し
、

個
々

の
間

を
埋

め
る

よ
う

に
大

き
な

視
点

か
ら

の
市

民
遺

産
と

し
て

行
政

が
主

体
と

な
っ

て
包

括
す

る
モ

ノ
を

数
年

後
に

提
案

し
ま

す
。構

成
す

る
文

化
遺

産
個

々
は

、
既

に
市

民
に

よ
っ

て
育

成
さ

れ
て

い
る

も
の

も
あ

り
、

市
民

遺
産

候
補

と
し

て
条

件
を

整
え

て
い

る
も

の
が

存
在

し
て

い
ま

す
。

◆
子
ど
も
達
が
通
っ
た
旧
太
宰
府
町
道

［
物
語
］

太
宰
府
市
の
北
部
、特

別
史
跡
大
野
城
跡
が

所
在
す
る
四
王
寺
山

に
は
、糟
屋
郡
宇
美
町

四
王
寺
集
落
が
あ
る
。こ
こ
に
育
っ
た
子
ど
も
達

は
、
宇
美
町
の
学
校
で
は
な
く
太
宰
府
市
に
あ
る

太
宰
府
小
学
校
・
学
業
院
中
学
校
へ
昭
和
60
年

代
ま
で
通
っ
て
い
た
。こ
の
こ
と
を
現
地
踏
査
・

四
王
寺
集
落
の
人
々
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
重

ね
る
内
に
、「
夏
の
暑
い
日
」「
冬
の
雪
の
日
」な
ど

厳
し
い
自
然
の
中
を
通
う
子
ど
も
達
の
姿
が
イ

メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
子
ど
も
達
の

姿
を
将
来
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
を

強
く
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

［
関
連
す
る
文
化
遺
産
と
そ
の
関
連
性
］

●
四
王
寺
山
に
残
存
す
る
旧
太
宰
府
町
道

【
特
別
史
跡
大
野
城
跡
　
経
路
図
】

●
四
王
寺
集
落
の
人
々
か
ら
の
聞
取
り
調
査
成
果

●
卒
業
生

か
ら
の
聞

取
り
調
査

成
果

●
学
籍
簿

5
2

3
10

5
5

27
2

3
2

1
40

36
7

2
49

（
平
成
22
年
９
月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

国

北
に

四
王

寺
山

地
、

東
に

三
郡

山
地

が
あ

り
、

二
日

市

自
 然

太
宰

府
市

の
歴

史
は

、
旧

石
器

時
代

か
ら

は
じ

ま
り

、

歴
 史

年
間

7
0

0
万

人
（

平
成

1
9

年
）

の
参

詣
者

、
観

光
客

が

産
 業

 等

太
宰

府
市

に
は

多
く

の
文

化
遺

産
が

存
在

す
る

が
、

そ
の

中
で

も
学

術
的

に
価

値
の

高
い

も
の

に
つ

い
て

は
、

文
化

財
保

護
法

、
福

岡
県

文
化

財
保

護
条

例
、

太
宰

府
市

文
化

財
保

護
条

例
に

基
づ

き
指

定
等

を
受

け
、

手
厚

い
保

護
を

図
っ

て
い

ま
す

。

◆
埋

蔵
文

化
財

保
護

以
外

の
文

化
財

・
　

文
化

遺
産

へ
の

配
慮

が
や

や
不

足
。

◆
文

化
財

担
当

部
局

の
み

の
取

組
み

で
　

は
、

知
識

・
実

務
両

面
で

限
界

が
あ

　
り

、
市

域
に

展
開

す
る

多
様

な
文

化
　

遺
産

を
見

守
る

・
保

護
す

る
手

立
て

　
が

不
足

し
て

い
た

。

文
化

財
の

概
要

◆
埋

蔵
文

化
財

保
護

以
外

の
文

化
財

・

課
 題

市
民
が
つ
く
る
関
連
文
化
遺
産
群（
市
民
遺
産
構
成
文
化
遺
産
群
）

s ◆
さ
い
ふ
ま
い
り

［
物
語
］

太
宰
府
天
満
宮
へ
参
詣
は
、
平
安
時
代
ま
で
遡
る

が
、
庶
民
へ
広
が
っ
た
江
戸
後
期
に
隆
盛
を
む
か

え
る
「
さ
い
ふ
ま
い
り
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

現
在
も「
さ
い
ふ
ま
い
り
」は
、
合
格
祈
願
の
た
め

の
参
詣
・
観
光
客
な
ど
に
み
る
こ
と
が
で
き
、
太

宰
府
に
古
く
よ
り
伝
わ
る
情
景
と
し
て
今
も
生

き
て
い
る
。こ
の
「
さ
い
ふ
ま
い
り
」
に
ま
つ
わ
る

文
化
遺
産
が
、
参
詣
道
沿
い
に
有
形
・
無
形
を
問

わ
ず
多
く
の
文
化
遺
産
が
地
域
の
人
々
に
よ
っ

て
継
承
さ
れ
て
き
た
。こ
れ
ら
個
々
は
、
そ
の
地

域
固
有
の
物
語
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
尊
重
し
行
政
が
障
壁
に

な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
な
が
ら
、
個
々
を
つ
な
ぎ

江
戸
後
期
か
ら
継

承
さ
れ
て
い
る「
さ

い
ふ
ま
い
り
」を
後

世
に
伝
え
て
い
く
。

［
関
連
す
る
文
化
遺
産
と
そ
の
関
連
性
］

● 『
九
州
の
道
の
記
』

【
さ
い
ふ
ま
い
り
に
関
す
る
最
も
古
い
記
録
　
天
正
二
〇
年
作
】

● 『
筑
紫
紀
行
』

【
江
戸
期
に
お
け
る
さ
い
ふ
ま
い
り
に
関
す
る
記
録
　
文
化
三
年
作
】

そ
の
他
多
数
の
紀
行
文
に「
さ
い
ふ
ま
い
り
」は
記
さ
れ
る
。

●
参
詣
道【
旧
日
田
街
道
・
ど
ん
か
ん
道
な
ど
】

●
関
屋
一
ノ
鳥
居【
鳥
居
・
道
標
な
ど
】

●
三
浦
の
碑【
旧
高
橋
口
・
旧
山
上
口
】

●
梅
ヶ
枝
餅【
太
宰
府
天
満
宮
参
道
の
名
物
】

●
街
道
筋
の
物
語【
水
城
賽
の
神
・
宝
満
隠
し
な
ど
】

行
政
が
立
案
す
る
関
連
文
化
遺
産
群（
市
民
遺
産
構
成
文
化
遺
産
群
）

s

※
有
形
文
化
財
：
建
造
物
の
件
数
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
棟
数
と
し
て
表
現
し
て
い
ま
す
。

旧
道

旧
太
宰
府
町
道

関
屋
鳥
居

梅
ヶ
枝
餅

水
城
賽
の
神

人
口
／
7
1
,2
2
0
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]

93

巻末資料 
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 

 



国

31
31

日
南

市
は

、
宮

崎
県

南
部

に
位

置
し

、
北

西
部

は
山

々
に

囲
ま

れ
、

東
側

は
日

向
灘

に
面

し
て

お
り

、
面

積
53

6.
12

㎢
の

う
ち

８
割

弱
（

78
.0

%
）

が
林

野
で

占
め

ら
れ

ま
す

。
そ

し
て

そ
の

大
半

は
飫

肥
杉

の
人

工
林

で
す

。
温

暖
多

照
の

土
地

で
、

平
野

部
で

は
１

年
の

日
照

時
間

が
平

均
2,

20
0時

間
以

上
と

多
く

、
日

照
に

恵
ま

れ
た

地
域

の
一

つ
で

す
。

一
方

で
、

台
風

の
常

襲
地

帯
で

も
あ

り
、

鰐
塚

山
系

を
背

後
に

控
え

て
年

間
降

水
量

が
2,

50
0m

m
を

超
え

る
多

雨
地

帯
で

、
四

国
の

太
平

洋
岸

や
紀

伊
半

島
東

部
と

と
も

に
、

日
本

の
最

多
雨

地
帯

と
な

っ
て

い
ま

す
。

南
九

州
に

位
置

す
る

日
南

市
は

、
海

幸
山

幸
神

話
を

は
じ

め
、

古
く

か
ら

日
向

神
話

の
舞

台
と

な
っ

た
地

で
、

神
話

に
ち

な
ん

だ
地

名
も

多
く

あ
り

ま
す

。
市

内
で

は
、

縄
文

・
弥

生
時

代
の

遺
跡

が
確

認
さ

れ
て

お
り

、
７

世
紀

に
築

造
さ

れ
た

狐
塚

古
墳

は
県

内
最

大
級

の
終

末
期

古
墳

で
す

。
７

世
紀

後
半

に
は

律
令

国
家

の
も

と
、

日
向

国
が

設
置

さ
れ

、
和

銅
６

(7
1

3
)年

に
は

大
隅

国
を

分
国

し
て

い
ま

す
が

、
８

世
紀

前
半

に
は

隼
人

の
反

乱
が

く
り

か
え

さ
れ

ま
す

。
室

町
時

代
か

ら
戦

国
時

代
に

か
け

て
の

飫
肥

 
(日

南
)で

は
、

油
津

や
外

ノ
浦

が
、

琉
球

や
東

ア
ジ

ア
と

の
交

易
拠

点
と

し
て

栄
え

ま
し

た
。

ま
た

、
中

世
に

は
飫

肥
を

め
ぐ

り
、

島
津

と
伊

東
の

争
い

が
何

代
に

も
わ

た
っ

て
続

き
ま

し
た

。
元

亀
３

(1
5

7
2

)年
、

島
津

軍
に

大
敗

し
た

伊
東

氏
で

す
が

、
の

ち
に

豊
臣

秀
吉

に
仕

え
る

こ
と

に
な

り
、

天
正

１
５

(1
5

8
7

)年
、

秀
吉

の
九

州
攻

略
の

功
で

飫
肥

の
地

を
与

え
ら

れ
、

以
後

幕
末

ま
で

飫
肥

を
支

配
す

る
こ

と
に

な
り

ま
し

た
。

伊
東

家
配

下
の

飫
肥

藩
内

の
堀

川
開

削
工

事
、

飫
肥

城
改

修
工

事
の

費
用

捻
出

に
は

、
藩

の
主

要
専

売
品

で
あ

る
飫

肥
杉

が
大

き
な

役
割

を
果

た
し

ま
し

た
。

明
治

時
代

の
廃

藩
置

県
で

は
、

飫
肥

県
と

な
っ

た
後

、
再

置
県

さ
れ

た
宮

崎
県

に
編

入
さ

れ
、

飫
肥

は
南

宮
崎

の
政

治
的

中
心

と
な

り
ま

し
た

。
ま

た
油

津
は

大
正

６
(1

9
1

7
)年

、
九

州
唯

一
の

漁
港

指
定

を
受

け
て

港
湾

整
備

が
進

み
、

飫
肥

杉
の

搬
出

や
マ

グ
ロ

景
気

で
、

仕
事

を
求

め
て

多
く

の
人

が
油

津
に

集
ま

り
、

都
市

基
盤

も
整

備
さ

れ
て

市
街

地
が

拡
大

し
ま

し
た

。
そ

の
後

、
第

２
次

世
界

大
戦

を
は

さ
ん

で
数

度
の

合
併

を
行

い
、

平
成

21
年

に
現

在
の

日
南

市
と

な
り

ま
し

た
。

昭
和

40
年

代
ま

で
は

、
飫

肥
杉

林
業

と
マ

グ
ロ

に
代

表
さ

れ
る

漁
業

が
日

南
の

経
済

を
リ

ー
ド

し
て

お
り

、
林

業
、

漁
業

関
連

の
業

種
に

関
わ

る
人

も
多

く
、

仕
事

を
求

め
て

鹿
児

島
や

四
国

か
ら

の
移

住
者

も
多

く
み

ら
れ

ま
し

た
。

し
か

し
、

林
業

は
、

外
材

輸
入

自
由

化
に

伴
う

低
迷

に
よ

り
、

急
速

に
縮

小
し

て
い

き
ま

し
た

。
漁

業
も

、
マ

グ
ロ

漁
は

遠
洋

漁
業

と
な

っ
て

、
以

前
の

よ
う

に
マ

グ
ロ

が
大

量
に

揚
が

る
こ

と
は

な
く

な
り

ま
し

た
が

、
現

在
は

、
カ

ツ
オ

の
一

本
釣

り
漁

獲
高

が
日

本
一

と
な

っ
て

い
ま

す
。

宮
崎

県
日

南
市

人
口

／
5

7
,3

3
2

人
［

平
成

2
2

年
9

月
1

日
］

市
の

概
要

関
連
文
化
財
群
の
統
一
テ
ー
マ

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
本

市
の

文
化

財
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

と
し

て
、

個
性

や
特

徴
あ

る
「

ま
ち

づ
く

り
」

に
関

す
る

市
施

策
の

大
き

な
柱

と
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

ま
す

。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

こ
れ

ま
で

あ
ま

り
評

価
さ

れ
て

こ
な

か
っ

た
地

域
の

文
化

財
に

目
を

向
け

る
た

め
、

悉
皆

調
査

を
行

い
ま

し
た

。

◆
関

連
文

化
財

に
つ

い
て

［
設
定
目
的
］地

域
に

点
在

す
る

文
化

遺
産

を
、

ス
ト

ー
リ

ー
性

を
も

っ
て

再
構

築
す

る
こ

と
に

よ
り

、文
化

遺
産

の
価

値
を

総
体

と
し

て
評

価
し

、総
合

的
に

保
護

す
る

た
め

設
定

し
ま

す
。

［
構
成
］①

名
称

、②
概

要
と

構
成

、③
関

連
文

化
財

群
一

覧
、④

関
連

文
化

財
群

分
布

状
況（

地
図

）

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］市

域
全

体
の

文
化

遺
産

に
つ

い
て

、
地

区
ご

と
の

現
状

と
課

題
を

洗
い

出
し

た
う

え
で

、
市

と
し

て
の

保
存

活
用

の
方

針
を

明
ら

か
に

す
る

。

［
計
画
の
項
目
］

◆
文

化
遺

産
の

保
存

活
用（

管
理

）と
体

制
●

文
化

遺
産

の
現

状
と

課
題

　
●

文
化

遺
産

の
再

発
見

 
●

文
化

遺
産

の
保

存
管

理
団

体
と

維
持

管
理

●
文

化
財

指
定

の
考

え
方

　
●

文
化

遺
産

の
情

報
発

信
方

策
に

つ
い

て
●

法
的

整
備

◆
関

連
文

化
財

群
ご

と
の

保
存

管
理（

活
用

）計
画

●
保

存
活

用（
管

理
）計

画
　【

行
政

の
行

う
施

策
、地

域
住

民
が

主
体

に
な

っ
て

行
う

活
動

】

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］行

政
に

お
い

て
は

、
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

や
景

観
計

画
な

ど
に

、
歴

史
的

風
致

を
維

持
す

べ
き

区
域

と
し

て
位

置
づ

け
て

、
各

種
施

策
を

誘
導

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
ま

す
。ま

た
、

市
民

に
お

い
て

は
、

文
化

遺
産

に
恵

ま
れ

た
環

境
を

誇
り

と
し

て
、

地
域

の
歴

史
や

伝
統

を
大

切
に

す
る

ま
ち

づ
く

り
活

動
を

推
進

し
て

い
く

こ
と

が
望

ま
れ

ま
す

。そ
れ

に
よ

り
地

域
独

自
の

魅
力

に
磨

き
が

か
か

り
、

交
流

人
口

の
増

加
、

さ
ら

に
は

地
域

経
済

の
活

性
化

が
期

待
さ

れ
ま

す
。

日
南
を
2
つ
の
対
比
で
表
現
す
る
と
、山
：
海

（
地
形
）、
飫
肥
の
城
下
町
：
油
津
の
漁
業
・
商

人
町
、
飫
肥
人
：
油
津
人（
性
格
）、
杉
：
マ
グ

ロ（
産
業
）、
榎
原
：
鵜
戸（
信
仰
）、
そ
の
他
多

く
の
も
の
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
す
べ
て
に
お

い
て
山
と
海
が
基
盤

に
あ
る
。

豊
富
な
山
の
幸
と
交

易
拠
点
の
海
を
め

ぐ
っ
て
、
伊
東
氏
と
島

津
氏
が
長
期
に
渡
っ

て
抗
争
を
繰
り
返
し
た
が
、
近
世
以
降
に
伊
東

氏
の
下
で
藩
内
が
安
定
す
る
と
、
飫
肥
杉
、
魚

（
マ
グ
ロ
、カ
ツ
オ
）、
日
向
神
話
、藩
主
伊
東
氏

（
参
勤
交
代
）、
信
仰（
参
拝
）な
ど
が
海
と
山
を

行
き
来
し
、
有
形
の
も
の
だ
け
で
な
く
習
俗
な

ど
の
無
形
の
も
の
も
伝
わ
り
交
わ
る
こ
と
に

よ
り
、
日
南
の
特
性
を
形
成
し
て
い
っ
た
。こ

の
よ
う
に
、
日
南
市
は
山
と
海
を
結
ぶ
道
を
通

し
た
物
流
や
人
の
往
来
に
よ
り
特
性
が
形
成

さ
れ
て
お
り
、
歴
史
文
化
基
本
構
想
に
お
け
る

保
存
活
用
の
主
軸（
統
一
テ
ー
マ
）を
、「
山
の

道
と
海
の
道
」
山
幸
・
海
幸
物
語
～
つ
な
が
り

伝
え
る
文
化
財
ま
ち
づ
く
り
～
と
設
定
し
た
。

18
11

1
3

8
2

3
46

6
2

4
1

3
16

1
3

1
5

（
平
成
22
年
9月
10
日
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

登
録

日
南

市
は

、
宮

崎
県

南
部

に
位

置
し

、
北

西
部

は
山

々
に

自
 然

南
九

州
に

位
置

す
る

日
南

市
は

、
海

幸
山

幸
神

話
を

は
じ

歴
 史

昭
和

40
年

代
ま

で
は

、
飫

肥
杉

林
業

と
マ

グ
ロ

に
代

表
さ

産
 業

 等

九
州

で
最

初
の

重
要

伝
統

的
建

造
物

群
保

存
地

区
に

選
定

さ
れ

た
飫

肥
は

、
飫

肥
藩

伊
東

家
５

万
１

千
石

の
城

下
町

と
し

て
、

歴
史

的
風

致
を

良
好

に
維

持
し

て
い

ま
す

。
ま

た
、

中
世

か
ら

琉
球

や
明

と
の

交
易

が
あ

り
、

飫
肥

杉
と

マ
グ

ロ
に

よ
っ

て
栄

え
た

港
町

の
油

津
は

、
伝

統
的

建
造

物
や

近
代

土
木

遺
産

が
数

多
く

残
っ

て
い

ま
す

。
日

南
海

岸
沿

い
に

は
、

油
津

の
他

に
、

古
く

か
ら

地
元

の
信

仰
を

集
め

、
海

幸
山

幸
神

話
の

舞
台

と
も

な
っ

た
鵜

戸
神

宮
、

中
世

は
日

向
を

代
表

す
る

み
な

と
で

あ
っ

た
外

浦
が

あ
り

ま
す

。

◆
指

定
文

化
財

の
種

別
間

の
バ

ラ
ツ

キ
　

や
、

旧
市

町
毎

の
格

差
。

◆
合

併
市

と
し

て
、

地
域

の
歴

史
や

文
　

化
、

伝
統

を
共

有
し

た
ま

ち
づ

く
り

。

文
化

財
の

概
要

◆
指

定
文

化
財

の
種

別
間

の
バ

ラ
ツ

キ

課
 題

「
山
の
道
と
海
の
道
」山
幸
・
海
幸
物
語

～
つ
な
が
り
伝
え
る
文
化
財
ま
ち
づ
く
り
～

s

関
連
文
化
財
群
分
布
図

山
の
道

海
の
道

神
話
の
道

赤
江

飫
肥
杉
（
山
の
幸
）

飫
肥
城

魚

中
国
・
琉
球

交
易

飫
肥
杉
運
搬

参
勤
交
代

神
話
・
伝
承

飫
肥
杉
(山

の
幸
)の

道

飫
肥
杉
(山

の
幸
)の

道

交
易

交
易

魚

神
話
・
伝
承

畿
内

飫
肥
城
と
そ
の
城
下

飫
肥
杉
林
に
囲
ま
れ
た

坂
元
棚
田

港
町
油
津
と
堀
川
運
河

鵜
戸
山
信
仰
と
日
向
神
話

飫
肥
街
道
と
山
仮
屋
関
所

榎
原
神
社
と
門
前
町

伊
東
と
島
津
の
中
世
城
郭
群

外
浦
・
目
井
津
・
大
堂
津

と
町
並
み

マ
グ
ロ
の
水
揚
げ

飫
肥
杉

飫
肥
城
下
町
食
べ
あ
る
き
・
町
あ
る
き

人
口
／
5
5
,3
5
2
人

94

「歴史文化基本構想」策定ハンドブック 
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奄
美
市

伊
仙
町

宇
検
村

奄
美
市

伊
仙
町

宇
検
村

2
13 4 1(考
古
)

2(
歴
史
)

2 3 1

美
群
島
で
は
イ
ャ
ン
ヤ
遺
跡
、
喜
子

川
遺
跡
、
天
城
遺
跡
な
ど
約
3
～

2.
5
万
年
前
の
遺
跡
か
ら
打
製
石
器
等
が
出

土
し
て
お
り
、
こ
の
頃
か
ら
人
が
住
ん
で
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

琉
球
列
島
に
お
け
る
先
史
・
古
代
は
九
州
と

の
つ
な
が
り
が
深
い
時
代
で
あ
り
、
サ
ウ
チ
遺

跡
で
は
九
州
か
ら
弥
生
式
土
器
が
持
ち
込
ま

れ
る
な
ど
そ
の
関
係
は
九
州
と
の
関
係
を
示

唆
す
る
遺
物
等
が
出
土
し
て
い
ま
す
。一
方
、

北
部
九
州
の
弥
生
時
代
の
遺
跡
か
ら
は
奄
美

諸
島
以
南
に
生
育
す
る
ゴ
ホ
ウ
ラ
、
イ
モ
ガ

イ
、
オ
オ
ツ
タ
ノ
ハ
な
ど
の
貝
類
が
出
土
し
て

お
り
、
貝
交
易
等
が
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　
ま
た
、
６
～
10
世
紀
の
遺
跡
で
あ
る
笠
利

町
マ
ツ
ノ
ト
遺
跡
、
小
湊
フ
ワ
ガ
ネ
ク
遺
跡
等

か
ら
は
多
量
の
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
と
貝
製
容
器
等

が
出
土
し
て
お
り
、
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
製
品
の
製
作

を
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
の

時
期
の
人
々
は
海
辺
に
住
み
、
サ
ン
ゴ
礁
と
密

接
に
関
わ
る
狩
猟
採
集
生
活
を
送
り
な
が
ら

九
州
や
近
隣
の
島
ジ
マ
と
の
関
わ
り
を
有
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

奄
美
群
島
お
け
る
先
史
・
古
代
の
遺
跡
群
は
、

古
来
よ
り
南
北
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
奄
美

諸
島
の
人
々
の
生
活
の
痕
跡
を
今
日
に
伝
え

る
重
要
な
歴
史
遺
産
で
す
。

奄
美

群
島

と
は

有
人

8
島

（
大

島
本

島
、

喜
界

島
、

徳
之

島
、

沖
永

良
部

島
、

与
論

島
外

3
島

）
の

総
称

で
、

総
面

積
は

1,
23

9平
方

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

、
南

北
１

９
０

ｋ
ｍ

に
及

ぶ
島

々
で

構
成

さ
れ

て
い

ま
す

。
３

市
町

村
は

奄
美

市
と

宇
検

村
が

大
島

本
島

に
位

置
し

、
伊

仙
町

が
徳

之
島

南
部

に
位

置
し

て
い

ま
す

。
奄

美
大

島
、

徳
之

島
は

山
地

が
多

く
、

起
伏

が
大

き
い

「
高

島
」

と
言

わ
れ

て
お

り
ま

す
。

奄
美

群
島

は
、

地
殻

変
動

に
よ

る
隆

起
と

沈
降

、
気

候
変

動
に

よ
る

海
水

準
の

変
化

、
サ

ン
ゴ

礁
の

発
達

に
伴

う
琉

球
石

灰
岩

の
隆

起
に

よ
っ

て
形

成
さ

れ
ま

し
た

。
亜

熱
帯

地
域

の
北

限
に

位
置

し
、

ア
マ

ミ
ノ

ク
ロ

ウ
サ

ギ
な

ど
世

界
で

奄
美

と
徳

之
島

に
し

か
生

息
し

な
い

多
種

多
様

で
貴

重
な

動
植

物
が

お
り

、
亜

熱
帯

で
濃

密
な

森
林

植
生

を
中

核
に

特
異

な
生

態
系

が
形

成
さ

れ
て

い
ま

す
。

樹
木

は
ス

ダ
ジ

イ
、

タ
ブ

ノ
キ

な
ど

常
緑

広
葉

樹
を

主
に

、
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
や

ガ
ジ

ュ
マ

ル
な

ど
熱

帯
的

な
樹

種
が

混
在

す
る

地
域

で
あ

り
、

熱
帯

と
温

帯
の

中
間

に
位

置
す

る
こ

と
が

奄
美

の
生

態
系

の
特

徴
で

す
。

奄
美

群
島

は
そ

の
地

理
的

、
歴

史
的

経
緯

に
お

い
て

そ
の

存
在

が
常

に
「

境
界

域
の

島
」

、
「

ぼ
か

し
の

地
域

」
と

も
証

さ
れ

て
き

ま
し

た
。

多
種

多
様

で
複

雑
な

自
然

的
環

境
に

つ
つ

ま
れ

、
自

然
と

調
和

し
た

素
朴

な
文

化
を

育
ん

で
き

た
一

方
で

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

な
歴

史
が

展
開

さ
れ

て
き

ま
し

た
。

先
史

時
代

に
は

目
の

前
に

広
が

る
珊

瑚
礁

を
最

大
限

に
活

用
し

た
生

活
と

文
化

が
育

ま
れ

て
い

ま
し

た
。

そ
し

て
1

2
世

紀
・

1
3

世
紀

に
お

い
て

は
交

易
・

交
流

の
拠

点
と

し
て

重
要

な
役

割
を

果
た

し
て

い
た

こ
と

が
、

赤
木

名
城

、
徳

之
島

カ
ム

ィ
ヤ

キ
陶

器
窯

跡
、

倉
木

崎
海

底
遺

跡
等

の
遺

跡
の

発
見

に
よ

り
証

明
さ

れ
つ

つ
あ

り
ま

す
。

し
か

し
、

そ
の

後
は

1
5

世
紀

に
は

琉
球

国
、

1
7

世
紀

(1
6

0
9

年
)に

は
薩

摩
、

明
治

期
以

降
は

日
本

国
、

戦
後

は
ア

メ
リ

カ
合

衆
国

、
そ

し
て

昭
和

28
年

12
月

25
日

に
は

悲
願

の
祖

国
復

帰
か

ら
現

在
へ

と
、

世
界

で
も

稀
な

歴
史

的
変

遷
を

た
ど

っ
て

き
ま

し
た

。
こ

の
よ

う
な

歴
史

的
変

遷
か

ら
、

奄
美

は
い

く
つ

も
の

国
の

影
響

を
受

け
つ

つ
多

種
多

様
で

あ
り

な
が

ら
強

い
個

性
と

重
層

性
を

有
す

る
文

化
を

育
ん

で
き

ま
し

た
。

そ
し

て
今

で
も

各
シ

マ
ジ

マ
（

集
落

）
の

生
活

の
中

に
、

琉
球

と
も

大
和

と
も

少
し

違
う

「
奄

美
流

」
の

文
化

が
た

く
ま

し
く

生
き

続
け

て
い

る
の

が
特

徴
で

す
。

そ
こ

に
は

琉
球

と
も

大
和

と
も

少
し

違
う

文
化

が
漂

い
、

多
種

多
様

な
島

嶼
文

化
が

形
成

さ
れ

、
世

界
に

類
例

の
な

い
奄

美
群

島
の

歴
史

が
作

り
出

さ
れ

て
き

た
の

で
す

。

奄
美

群
島

の
基

幹
産

業
は

サ
ト

ウ
キ

ビ
の

栽
培

で
す

。
ま

た
温

暖
な

気
候

を
活

か
し

た
花

や
ジ

ャ
ガ

イ
モ

等
の

栽
培

も
行

わ
れ

て
い

ま
す

。
ま

た
海

洋
資

源
の

養
殖

業
(マ

グ
ロ

、
鯛

、
モ

ズ
ク

等
)も

行
わ

れ
て

い
ま

す
。

伝
統

工
芸

と
し

て
は

大
島

紬
が

あ
り

ま
す

。

鹿
児

島
県

人
口

／
奄

美
市

 4
7

,1
6

1
人

 
　

　
　

伊
仙

町
  

 7
,3

3
0

人
　

　
　

宇
検

村
  

 1
,9

8
6

人
［

平
成

2
2

年
1

0
月

2
9

日
］

市
の

概
要

ス
ト
ー
リ
ー
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
3

市
町

村
に

よ
る

取
組

み
は

奄
美

群
島

全
域

を
視

野
に

入
れ

て
広

域
的

に
取

り
組

み
、

群
島

の
宝

物
を

把
握

し
ま

す
。そ

れ
に

よ
っ

て
奄

美
群

島
の

歴
史

的
、

地
理

的
特

性
を

活
か

し
た

群
島

民
に

よ
る「

奄
美

遺
産

」を
認

定
し

、
奄

美
独

自
の

ま
ち

づ
く

り
を

目
指

し
ま

す
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

「
集

落
悉

皆
調

査
」と

、「
分

類
・

要
素

別
調

査
」の

２
種

類
の

調
査

方
法

を
併

行
し

て
実

施
し

ま
し

た
。

◆
関

連
文

化
財

に
つ

い
て

［
設
定
目
的
］

◆
歴

史
遺

産
：

奄
美

特
有

の
歴

史
を

明
ら

か
に

す
る

。
◆

生
活

遺
産

：
奄

美
文

化
の

固
有

性
と

多
様

性
を

明
ら

か
　

に
す

る
。

◆
集

落
遺

産
：

奄
美

群
島

民
の

世
界

観
を

明
ら

か
に

す
る

。

［
構
成
］①

重
点

テ
ー

マ
、 

②
ス

ト
ー

リ
ー

、 
③

関
連

す
る

文
化

財「
奄

美
遺

産
」に

よ
り

、
ア

）歴
史

遺
産

、イ
）生

活
遺

産
、ウ

）集
落

遺
産

を
構

成
。

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］「

奄
美

遺
産

」に
関

し
て

、
保

護
・

保
全

や
活

用
の

た
め

の
取

組
み

及
び

価
値

評
価

の
た

め
の

調
査

等
の

事
業

を
推

進
す

る
場

合
に

、
事

業
の

効
果

的
・

効
率

的
実

施
を

行
う

た
め

の
計

画
で

す
。

［
計
画
の
項
目
］①

計
画

名
称

、②
計

画
策

定
者

、
③

計
画

対
象

遺
産

、④
計

画
対

象
範

囲
、⑤

保
存

活
用

計
画

、⑥
保

存
活

用
の

イ
メ

ー
ジ

、⑦
事

業
実

施
の

工
程

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］「

集
落

遺
産

」に
お

い
て

は
、

住
民

が
共

有
、

継
承

し
て

き
た

集
落（

シ
マ

）と
し

て
の

特
徴

的
な

空
間

構
造

・
認

識
、

年
中

行
事

、
伝

承
・

芸
能

、
景

観
要

素
等

を
、

一
つ

の
関

連
性

を
有

す
る

文
化

財
群

と
し

て
捉

え
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

従
っ

て
、

集
落

住
民

が
認

識
し

て
い

る
範

囲
を

歴
史

文
化

保
存

活
用

区
域

と
し

て
設

定
し

、
保

存
活

用
計

画
の

中
で

明
確

に
位

置
づ

け
る

こ
と

と
し

ま
し

た
。

15

（
平
成
22
年
12
月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町

村

有
形

文
化

財
記

念
物

民
　

俗
文

化
財

建
造

物

都
道

府
県 国

奄
美

群
島

と
は

有
人

8
島

（
大

島
本

島
、

喜
界

島
、

徳
之

自
 然

奄
美

群
島

は
そ

の
地

理
的

、
歴

史
的

経
緯

に
お

い
て

そ
の

歴
 史

奄
美

群
島

の
基

幹
産

業
は

サ
ト

ウ
キ

ビ
の

栽
培

で
す

。
ま

産
 業

 等

奄
美

群
島

で
は

本
土

復
帰

後
か

ら
盛

ん
に

文
化

財
調

査
が

行
わ

れ
る

よ
う

に
な

り
ま

し
た

。
奄

美
市

で
は

、
宇

宿
貝

塚
、

イ
ヤ

ン
ヤ

洞
窟

遺
跡

な
ど

の
埋

蔵
文

化
財

の
調

査
に

着
手

し
て

お
り

、
伊

仙
町

で
は

、
徳

之
島

カ
ム

ィ
ヤ

キ
陶

器
窯

跡
、

宇
検

村
で

は
、

倉
木

崎
海

底
遺

跡
が

発
見

さ
れ

、
調

査
が

行
わ

れ
ま

し
た

。

◆
従

来
の

定
義

・
分

類
で

「
文

化
財

」
　

と
し

て
認

識
さ

れ
ず

、
歴

史
の

流
れ

　
や

社
会

・
生

活
の

変
化

の
中

に
埋

も
　

れ
て

、
喪

失
の

危
機

に
瀕

し
て

い
る

　
も

の
も

多
い

。
◆

群
島

の
市

町
村

で
抱

え
る

文
化

財
保

　
護

の
取

組
み

に
温

度
差

が
あ

る
。

◆
群

島
と

し
て

共
通

し
た

文
化

を
抱

え
　

て
い

る
こ

と
に

よ
る

広
域

的
に

捉
え

　
る

こ
と

の
必

要
性

。

文
化

財
の

概
要

◆
従

来
の

定
義

・
分

類
で

「
文

化
財

」

課
 題

歴
史
遺
産
①
：
先
史
時
代
の
文
化
交
流
を
示
す
遺
産

s

奄
美

市
　

 伊
仙

町
　

 宇
検

村
奄

美
市

宇
検

村

伊
仙

町

市  町  村

奄
美
市

伊
仙
町

宇
検
村

2
4 5 1 1

2 8
6 2 1 3 1 10 6 10

11 11 2 1 1 3 1

38 34 10 6 2 15 16 7 10

奄 ※
奄
美
諸
島
に
お
け
る
先
史
・
古
代
並
行
期
の
詳
細
遺
跡
分
布
調
査
は
年
次
的
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、

ま
だ
未
調
査
の
町
村
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。現
在
、奄
美
諸
島
の
有
人
島
８
島（
大
島
、喜
界
島
、加
計

呂
麻
島
、請
島
、与
路
島
、徳
之
島
、沖
永
良
部
島
、与
論
島
）に
お
い
て
は
、全
て
の
島
で
遺
跡
の
所
在
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。旧
石
器
時
代
、縄
文
、弥
生
時
代
並
行
期
、古
代
中
世
と
各
時
代
が
重
層
し
て
い
る

島
は
現
段
階
で「
高
島
」と
さ
れ
る
大
島
と
徳
之
島
に
限
ら
れ
て
い
る
。

1(
指
定
)

2(
登
録
)

1(
指
定
)

2(
登
録
)

4
5
,6
5
3
人

人
口
／

7
,1
0
4
人

1
,8
7
9
人
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１．文化財保護制度の概要  
（１）「文化財」の種類 

 

（２）国の文化財保護の取組 
※お渡しするデータを使用してレイアウト調整をお願いします。 

 



南
城
市
は
、
沖
縄
本
島
南
部
の
東
海
岸
、
那
覇
市
か
ら

南
東
へ
約
1
2
㎞
に
位
置
し
、
清
穏
な
中
城
湾
と
太
平

洋
に
面
し
て
い
ま
す
。
面
積
が
4
9
.7
㎢
と
、
本
島
南

部
に
お
い
て
は
最
も
大
き
な
規
模
を
持
ち
、
西
側
を
除

く
三
方
が
海
岸
線
に
接
し
て
い
ま
す
。
豊
か
な
緑
に
被

わ
れ
た
丘
陵
地
が
海
岸
に
か
け
て
広
が
っ
て
お
り
、
南

城
市
の
特
徴
的
な
地
域
景
観
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
離

島
で
あ
る
久
高
島
は
、
隆
起
サ
ン
ゴ
礁
で
平
坦
な
地
形

を
な
し
て
い
ま
す
。
山
林
・
湧
水
・
河
川
・
海
な
ど
の

自
然
資
源
が
豊
富
で
、
ま
た
、
優
良
農
地
が
広
が
り
、

自
然
的
土
地
利
用
の
色
合
い
が
強
い
地
域
で
す
。
さ
ら

に
、
沖
縄
本
島
の
東
側
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
「
東

方
（
あ
が
り
か
た
）
」
「
東
四
間
切
（
あ
が
り
ゆ
ま
じ

り
）
」
と
も
呼
称
さ
れ
、
太
陽
の
昇
る
方
角
に
あ
る

「
東
方
信
仰
の
聖
地
」
と
し
て
、
琉
球
王
国
の
様
々
な

歴
史
的
場
面
に
登
場
し
ま
し
た
。

南
城
市
は
古
く
は
「
東
方
」
、
「
東
四
間
切
」
と
呼
ば

れ
、
現
在
の
「
南
城
」
と
い
う
名
前
は
グ
ス
ク
（
城
）

が
多
い
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、
歴
史
資
源
・

文
化
資
源
が
豊
か
な
と
こ
ろ
で
す
。
風
景
と
調
和
し
た

多
く
の
グ
ス
ク
、
世
界
遺
産
の
斎
場
御
嶽
、
琉
球
開
闢

の
神
話
・
昔
話
の
数
々
、
石
灰
岩
台
地
か
ら
湧
き
出
る

澄
ん
だ
水
、
今
も
息
づ
く
祭
祀
や
儀
礼
、
心
を
震
わ
す

伝
統
芸
能
、
数
多
く
の
遺
跡
な
ど
、
歴
史
文
化
の
魅
力

に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
史
跡
、
名
勝
、
天
然
記
念
物
、

建
造
物
、
貝
塚
、
民
俗
芸
能
、
民
具
、
文
化
的
景
観
な

ど
に
加
え
、
民
話
や
口
承
文
芸
、
方
言
な
ど
も
豊
富
に

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
南
城
市
の
歴
史
文
化

を
知
る
上
で
、
特
に
重
要
で
あ
る
要
素
は
以
下
の
よ
う

に
整
理
で
き
ま
す
。

①
様
々
な
グ
ス
ク
の
集
積
と
分
布

②
国
家
の
聖
域
・
地
域
の
聖
域
の
分
布

③
生
活
を
支
え
る
水
源
の
豊
か
さ

④
海
へ
の
信
仰
や
生
業
の
発
達

⑤
伝
統
的
な
祭
祀
や
行
事
の
継
承

⑥
豊
富
な
埋
蔵
文
化
財

南
城
市
で
は
農
業
が
基
幹
産
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。
漁

業
は
沿
岸
漁
業
が
主
体
で
、
近
年
は
モ
ズ
ク
の
養
殖
が

盛
ん
で
す
。
久
高
島
で
は
、
伝
統
的
な
「
イ
ラ
ブ
ー
漁

（
ウ
ミ
ヘ
ビ
漁
）
」
が
あ
り
、
高
級
食
品
と
し
て
名
高

い
で
す
。
特
産
品
に
は
、
伝
統
菓
子
や
健
康
食
品
、
海

産
物
、
工
芸
品
な
ど
が
あ
り
、
ウ
コ
ン
や
ノ
ニ
な
ど
の

沖
縄
薬
草
を
加
工
し
た
健
康
食
品
の
産
地
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
美
し
い
海
岸
景
観
や
サ
ン
ゴ
礁
の
海
を

持
つ
地
域
に
は
、
ビ
ー
チ
や
岬
公
園
な
ど
が
点
在
し
、

音
楽
専
門
ホ
ー
ル
や
規
模
の
大
き
な
洞
窟
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
他
、
景
観
を
活
か
し
て
、
カ
フ
ェ
や
喫
茶
店

も
多
く
、
観
光
資
源
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

沖
縄
県
南
城
市

人
口
／
4
0
,8
2
6
人

［
平
成
2
2
年
1
0
月
末
現
在
］

市
の
概
要

関
連
文
化
財
群
の
例

歴
史
文
化
基
本
構
想

◆
目

的
文
化
遺
産
を
保
存
し
、
ま
ち
づ
く
り
や
景
観
形

成
、市
民
活
動
、観
光
誘
客
な
ど
に
つ
な
げ
、文
化

遺
産
を
活
用
し
て
い
く
た
め
。ま
た
、
文
化
遺
産

に
関
す
る
一
貫
性
の
あ
る
取
組
み
を
行
う
た
め

の
指
針
と
な
り
ま
す
。

◆
総

合
的

に
把

握
す

る
た

め
の

方
法

文
化
財
基
礎
調
査
を
実
施
、
今
後
の
悉
皆
調
査
に

向
け
て
資
料
作
成
を
進
め
て
い
ま
す
。

◆
関

連
文

化
財

群
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］
南
城
市
に
環
境
要
素
や
、
人
々
に

よ
っ
て
営
ま
れ
る
祭
祀
や
芸
能
、
生
業
な
ど
の
活

動
、そ
し
て
南
城
市
独
自
の
歴
史
的
な
出
来
事
は
、

単
独
で
も
価
値
を
持
ち
ま
す
が
、
3
つ
の
要
素
が

重
層
化
す
る
こ
と
で
、
時
間
・
空
間
・
精
神
を
結

ん
だ
新
た
な
価
値
を
発
見
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

◆
関

連
文

化
財

群
の

保
存

活
用（

管
理

）計
画

［
目
的
］
文
化
遺
産
の
保
存
・
活
用
に
関
す
る
具

体
的
な
方
策
を
位
置
づ
け
、
1
3
の
関
連
文
化
財

群
を
重
点
に
お
い
た
保
存
活
用
計
画
を
策
定
し

ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
遺
産
の
維
持
管
理
、
整

備
、活
用
等
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

［
計
画
の
項
目
］

①
ハ
ー
ド
対
応
の
考
え
方

　（
主
要
な
文
化
遺
産
別
の
修
復
・
修
景
・
整
備
）　
　

②
ソ
フ
ト
対
応
の
考
え
方

　（
推
進
体
制
・
人
材
育
成
・
法
制
度
）

③
保
存
・
活
用
の
推
進
方
策（
具
体
的
活
動
の
指
針
）

④
文
化
遺
産
活
用
の
Ｑ
＆
Ａ（
市
民
向
け
の
ハ
ウ
ツ
ー
）

◆
歴

史
文

化
保

存
活

用
区

域
に

つ
い

て
［
設
定
目
的
］

①
共
通
す
る
テ
ー
マ
と
、
そ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た

関
連
文
化
遺
産
の
集
積
度
の
高
い
区
域
を
設
定
。

②
保
存
活
用
区
域
と
集
落
の
関
係
に
留
意
し
、
住

民
が
直
接
関
わ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
作
り
に
配

慮
し
た
。

③
保
存
活
用
区
域
に
つ
い
て
は
、
今
後
住
民
か
ら

の
要
望
等
が
あ
れ
ば
柔
軟
に
対
応
す
る
。さ
ら

に
、
区
域
内
に
は
自
然
環
境（
緑
地
・
海
岸
）や
生

活
基
盤（
田
畑
・
海
域
）等
も
含
ま
れ
る
た
め
、
諸

権
利
規
制
に
つ
い
て
も
配
慮
す
る
。　
　
　

［
区
域
内
の
歴
史
文
化
資
源
の
特
徴
］

◆
佐
敷
字
佐
敷
は
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
「
さ
し

き
」
と
し
て
登
場
し
、
17
世
紀
の
『
琉
球
国
高
究

帳
』
に
も
「
佐
鋪
村
」
と
記
さ
れ
る
。
佐
敷
間
切

の
主
邑
と
し
て
間
切
番
所
が
置
か
れ
て
い
た
。

◆
佐
敷
上
グ
ス
ク
は
、1
4
～
15
世
紀
に
尚
思
紹
・

巴
志
親
子
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
た
と
さ
れ
、
標
高

40
～
50
m
の
舌
状
台
地
の
先
端
部
に
立
地
す
る
。

別
名「
上
グ
ス
ク
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。城
郭
の
最
上

段
に
上
城
の
嶽
が
あ
り
、
内
部
に
は
カ
マ
ド
跡
、
内

原
の
殿
、
旧
石
段
路
、
親
川
、
尚
巴
志
王
遺
跡
碑
文

（
19
22
年
）、
つ
き
し
ろ
の
宮（
19
38
年
建
立
、6
2

年
再
建
）な
ど
が
あ
る
。現
在
、
国
指
定
文
化
財（
史

跡
）に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
る
。

◆
佐
敷
グ
ス
ク
周
辺
に
は
、
苗
代
大
比
屋
屋
敷
跡
、

苗
代
殿
、佐
敷
よ
う
ど
れ
、美
里
ガ
ー
、美
里
殿
、つ

き
し
ろ
の
岩
・
井
、
佐
敷
ノ
ロ
殿
内
な
ど
、
尚
思
紹

や
巴
志
に
縁
の
あ
る
資
源
が
分
布
し
て
お
り
、佐
敷

上
グ
ス
ク
を
中
心
に
東
御
廻
り
の
巡
拝
ル
ー
ト
と

も
な
っ
て
い
る
。

◆
佐
敷
集
落
の
前
面
に
は
、佐
敷
干
潟
や
富
祖
崎
の

ハ
マ
ジ
ン
チ
ョ
ウ
群
落
な
ど
特
徴
的
な
海
の
資
源

が
み
ら
れ
る
。1
90
3（
明
治
36
）
年
に
一
部
が
富

祖
崎
村
と
な
り
、ま
た
与
那
嶺
村
を
編
入
し
た
。

［
文
化
財
保
存
活
用
の
課
題
］

◆
佐
敷
上
グ
ス
ク
は
、他
の
史
跡
に
比
べ
る
と
観
光

や
歴
史
探
訪
で
の
利
活
用
が
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。

◆
佐
敷
集
落
は
、道
路
整
備
や
住
宅
建
築
等
に
よ
り

戦
前
ま
で
の
様
相
か
ら
変
化
し
、生
活
と
密
接
に
関

係
し
た
景
観
資
源
や
た
た
ず
ま
い
が
薄
れ
つ
つ
あ

る
。

◆
尚
巴
志
の
繁
栄
は
佐
敷
上
グ
ス
ク
を
拠
点
と
し

た
海
外
貿
易
に
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、グ
ス
ク
と
海

と
の
関
わ
り
は
重
要
な
視
点
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

現
状
で
は
文
化
財
と
海
域
資
源（
佐
敷
干
潟
や
富
祖

崎
ハ
マ
ジ
ン
チ
ョ
ウ
植
物
群
落
等
）を
結
び
つ
け
た

活
動
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。

◆
尚
巴
志
に
関
わ
る
伝
承
や
文
化
財
は
多
様
で
豊

富
で
あ
る
が
、
佐
敷
が
区（
字
）と
し
て
そ
の
資
源
を

有
効
活
用
で
き
て
い
な
い
面
が
あ
る
。

3
2

3
14

12
16

9
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2
1

3
1

3
10

1
4

11
6

（
平
成
23
年
1月
末
現
在
）

指

　
定

　
等

件 数
棟 数

有 形
無 形

史 跡
名 勝

天 然 記 念 物

文 化 的 景 観

伝 統 的 建 造 物 群

合

　
計

美 術 工 芸 品

無 形 文 化 財

市
町
村

有
形
文
化
財

記
念
物

民
　
俗

文
化
財

建
造
物

都
道
府
県

国

南
城
市
は
、
沖
縄
本
島
南
部
の
東
海
岸
、
那
覇
市
か
ら

自
 然

南
城
市
は
古
く
は
「
東
方
」
、
「
東
四
間
切
」
と
呼
ば

歴
 史

産
 業

 等

南
城
市
の
文
化
財
保
護
行
政
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
合
併
前
か
ら
継
続
し
て
進
め
て
き
た
史
跡
整
備
事
業
や
史
跡
学

術
調
査
、
開
発
に
伴
う
緊
急
発
掘
調
査
な
ど
史
跡
・
埋
蔵
文
化
財
へ
の
対
応
が
中
心
で
し
た
。

◆
伝
統
芸
能
等
に
つ
い
て
は
、
合
併
前

　
か
ら
の
指
定
の
基
準
が
ま
だ
曖
昧
な

　
部
分
も
多
く
、
地
域
間
の
バ
ラ
ン
ス

　
も
悪
い
ま
ま
で
あ
る
。

◆
指
定
文
化
財
は
、
一
般
の
人
々
か
ら

　
は
身
近
に
感
じ
ら
れ
ず
敷
居
の
高
い

　
印
象
を
持
た
れ
て
い
る
。

◆
指
定
さ
れ
て
い
な
い
文
化
財
の
中
に

　
地
域
住
民
に
と
っ
て
大
切
な
文
化
遺

　
産
が
数
多
く
あ
る
。

文
化
財
の
概
要

◆
伝
統
芸
能
等
に
つ
い
て
は
、
合
併
前

課
 題

第
一
尚
氏
の
光
と
影

s

尚
巴
志
お
よ
び
そ
の
父
尚
思
紹
の
居
住
跡
。1
4
～
15
世
紀
に
築
城
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、

現
在
グ
ス
ク
内
に
は
上
城
の
嶽
、カ
マ
ド
跡
、内
原
の
殿
、親
川
、尚
巴
志
王
遺
跡
碑
文
、

旧
石
階
段
、つ
き
し
ろ
の
宮
な
ど
が
あ
る
。

名
　
称

タ
イ
プ

歴
史
事
象

概
　
　
要

佐
敷
上

グ
ス
ク

グ
ス
ク

尚
巴
志

佐
敷
グ
ス
ク
の
入
口
近
く
に
所
在
し
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
祠
内
部
に
香
炉
が
置
か
れ

て
い
る
。

佐
敷

ノ
ロ
殿
内

御
嶽
・
拝
所

尚
巴
志

尚
思
紹
の
舅
で
あ
る
美
里
之
子
の
住
居
跡
と
さ
れ
る
。現
在
は
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
拝

所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

美
里
殿

御
嶽
・
拝
所

尚
巴
志

美
里
殿
の
入
口
に
あ
り
、美
里
殿
の
用
水
井
戸
、祝
女
の
み
そ
ぎ
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
。

美
里
井

樋
川
・
井
戸

尚
巴
志

苗
代
大
屋（
後
の
尚
思
紹
）の
屋
敷
跡
と
さ
れ
る
。現
在
は
、尚
思
紹
の
位
牌
等
を
ま
つ
る

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
建
物
が
あ
り
、地
元
で
は
神
ア
シ
ャ
ギ
と
呼
ん
で
い
る
。

苗
代
大
比
屋

の
屋
敷
跡

御
嶽
・
拝
所

尚
巴
志

つ
き
し
ろ
の
岩
・
井
の
奥（
南
隣
り
）に
あ
る
。２
本
の
石
柱
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。そ
の

奥
に
19
67
年
に
造
ら
れ
た
と
い
う
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
拝
所
が
あ
る
。

苗
代
殿

御
嶽
・
拝
所

尚
巴
志

美
里
之
子
の
娘
が
、赤
子
の
尚
巴
志
を
捨
て
た
場
所
、産
湯
を
つ
か
っ
た
井
戸
と
さ
れ
る
。

大
岩
の
下
に
円
形
の
井
戸
が
あ
る
が
、水
は
枯
れ
て
い
る
。

つ
き
し
ろ

の
岩
・
井

御
嶽
・
拝
所

尚
巴
志

尚
思
紹
夫
婦
、美
里
子
夫
婦
、尚
思
紹
の
次
男
美
里
比
屋
夫
婦
、娘
の
佐
敷
の
ろ
く
も
い

を
祀
っ
た
琉
球
石
灰
岩
製
の
墓
で
、半
円
形
の
屋
根
を
持
っ
た
駕
籠
型
の
独
特
な
形
を

し
て
い
る
。当
初
は
現
在
地
よ
り
北
側
崖
下
に
あ
っ
た
が
17
64
年
に
移
築
さ
れ
た
。

19
59
年
に
は
佐
銘
川
大
主
夫
婦
も
合
祀
さ
れ
た
。

佐
敷

よ
う
ど
れ

墓
尚
巴
志

土
帝
君
は
島
尻
郡
で
は
佐
敷
町
に
多
い
。琉
球
石
灰
岩
の
上
に
漆
喰
を
塗
り
こ
め
て
成

型
し
た
祠
が
あ
る
。

土
帝
君

御
嶽
・
拝
所

尚
思
佐
敷
グ
ス
ク
の
ほ
ぼ
真
北
方
向
の
国
道
沿
い
は
ア
ダ
ニ
山
跡
と
い
わ
れ
、そ
こ
に

現
在
も
井
戸
が
残
っ
て
お
り
、尚
巴
志
が
こ
の
井
戸
水
を
水
田
に
使
用
し
て
い
た
と
い

う
伝
承
が
あ
る
。

ア
ダ
ニ
山
の

跡
に
あ
る

カ
ー

樋
川
・
井
戸

尚
巴
志

人
口
／
4
1
,7
4
5
人

[平
成
2
6
年
２
月
１
日
]
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４．文化庁が実施している文化財に関する研修 
 

我が国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた建造物や美術工

芸品、記念物、民俗文化財などの文化財を保存・活用し、後世に伝えていくことは非常に

大切なことです。 

文化庁では、都道府県・市町村教育委員会の文化財行政担当課の職員や、美術館・博物

館の学芸員、文化財の保存・活用に関わる団体の技術者等を対象に、独立行政法人等と連

携・協力しながら、以下のような研修等を実施しています。 

※最新の情報は、ホームページなどで確認して下さい。 

主　催 実施日・期間 対象・人数 研修内容 問合せ先

文化庁
3日間
11月上旬実施

地方公共団体等の文化財
行政担当職員等で、経験
年数3年未満の者（100名
程度）

文化財行政の遂行に必要な基礎
的事項及び実務上の課題に関す
る研修

伝統文化課普及指導係

「歴史文化基本構想」研修会文化庁
2日間
11月頃実施

地方公共団体等の文化財
行政実務担当職員等（100
名程度）

「歴史文化基本構想」の策定に必
要な事項、実務上の課題、事例
紹介に関する研修

伝統文化課企画調整係

文化庁
大学共同利用機
関法人人間文化
研究機構国立歴
史民俗博物館

5日間×2ヶ年
11月中旬実施

歴史民俗資料館・博物館
等の専門職員で、実務経
験5年未満の者（50名程
度）

歴史資料、民俗資料、考古資料
等の調査、収集・保存、公開等に
関する必要な専門的知識、技能
の研修

伝統文化課民俗文化財
部門

文化庁

5日間×2ヶ年
7月（東日本）
または9月（西
日本）実施

指定文化財（美術工芸品）
を公開する博物館等の学
芸担当者（50名程度）

指定文化財（美術工芸品）の保
存・公開に関わる専門的知識、技
能の研修

美術学芸課

文化庁
5日間×2ヶ年
10月頃実施

文化財（美術工芸品）の修
理に携わる事業者等の技
術者（30名程度）

文化財（美術工芸品）の修理に関
わる専門的知識等の研修

美術学芸課

文化庁
3日間程度
12月実施

全国の美術館・歴史博物
館の管理職、地方公共団
体の文化行政担当職員等
（50名程度）

美術館・歴史博物館の企画及び
管理運営に必要な能力に関する
研修

美術学芸課美術館・歴
史博物館室

文化庁

5日間程度
9月下旬頃実
施
2月上旬頃実
施

全国の美術館・歴史博物
館の学芸員等
（50名程度）

美術館・歴史博物館における教
育普及に必要な能力に関する研
修

美術学芸課美術館・歴
史博物館室

研　修　名

文化財行政講座

歴史民俗資料館等専門職
員研修会

指定文化財（美術工芸品）
企画・展示セミナー

文化財（美術工芸品）修理
技術者講習会

ミュージアム・マネジメント研
修

ミュージアム・エデュケー
ター研修

 

 

 

97



「歴史文化基本構想」策定ハンドブック 

 

 78

基礎コース 文化庁
3日間
７月実施

地方公共団体の職員及び
伝統的建造物群の保存に
関わる専門家・技術者等
（50名程度）

伝統的建造物群保存地区に係る
職務遂行に必要な基礎的事項に
関する研修

実践コース 文化庁
3日間
11月実施

伝統的建造物群保存地区
制度を導入している地方公
共団体の職員で、2年以上
の実務経験を有する者（50
名程度）

伝統的建造物群の保存にかかる
諸問題に的確に対応するために
必要な専門的事項に関する研修

普通コース 文化庁

8日間程度（前
期・後期2ヶ
年）     8月下
旬実施

文化財建造物における修
理設計・施工監理等の総
括的な業務に携わる者（15
名程度）

文化財建造物保存修理工事の主
任技術者として必要な知識及び
技術の研修

上級コース 文化庁

7日間
8月下旬実施
（1年度に、普
通・上級のい
ずれかを実
施）

同上で、普通コースを受講
した者（15名程度）

国宝等の文化財建造物保存修理
工事の主任技術者として必要な
知識及び技術の研修

文化庁
2日間
9月実施

地方公共団体の文化財行
政担当者及び登録有形文
化財建造物保存修理の設
計監理等の実績がある者
（100名程度）

登録有形文化財建造物の調査・
修理に関わる専門家、技術者及
び地方公共団体の担当者として
必要な専門的事項の講習

参事官（建造物担当）
登録部門

・独立行政法人による研修

主　催 実施日・期間 対象・人数 研修内容 問合せ先

独立行政法人国
立文化財機構東
京文化財研究所

2週間
7月実施

国公私立博物館、美術館
等の学芸員で、保存部門
の担当者（25名程度）

文化財保存に関する基礎的な知
識及び技術についての講義・実
習

東京文化財研究所保存
修復科学センター

独立行政法人国
立美術館

2日間
7月実施

①小・中学校教員（国公立
校、私立校全ての教員）
②美術館学芸員
③指導主事
（100名程度）

小中学校での鑑賞教育の重要性
を踏まえ、全国の小中学校等の
教員と美術館の学芸員などが一
同に会してグループ討議を行う研
修

独立行政法人国立美術
館研修担当室

独立行政法人国
立美術館

単年度内で研
修生の希望を
踏まえ受入館
が承認した期
間

公私立美術館の学芸担当
職員
（若干名）

公私立美術館の学芸担当職員
（学芸員資格を有する者）に必要
な専門的知識及び技術に関する
研修

独立行政法人国立美術
館研修担当室

独立行政法人国
立文化財機構奈
良文化財研究所

研修・課程ごと
にそれぞれ異
なる

地方公共団体の埋蔵文化
財担当職員等（計170名程
度）

埋蔵文化財の調査・研究に関し
て必要な専門的な知識と技術に
関する研修

奈良文化財研究所
総務課

独立行政法人国立美術館
キュレーター研修

伝統的建造物
群保護行政研
修

文化財建造物
修理主任技術
者講習会

登録有形文化財建造物修
理関係者等講習会

博物館・美術館等保存担当
学芸員研修

美術館を活用した鑑賞教育
の充実のための指導者研
修

埋蔵文化財担当者研修

研　修　名

参事官（建造物担当）
伝統的建造物群部門

参事官（建造物担当）
修理指導部門

 

 

 

98



巻末資料 

 

79 

５．歴史まちづくり法の制度概要 

 

※

※重点区域とは「重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地」
　又は「重要伝統的建造物群保存地区内の土地の区域」と、「その周辺の土地の区域」のことをいう。

（国が策定）

国が策定する

城跡（史跡）城跡（史跡）

市街地の
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※

※重点区域とは「重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地」
　又は「重要伝統的建造物群保存地区内の土地の区域」と、「その周辺の土地の区域」のことをいう。

（国が策定）

国が策定する

城跡（史跡）城跡（史跡）

市街地の
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